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第第第第 1111 章章章章    計画策定の基本的事項計画策定の基本的事項計画策定の基本的事項計画策定の基本的事項    

    

１１１１    計画策定の趣旨計画策定の趣旨計画策定の趣旨計画策定の趣旨    

 

(1) 計画の目的 

2000（平成 12）年の介護保険法施行から 14 年が経過し，介護保険制度は支援を必要

とする高齢者を社会で支えるしくみとして着実に定着してきています。 

しかし，2015（平成 27）年には，団塊の世代が全て 65 歳以上となり，高齢化がこれ

まで以上に急速に進行することが見込まれます。あわせて，要介護認定者をはじめ，ひ

とり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯，認知症高齢者などが増加しており，高齢者を取

り巻く状況の変化に応じた対策が喫緊の課題となっています。 

一方で，多くの健康で元気な高齢者が，仕事や地域活動など，社会のあらゆる場面で

活躍しています。高齢者が豊かな人生を送ることができる社会の実現を目指すためには，

高齢者の知識，技術，経験を生かせる場や機会の確保がこれまで以上に重要となります。

また，高齢者はサービスの受け手としてだけではなく，サービスの提供者として社会の

担い手になることも大いに期待されています。 

こうした中で，2014（平成 26）年の医療介護総合確保推進法の制定による介護保険法

の改正において，要支援者に対する訪問介護及び通所介護サービス並びに在宅医療と介

護の連携，認知症対策，生活支援サービスの充実に関する事業が地域支援事業として位

置付けられるなど，医療，介護，予防，住まい，生活支援が包括的に確保される地域包

括ケアシステムの構築に向けた制度の見直しが行われました。さらに，介護保険制度を

持続可能なものとするため，一定額以上の高額所得者に対する本人負担の見直しや，特

別養護老人ホームの入所基準の変更など，サービスの重点化・効率化を図るための改正

が行われます。 

超高齢社会の進展，人口減少社会など，本市を取り巻く社会経済情勢が大きく変化す

る中で，全ての高齢者が地域社会において，自分らしく生き生きと健やかに安心して日

常生活を送ることができるよう，これまでの本市の基本理念を踏まえつつ，一人一人の

高齢者の生活環境や地域の実情に応じたきめ細かな高齢者福祉施策を展開するととも

に，介護保険事業の安定的な運営を図ることを目的として，水戸市第６期高齢者保健福

祉計画・介護保険事業計画を策定します。 

 

(2) 計画策定の背景 

 

① 超高齢社会の進展 

わが国は，世界に類をみない速度で高齢化が進み，2013（平成 25）年には，４人に
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１人が高齢者となり，今後，本市においても，国と同程度の水準で高齢化が進行して

いくことが見込まれています。あわせて，要介護認定者をはじめ，ひとり暮らし高齢

者及び高齢者のみの世帯とともに，認知症高齢者の増加が見込まれます。 

このような状況に対応するため，医療ニーズの高い人や重度の要介護者を地域で介

護するための在宅医療・介護連携体制の構築が求められています。 

また，老老介護や認認介護など，介護者自身も高齢や認知症であるケースや，高齢

者の孤立死の問題も生じており，ひとり暮らしも含め高齢者のみの世帯に対する地域

の支援の必要性が高まっているほか，介護度が重度化し，医療が必要になった場合に

おいても住み続けることができる高齢者に配慮した住宅の整備も課題となっています。 

また，高齢者の権利擁護の観点では，認知症の人や虐待を受けている人への支援・

救護体制の整備や，介護保険以外のサービスを含め，様々な主体によって提供される

包括的な地域づくりが必要となっています。 

本市においても，これらの課題を踏まえ，介護保険制度が目指す高齢者の尊厳を支

えるケアの確立を一層進めていくための施策の充実や高齢化の進行に伴い多様化する

福祉ニーズに対応するため，医療・介護の専門家や事業者，市民，行政など，様々な

分野において連携し，地域包括ケアシステムの体制の構築を進める必要があります。 

  

② 国の基本的な考え方 

効率的かつ質の高い医療提供体制や地域包括ケアシステムを構築し，地域における

医療及び介護の総合的な確保を推進するため，医療介護総合確保推進法が 2014（平成

26）年６月に成立しました。 

本法の主な介護保険制度に関する改正点は以下のとおりです。 

 

ア 地域包括ケアシステムの構築に向けた地域支援事業の充実 

高齢者が可能な限り住み慣れた地域で生活を継続することができるような包括的

な支援・サービス提供体制の構築を目指し，次の５つの地域支援事業の充実を図ると

ともに，医療，介護，介護予防，住まい，生活支援・福祉サービスの５つの要素を一

体的に切れ目なく提供し，それぞれが連携を図る体制を整備していきます。 

 

・ 生活支援サービスの充実・強化 

地域で高齢者のニーズとボランティア等のマッチングを行うことにより，生活支援

の充実を実現します。 

 

・ 介護予防・日常生活支援総合事業 

全国一律の予防給付（訪問介護・通所介護）を市町村が利用者のニーズにあわせ，

地域資源を活用しながら柔軟にサービス提供を実施する地域支援事業に移行し，効果

的な介護予防の実現を図ります。 
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・ 在宅医療・介護連携の推進 

医療と介護のネットワークを構築し，医療ニーズの高い高齢者への適切なサービス

の実現を図ります。 

 

・ 認知症施策 

初期集中支援チームの関与による認知症の方への早期対応や認知症地域支援推進

員による支援の調整により，認知症でも生活できる地域の実現を図ります。 

 

・ 地域ケア会議の推進 

多職種連携により，地域のニーズや社会資源を的確に把握可能になり，地域課題へ

の取組が推進され，高齢者が地域で生活しやすい環境を実現します。 
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   ■地域包括ケアシステムの構築 

 

 

 

（資料：厚生労働省） 
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イ 特別養護老人ホームへの入所要件の変更 

特別養護老人ホームの新規入所者を原則，要介護３以上に限定し，中重度の介護

者を支える施設としての機能を重点化することになりました。ただし，個別の事情

への配慮を行います。 

 

ウ 低所得者の保険料軽減の拡充 

新たな公費負担により，世帯非課税（所得段階第１～第３段階）の保険料軽減を行

います。 

 

エ 一定以上所得者の利用者負担の引上げ 

一定以上の所得がある方が介護サービスを利用したときは，利用者負担が１割から

２割になります。 

 

オ 特定入所者介護（予防）サービス費の支給要件の変更 

世帯非課税の方が，特別養護老人ホーム等の施設サービスを利用したとき，食費・

居住費を補足する特定入所者介護（予防）サービス費の支給要件を変更します。 

 

２２２２    計画の計画の計画の計画の位置位置位置位置付け付け付け付け    

本計画は，老人福祉法第 20条の８の規定による老人福祉計画と介護保険法第 117条の規

定による介護保険事業計画を一体的に策定するもので，超高齢社会に対応したサービスの

必要量と供給量及びサービス供給体制を見込み，さらに，健康増進法等による高齢者の健

康の維持，健診等についても包含しています。 

また，本計画は国や県，市の定めている上位計画や関連する計画等との整合性を図り策

定します。 

 

                                                                                                        

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

その他のその他のその他のその他の    

関連計関連計関連計関連計画画画画 

国国国国（（（（根拠法根拠法根拠法根拠法））））    

老人福祉法老人福祉法老人福祉法老人福祉法    介護介護介護介護保険法保険法保険法保険法    

茨城県茨城県茨城県茨城県    

いばらきいばらきいばらきいばらき高齢者プラン高齢者プラン高齢者プラン高齢者プラン 21212121    

健康いばらき健康いばらき健康いばらき健康いばらきプランプランプランプラン 21212121    

    水戸市水戸市水戸市水戸市 

水戸市水戸市水戸市水戸市第６次第６次第６次第６次総合総合総合総合計画計画計画計画    

水戸市地域福祉計水戸市地域福祉計水戸市地域福祉計水戸市地域福祉計

画画画画((((第２次第２次第２次第２次))))    

水戸市健康増進･食水戸市健康増進･食水戸市健康増進･食水戸市健康増進･食

育推進計画育推進計画育推進計画育推進計画    などなどなどなど 

水戸市水戸市水戸市水戸市    第６期第６期第６期第６期

高齢者保健福祉計画・高齢者保健福祉計画・高齢者保健福祉計画・高齢者保健福祉計画・    

介護保険事業計画介護保険事業計画介護保険事業計画介護保険事業計画 
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３３３３    計画の計画の計画の計画の期間期間期間期間    

本計画の計画期間は，団塊の世代が全て 75 歳以上となる 2025（平成 37）年度を見据え

つつ，2015（平成 27）年度から 2017（平成 29）年度までの３か年とします。  

介護保険料については３か年を通じて財政の均衡を保つこととされていることから，３

年後の 2017（平成 29）年度に計画の見直しを行います。 

 

計画の期間計画の期間計画の期間計画の期間 

2012 

年度 

（平成 24 年度） 

2013 

年度 

（平成 25 年度） 

2014 

年度 

（平成 26 年度） 

2015 

年度 

（平成 27 年度） 

2016 

年度 

（平成 28 年度） 

2017 

年度 

（平成 29 年度） 

2018 

年度 

（平成 30 年度） 

2019 

年度 

（平成 31 年度） 

2020 

年度 

（平成 32 年度） 

 2025 

年度 

（平成 37 年度） 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

第５期計画 

第６期計画 

第７期計画 

2025（平成 37）年度を見据える 

    

地域包括ケ地域包括ケ地域包括ケ地域包括ケ

アシステムアシステムアシステムアシステム

の実現の実現の実現の実現    
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第２章第２章第２章第２章    水戸市の現況水戸市の現況水戸市の現況水戸市の現況と課題と課題と課題と課題    

１１１１    現況現況現況現況と課題と課題と課題と課題    

(1) 人口の推移 

 

① 総人口の推移 

本市の総人口は，2010（平成 22）年の 268,750 人から 2014（平成 26）年の 270,876

人へと微増傾向にあります。この内訳を見ると，高齢者人口の増加が顕著であり，総

人口の増加率が0.8％であるのに対し，高齢者人口の増加率は11.9％となっています。 

 

 ■総人口と年齢別人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：茨城県常住人口調査） 

 

 

 

     

37,871 37,524 37,333 37,013 36,598 

172,292 172,246 171,607 170,412 168,740 

58,587 59,255 60,741 63,434 65,538 

268,750 269,025 269,681 270,859 270,876 

0

100,000

200,000

300,000

2010年

（平成22年）

2011年

（平成23年）

2012年

（平成24年）

2013年

（平成25年）

2014年

（平成26年）

年少人口(0歳～14歳) 生産年齢人口(15歳～64歳)

高齢者人口(65歳以上)
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② 高齢者人口の推移 

本市の 65歳以上の高齢者人口及び高齢化率は，2010（平成 22）年の 58,587 人，21.8％

から 2014（平成 26）年の 65,538 人，24.2％へと，急激な高齢化の傾向を示していま

す。 

また，年齢別にみると，65～74 歳の前期高齢者は 3,421 人，75 歳以上の後期高齢者

は 3,530 人増加しており，前期，後期高齢者ともに大きく増加しています。 

 

 ■高齢者人口の推移 

（資料：茨城県常住人口調査） 

 ■高齢化率の推移 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：茨城県常住人口調査） 
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（資料：国勢調査） 

（資料：国勢調査） 

（資料：国勢調査） 
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(2) 高齢者のいる世帯の推移 
 

高齢者のいる世帯数は増加傾向にあり，2010（平成 22）年で 37,859世帯となっていま

す。また，一般世帯に占める割合は，2000（平成 12）年の 27.0％から 2010（平成 22）

年には 33.8％に増加しており，約３世帯に１世帯が高齢者のいる世帯となっています。 

また，高齢者のいる世帯の構成比をみると，高齢者単身世帯，高齢者夫婦世帯ともに

割合が増加しています。 

    

    ■■■■高齢者高齢者高齢者高齢者ののののいる世帯の推移いる世帯の推移いる世帯の推移いる世帯の推移    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    ■■■■高齢者のいる世帯の構成比の推移高齢者のいる世帯の構成比の推移高齢者のいる世帯の構成比の推移高齢者のいる世帯の構成比の推移    

    

    

    

    

    

    

    
    

    

    ■■■■一般世帯に占める高齢者のいる世帯割合の推移一般世帯に占める高齢者のいる世帯割合の推移一般世帯に占める高齢者のいる世帯割合の推移一般世帯に占める高齢者のいる世帯割合の推移    
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(3) 要支援・要介護認定者数の推移 

第 1号被保険者数，要支援・要介護認定者数については，年々増加しており，2013（平

成 25）年の第 1号被保険者数は 62,300 人，要支援・要介護認定者数は 11,098人となっ

ています。 

要介護認定率についても上昇傾向にあり，2013（平成 25）年の認定率は 17.8％で，2009

（平成 21）年と比較すると，2.1ポイント上昇しています。 

また，要支援・要介護認定者を要介護区分別にみると，要介護１の占める割合が最も

高く，比較的軽度な方の割合が高くなっています。 

 
    ■第■第■第■第 1111 号被保険者数号被保険者数号被保険者数号被保険者数，，，，要支援・要介護認定者数及び認定率の推移要支援・要介護認定者数及び認定率の推移要支援・要介護認定者数及び認定率の推移要支援・要介護認定者数及び認定率の推移    

 

（資料：水戸市介護保険課） 

    ■要支援・要介護認定区分の推移■要支援・要介護認定区分の推移■要支援・要介護認定区分の推移■要支援・要介護認定区分の推移 

（資料：水戸市介護保険課） 
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(4) 介護保険サービスの利用状況 

 

① 介護保険サービスの延べ受給者数の推移 

介護保険サービスの延べ受給者数は，2013（平成 25）年度に 115,974 人で，2009（平

成 21）年度の 94,451 人の約 1.2倍となっており，全てのサービスにおいて増加傾向に

あります。介護保険サービスの受給者のうち居宅サービス受給者が全体の約 7割を占

めています。 

 

■介護保険サービスの延べ受給者数の推移                       （人） 

  
2009 年度 

（平成 21年度）

2010 年度 

（平成 22年度）

2011 年度 

（平成 23年度）

2012 年度 

（平成 24年度）

2013 年度 

（平成 25年度）

居宅サービス 67,735 70,453 73,914 78,369 84,353 

地域密着型サービス 6,785 7,297 7,787 8,164 8,304 

施設サービス 19,931     20,878     20,769     22,369 23,317 

合計 94,451 98,628 102,470 108,902 115,974 

 （資料：水戸市介護保険課）  

② 介護保険サービスの給付費の推移 

介護保険サービス別の給付費は，2013（平成 25）年度に 16,281,329 千円で，2009

（平成 21）年度の 13,078,956千円の約 1.2倍となっており，全てのサービスにおいて

増加傾向にあります。 

また，介護保険サービス給付費のうち居宅サービス給付費が全体の５割強となって

います。 

 

■介護保険サービス給付費の推移                          （千円） 

  
2009 年度 

（平成 21年度）

2010 年度 

（平成 22年度）

2011 年度 

（平成 23年度）

2012 年度 

（平成 24年度）

2013 年度 

（平成 25年度）

居宅サービス 6,494,979 6,786,501 7,055,164 7,746,202   8,431,254 

地域密着型サービス 1,510,987 1,604,369 1,711,345 1,822,944   1,872,882 

施設サービス 5,072,990   5,327,932   5,325,219   5,702,034   5,977,193 

合計 13,078,956 13,718,801 14,091,728 15,271,180 16,281,329 

（資料：水戸市介護保険課）  
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③ 各サービスの受給率 

 

ア 居宅サービス 

居宅サービスの利用率（受給率：第１号被保険者の認定者に対する利用状況）をみ

ると，県の水準を大きく上回り，国と同等となっています。 

 

 ■居宅サービスの受給率の国・県との比較 

 

（資料：水戸市介護保険課）   

 

イ 地域密着型サービス 

地域密着型サービスの受給率は，これまで国・県を大きく上回ってきましたが，2013

（平成 25）年 10月では国・県の中間になっています。 

 

    ■■■■地域密着型地域密着型地域密着型地域密着型サービスの受給率の国・県との比較サービスの受給率の国・県との比較サービスの受給率の国・県との比較サービスの受給率の国・県との比較    

 

（資料：水戸市介護保険課）   
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ウ 施設サービス 

施設サービスの受給率は，国・県のほぼ中間であり，国・県と同様に利用率は減少

傾向を示しています。 
 

 ■施設サービスの受給率の国・県との比較 

（資料：水戸市介護保険課） 

④ 一人当たりの給付費 

 

ア 居宅サービス 

居宅サービスの一人当たり給付額は，2013（平成 25）年 10月現在で 102,220円と 

なっており，国・県の水準より低くなっています。 

 

 ■一人当たり居宅サービス給付額の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：水戸市介護保険課） 
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イ 地域密着型サービス 

地域密着型サービスの一人当たり給付額は，2013（平成 25）年 10月現在で 228,069

円となっており，国の水準より高く，県とほぼ同等となっています。 

 

 ■一人当たり地域密着型サービス給付額の推移 

 

（資料：水戸市介護保険課） 

ウ 施設サービス 

施設サービスの一人当たり給付額は，2013（平成 25）年 10月現在で 259,570円と

なっており，国よりは低いものの，県を若干上回っています。 

 

 ■一人当たり施設サービス給付額の推移 

 

（資料：水戸市介護保険課） 
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270,876 270,579 270,159 269,621 267,335 261,711

(5) 計画対象の推計 

 

① 総人口の推計 

本市の総人口は，2014（平成 26）年の 270,876 人から徐々に減少し，2017（平成 29）

年に 269,621 人になるものと推計します。なお，この人口推計は，コーホート要因法

を用いて独自に算出しており，新たな開発等による社会的増減は含まれていません。 

 

    ■総人口と年齢別の人口推計■総人口と年齢別の人口推計■総人口と年齢別の人口推計■総人口と年齢別の人口推計    
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② 高齢者人口の推計 

本市の 65 歳以上の高齢者人口は，2017（平成 29）年に 69,431 人になるものと推計

します。高齢化率は 2014（平成 26）年の 24.2％から増加し，2017（平成 29）年には

25.8％になるものと見込まれます。 

 

■高齢者人口と高齢化率■高齢者人口と高齢化率■高齢者人口と高齢化率■高齢者人口と高齢化率，，，，前期高齢者・後期高齢者の推計前期高齢者・後期高齢者の推計前期高齢者・後期高齢者の推計前期高齢者・後期高齢者の推計    

    

③ 第１号被保険者数，要介護・要支援認定者数及び認定率の推計 

高齢者人口で推計した第 1号被保険者のうち，2017（平成 29）年における要介護・

要支援認定者は 13,559人，認定率は 19.5％となるものと推計します。 

 

■第■第■第■第 1111 号被保険者数号被保険者数号被保険者数号被保険者数，，，，要介護・要支援要介護・要支援要介護・要支援要介護・要支援認定者数及び認定率の推計認定者数及び認定率の推計認定者数及び認定率の推計認定者数及び認定率の推計    

 

        

（人） 
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    ■■■■第１号被保険者数，介護度別の第１号被保険者数，介護度別の第１号被保険者数，介護度別の第１号被保険者数，介護度別の認定者数の推計認定者数の推計認定者数の推計認定者数の推計    
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２２２２    市民市民市民市民アンケートアンケートアンケートアンケート調査調査調査調査の結果の結果の結果の結果    

(1) 高齢者ニーズ調査 

 

① 調査の概要 

 

ア 調査の目的 

本調査は，地域に存在する高齢者の生活状況を把握し，高齢者の生活状態に合った

介護サービスや介護予防サービス，権利擁護などの各種福祉サービスを提供するため

に行うものです。地域の高齢者の生活状況からみた課題，各サービスのニーズを把握

することを目的とします。 

 

イ 調査対象者 

水戸市在住の 2013（平成 25）年４月１日現在 65 歳以上の高齢者 

・ 要介護認定を受けていない方 

・ 要介護認定を受けている方 

 

ウ 調査方法 

アンケート形式による調査 

 

エ 回答状況 

・ 要介護認定を受けていない方 

送付数 49,231件 

回答数 37,841件 

    回答率    76.9％ 

 

・ 要介護認定を受けている方 

送付数   1,000件（無作為抽出） 

回答数   605件 

回答率   60.5％ 

 

・ 有効回答数 

要介護認定を受けていない方 37,043件 

要介護認定を受けている方    605件 
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② 要介護認定を受けていない方の主な調査結果 

 

［回答状況］ 

 

ア あなたの世帯の状況についてお聞きします。（一つに○） 

世帯状況については，「ひとり暮らし世帯」と回答した人（以下「ひとり暮らし高

齢者」）が 5,586 人（15.3％），「夫婦のみの世帯」と回答した人（以下「夫婦のみの

高齢者」）が 15,182 人（41.6％），合わせて 20,768人（56.9％）となり，高齢者のみ

の世帯に属すると推測される回答者数は，全体の6割程度と高い割合となっています。 

 

■世帯の状況■世帯の状況■世帯の状況■世帯の状況    

ひとり暮らし 夫婦二人のみ 子世帯と同居 その他 

人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 

5,586 15.3% 15,182 41.6% 9,517 26.1% 6,177 16.9% 

 

イ あなたが日常生活を送るうえで困っていることについてお聞きします。（あてはまるも

の全てに○） 

日常生活における困りごとについては，「困っていることがない」と回答している

人が 25,076 人（62.8％）となっています。一方で，「買物」，「通院」と回答している

人がそれぞれ 3,000 人弱（約 7.0％）となっています。 

 

■日常生活を送るうえで困っていること■日常生活を送るうえで困っていること■日常生活を送るうえで困っていること■日常生活を送るうえで困っていること    

買物 通院 金銭管理 
食事 

（調理も含めて） 
入浴 

人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 

2,801 7.0% 2,927 7.3% 1,090 2.7% 1,961 4.9% 355 0.9% 

 

 

掃除，洗濯 相談相手がいない 
困っている 

ことはない 
その他 

人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 

1,540 3.9% 967 2.4% 25,076 62.8% 3,243 8.1% 
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ウ 日頃，あなたが不安に感じていることはありますか。（あてはまるもの全てに○） 

     不安に感じていることについては，「健康や病気のこと」と回答した人が 19,826 人

（37.1％）と最も多くなっています。回答者全体に占める割合は低くなってはいるが，

「頼れる親族がいない」と回答した人が 909人（1.7％）や「財産管理や相続のこと」

と回答した人が 1,702 人（3.2％）となっています。 

 

■不安に感じていること■不安に感じていること■不安に感じていること■不安に感じていること    

健康や病気 

のこと 

家事が負担で 

あること 

生活のための 

収入のこと 

外出時の 

転倒や事故 

頼れる親族が 

いないこと 

人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 

19,826 37.1% 2,025 3.8% 7,105 13.3% 4,302 8.0% 909 1.7% 

 

 

エ あなたは,日常生活を送る中で，不安・悩みを相談できる相手はいますか。いると

すると誰ですか。（あてはまるもの全てに○） 

不安・悩みを相談できる相手については，「配偶者，子（子の配偶者を含む），孫」

と回答した人が 28,405 人（49.5％）と多くなっています。一方で，「特にいない」と

回答した人が 2,754 人（4.8％）となっています。 

 

■不安・悩みを相談できる相手■不安・悩みを相談できる相手■不安・悩みを相談できる相手■不安・悩みを相談できる相手    

配偶者,子(子の配

偶者を含む),孫 

兄弟姉妹， 

親せき 
民生委員 

隣人や町内会， 

自治会の人 
友人，知人 

人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 

28,405 49.5% 11,389 19.8% 560 1.0% 1,635 2.8% 7,091 12.4% 

    

 

財産管理や 

相続のこと 

相談相手が 

いないこと 

災害時の 

対応のこと 
特にない その他 

人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 

1,702 3.2% 741 1.4% 6,281 11.7% 9,871 18.5% 716 1.3% 

かかりつけの医師，

病院職員 

ケアマネジャー 

介護施設職員 

公的な 

相談窓口 
特にいない その他 

人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 

4,208 7.3% 404 0.7% 666 1.2% 2,754 4.8% 302 0.5% 
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オ あなたには，緊急時（入院等）に対応してくれる人がいますか。いるとすると誰で

すか。（あてはまるもの全てに○） 

緊急時に対応してくれる人の状況については，「配偶者，子（子の配偶者を含む），

孫」と回答した人が 31,280 人（67.4％），次いで「兄弟姉妹・親戚」と回答した人が

8,683 人（18.7％）となっています。一方で，「特にいない」と回答した人が 1,355 人

（2.9％）となっています。 

 

■緊急時に対応してくれる人■緊急時に対応してくれる人■緊急時に対応してくれる人■緊急時に対応してくれる人    

配偶者，子（子の配

偶者を含む），孫 
兄弟姉妹，親せき 友人，知人 民生委員 

隣人や町内会， 

自治会の人 

人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 

31,280 67.4% 8,683 18.7% 3,014 6.5% 280 0.6% 1,464 3.2% 

 

 

 

 

 

 

 

カ 次のうち，あなたが支援してもらいたいと感じていることはありますか。（あては

まるもの全てに○） 

支援してもらいたいと感じていることについては，「急病時などの対応」と回答し

た人は 9,431 人（23.1％），次いで「災害時の対応」と回答した人が 7,892 人（19.3％）

となっています。一方で，「特にない」と回答した人は 18,236 人（44.7％）となって

います。 

 

■支援してもらいたいと感じていること■支援してもらいたいと感じていること■支援してもらいたいと感じていること■支援してもらいたいと感じていること    

声かけ，話し相手 安否の確認 急病時などの対応 災害時の対応 定期的な訪問 

人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 

2,869 7.0% 1,526 3.7% 9,431 23.1% 7,892 19.3% 851 2.1% 

 

任意後見人 特にいない その他 

人数 割合 人数 割合 人数 割合 

31 0.1% 1,355 2.9% 277 0.6% 

特にない 

人数 割合 

18,236 44.7% 
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キ あなたが，日常的に外出する際の目的は何ですか。（二つに○） 

日常的に外出する際の目的については，「買物」と回答した人が最も多く 22,114 人

（40.5％），次いで「通院」と回答した人が 11,221 人（20.5％）となっています。一

方で，875 人（1.6％）の人が，「ほとんど外出することはない」と回答しています。 

 

■外出の際の目的■外出の際の目的■外出の際の目的■外出の際の目的    

 

 

 

 

 

 

 

 

ク あなたが外出する際の主な移動手段は何ですか。（一つに○） 

外出する際の移動手段については，「自動車（自分で運転）」と回答した人が 16,948

人（56.6％）と特に多くなっており，次いで「自転車」と回答した人が4,138人（13.8％）

となっています。「バス」と回答した人は 1,470 人（4.9％），「タクシー，ハイヤー」

と回答した人は 550 人（1.8％）と少なくなっています。 

 

■外出する際の主な移動手段■外出する際の主な移動手段■外出する際の主な移動手段■外出する際の主な移動手段    

徒歩 自転車 
バイク 

（原付含む） 
タクシー，ハイヤー 

自動車 

（自分で運転） 

人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 

2,671 8.9% 4,138 13.8% 391 1.3% 550 1.8% 16,948 56.6% 

 

 

 

 

 

 

買物 通院 仕事 
趣味，教養， 

娯楽 

介護サービス・介護

予防事業（いきいき

健康クラブ等） 

人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 

22,114 40.5% 11,221 20.5% 4,771 8.7% 7,751 14.2% 277 0.5% 

ＮＰＯ・ボランティ

ア活動 
運動・スポーツ 

ほとんど外出する

ことはない 
その他 

人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 

903 1.7% 5,875 10.8% 875 1.6% 863 1.6% 

家族の送迎 バス 電車 その他 

人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 

3,384 11.3% 1,470 4.9% 88 0.3% 317 1.1% 
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ケ 外出する際の主な手段として「自動車（自分で運転）」を選んだ方にお聞きします。

車を使えなくなった場合に，どのような移動手段を利用しますか。（あてはまるもの

全てに○） 

自動車を運転している人が，運転ができなくなった場合にどのような移動手段を利

用するかについては，「バス」と回答した人が最も多く，8,176 人（22.8％）となって

います。次いで，「家族の送迎」が 7,401 人（20.6％），「タクシー，ハイヤー」が 7,170

人（20.0％），「自転車」が 6,263 人（17.5％）となっています。 

  

■車を使■車を使■車を使■車を使えなくなった場合の移動手段えなくなった場合の移動手段えなくなった場合の移動手段えなくなった場合の移動手段    

 

 

 

 

 

 

 

コ 公共交通機関等を活用して，外出をしやすくするためには，どのような対策が必要

だと思いますか。（あてはまるもの全てに○） 

     外出しやすくするための対策については，「タクシー料金の助成」と回答した人が

13,152 人（27.9％），次いで「バス料金の助成」が 9,681 人（20.6％），コミュニテ

ィバスの運行が 8,108人（17.2％）となっています。 

  

■外出をしやすくするための必要な対策■外出をしやすくするための必要な対策■外出をしやすくするための必要な対策■外出をしやすくするための必要な対策    

タクシー料金の助成 バス料金の助成 バス路線の見直し 
バス運行時間の 

見直し 

デマンド型タクシー

の運行 

人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 

13,152 27.9% 9,681 20.6% 4,505 9.6% 5,860 12.4% 3,917 8.3% 

    

    

    

    

    

徒歩 自転車 タクシー，ハイヤー 家族の送迎 バス 

人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 

3,765 10.5% 6,263 17.5% 7,170 20.0% 7,401 20.6% 8,176 22.8% 

電車 その他 

人数 割合 人数 割合 

2,714 7.6% 375 1.0% 

コミュニティバス 

の運行 
その他 

人数 割合 人数 割合 

8,108 17.2% 1,846 3.9% 
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サ 将来，どのような介護の方法を希望しますか。（一つに○） 

将来の介護の方法については，「自宅で生活したい」と回答した人は 24,291 人

（70.7％）とかなり高い割合となっています。一方で，「施設に入りたい」と回答し

た人は 8,249人（24.0％）となっており，多くの人が在宅での生活を希望しています。 

 

■将来の介護の方法■将来の介護の方法■将来の介護の方法■将来の介護の方法    

自宅で生活したい 施設に入りたい 
子や親せき等の家 

で世話になりたい 
その他 

人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 

24,291 70.7% 8,249 24.0% 605 1.8% 1,197 3.5% 

 

［調査結果からの今後の課題］ 

 

ア 在宅生活の支援 

要介護認定を受けていない方のうち，約６割の人がひとり暮らし，あるいは，夫婦

二人のみの世帯となっていることや 20,000 人弱の方が健康や病気に対する不安を抱

えており，約７割の人が在宅での生活を希望しています。これらのことから，それぞ

れの地域で生活の実態やニーズ把握を行いながら，把握したニーズや課題に対応でき

る相談支援を行う必要があります。また，今後は，認知症や介護に対する支援を必要

とする人が増えていくことが予想されるため，相談支援体制の強化を図るとともに，

認知症も含め要介護状態にならないように，介護予防の周知，啓発や事業への参加を

促進する必要があります。 

 

イ 見守り等の支援 

要介護認定を受けていない方の中に，「不安や悩みを相談する相手がいない」，「緊

急時に対応してくれる人がいない」，「ほとんど外出をすることがない」と回答した人

がいました。 

これらの結果から，地域等との交流が無く孤立してしまい，何の支援も受けられな

いというようなケースもあると考えられることから，地域の実態把握を進めるととも

に，見守り支援や地域のネットワークの構築等を進めていく必要があります。 

 

ウ 外出支援 

日常的な外出の主な目的として多く回答されていたものが，「買物」，「通院」とな

っています。 

外出の際の移動手段としては，自分で車を運転して外出している人が，回答者の半

数以上いる一方で，公共交通機関であるバスやタクシー，ハイヤーを利用している人

は，2,020 人と少ないことが分かりました。 
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しかし，自分で車を運転している人が，運転できなくなったときに利用する移動手

段としては，「バス」と回答した人が最も多く，「タクシー，ハイヤー」と回答した人

も 20％を超えていました。さらに，公共交通機関等を活用して，外出しやすくするた

めの手段として，「タクシー料金の助成」，「バス料金の助成」と回答した人が多くい

ました。 

これらの結果から，今後，地域ごとにニーズ把握を進めながら，認知症等によって

自分で車の運転ができなくなった人への対応策や公共交通機関を活用した支援策等

の検討が必要になります。 

 

③ 要介護認定を受けている方の主な調査結果 
 

［回答状況］ 
 

ア あなたの世帯の状況についてお聞きします。（一つに○） 

世帯状況については，「ひとり暮らし世帯」と回答した人が 166 人（28.1％），「夫

婦のみの世帯」と回答した人が 150 人（25.4％），「子世帯と同居」と回答した人が 193

人（32.7％）となっています。 

 

■世帯の状況 

ひとり暮らし 夫婦二人のみ 子世帯と同居 その他 

人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 

166 28.1% 150 25.4% 193 32.7% 81 13.7% 

 

イ あなたが日常生活を送るうえで困っていることについてお聞きします。（あてはまるも

の全てに○） 

      日常生活における困りごとについては，「通院」と回答した人が 239人（18.7％），

次いで「買物」と回答した人が 227 人（17.8％），「掃除，洗濯」と回答した人が 168

人（13.1％），「食事（調理も含めて）」と回答した人が 161 人（12.6％）となってい

ます。 

 

■日常生活を送るうえで困っていること 

買物 通院 金銭管理 
食事 

（調理も含めて） 
入浴 

人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 

227 17.8% 239 18.7% 64 5.0% 161 12.6% 127 9.9% 

 

掃除，洗濯 
相談相手 

がいない 

困っている 

ことはない 
その他 

人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 

168 13.1% 42 3.3% 148 11.6% 102 8.0% 
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ウ あなたが，日常的に外出する際の目的は何ですか。（二つに○） 

日常的に外出する際の目的については，「通院」と回答した人が 361 人（40.3％），

次いで「買物」と回答した人が 191 人（21.3％），「介護サービス・介護予防事業（い

きいき健康クラブ等）」と回答した人が 186 人（20.8％）となっています。一方で，

107 人（11.9％）の人が，「ほとんど外出することはない」と回答しています。 

 

■外出の際の目的 

買物 通院 仕事 趣味，教養，娯楽 

介護サービス・介護

予防事業（いきいき

健康クラブ等） 

人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 

191 21.3% 361 40.3% 6 0.7% 18 2.0% 186 20.8% 

 

NPO・ボランティア

活動 
運動・スポーツ 

ほとんど外出する

ことはない 
その他 

人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 

0 0.0% 7 0.8% 107 11.9% 20 2.2% 

 

エ あなたが外出する際の主な移動手段は何ですか。（一つに○） 

外出する際の移動手段については，「家族の送迎」と回答した人が 238人（48.1％）

が特に多く，次いで「タクシー，ハイヤー」と回答した人は 76 人（15.4％），「徒歩」，

「自動車（自分で運転）」，「バス」はいずれも 10％未満と少なくなっています。 

 

■外出する際の主な移動手段 

徒歩 自転車 バイク（原付含む） タクシー，ハイヤー 自動車(自分で運転) 

人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 

38 7.7% 22 4.4% 0 0.0% 76 15.4% 34 6.9% 

 

家族の送迎 バス 電車 その他 

人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 

238 48.1% 29 5.9% 0 0.0% 58 11.7% 
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オ 現在，又は近い将来，介護サービスを利用するにあたって，事業所を選ぶ時に重視

する点は何ですか。（あてはまるもの全てに○） 

介護サービスを利用する際に重視する点については，「介護職員の質」と回答した

人が 389人（21.6％），次いで「施設・設備」と回答した人が 322 人（17.8％），「病

院との連携体制」と回答した人が 50 人（2.8％），「自宅から近い」と回答した人が 248

人（13.7％）となっています。 

 

■事業所を選ぶ時に重視すること 

施設・設備 介護職員の質 評判 
ホームページ等で 

公開されている情報 
食事がおいしい 

人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 

322 17.8% 389 21.6% 153 8.5% 14 0.8% 199 11.0% 

 

イベント等の 

付帯サービス 
病院との連携体制 経営主体 

相談・苦情への 

対応体制 

家族や知り合い等が 

サービスを受けていた 

人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 

48 2.7% 50 2.8% 63 3.5% 140 7.8% 36 2.0% 

 

見学のときの雰囲気 自宅から近い 分からない その他 

人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 

79 4.4% 248 13.7% 43 2.4% 21 1.2% 

 

カ 将来，どのような介護の方法を希望しますか。（一つに○） 

     将来の介護の方法については，「自宅で生活したい」と回答した人は 357 人（64.1％）

とかなり高い割合となっています。一方で，「施設に入りたい」と回答した人は 145

人（26.0％）となっており，多くの人が在宅での生活を希望しています。 

 

■将来の介護の方法 

自宅で生活したい 施設に入りたい 
子や親せき等の家 

で世話になりたい 
その他 

人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 

357 64.1% 145 26.0% 29 5.2% 26 4.7% 
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キ 家族介護の有無についてお聞きします。（一つに○） 

     家族介護の有無については，「受けている」と回答した人は 378人（67.2％），「受

けていない」と回答した人が 181 人（32.4％）と家族による介護を受けている人のほ

ぼ半数となっています。 

 

■家族介護の有無 

受けている 受けていない 

人数 割合 人数 割合 

378 67.2% 181 32.4% 

 

ク 主な介護者の続柄についてお聞きします。（一つに○） 

     主な介護者の続柄については，「配偶者」と回答した人が 153 人（30.2％），次いで

「同居の子」と回答した人が120人（23.7％），「別居の子」と回答した人が 91人（18.0％）

となっています。 

 

■介護者の続柄 

配偶者 同居の子 同居の子の配偶者 
その他の 

同居の家族 
別居の子 

人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 

153 30.2% 120 23.7% 43 8.5% 6 1.2% 91 18.0% 

 

別居の子の配偶者 友人，知人 その他 

人数 割合 人数 割合 人数 割合 

11 2.2% 9 1.8% 73 14.4% 
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ケ 主な介護者の年齢についてお聞きします。（一つに○） 

主な介護者の年齢については，「50 歳代」と回答した人が 149人（27.9％），ほぼ同

数で「60 歳代」と回答した人が 141 人（26.4％），続いて「70 歳代」と回答した人が

99人（18.5％）で，「80 歳代」と回答した人も 91 人（17.0％）となっています。 

 

■介護者の年齢 

40 歳未満 40 歳代 50 歳代 60 歳代 70 歳代 80 歳以上 

人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 

14 2.6% 40 7.5% 149 27.9% 141 26.4% 99 18.5% 91 17.0% 

    

コ 介護保険サービスに対する感想についてお聞きします。（あてはまるもの全てに○） 

     介護保険サービスに対する感想については，「介護サービスによって安心して生活

できる」と回答した人が 279 人（22.4％），次いで「家族の負担が減って助かってい

る」と回答した人が 221 人（17.8％），「必要な介護サービスを希望に応じて選ぶこと

ができる」と回答した人が 211 人（16.9％），「介護保険サービスの質が良い」と回答

した人が 162 人（13.0％）となっています。 

     一方で，「保険料などの経済的負担が重い」と回答した人が 144 人（11.6％），「制

度や手続が分かりにくい」と回答した人が 102 人（8.2％）となっています。 

 

■介護サービスに対する感想 

必要な介護サービ

スを希望に応じて 

選ぶことができる 

介護サービスの 

質が良い 

介護サービスに 

よって安心して 

生活できる 

家族の負担が減って 

助かっている 

自分で希望するサ

ービスが受けられ

ない 

人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 

211 16.9% 162 13.0% 279 22.4% 221 17.8% 40 3.2% 

 

保険料などの 

経済的負担が重い 

制度や手続が 

分かりにくい 
特にない その他 

人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 

144 11.6% 102 8.2% 50 4.0% 36 2.9% 

 

  



 

第 1 編 総 論 

32 

 
 

［調査結果からの今後の課題］ 

 

ア 日常生活支援を重視した在宅サービスの充実 

要介護認定を受けている方については，日常生活を送る上で困っていることとして，

通院，買物，掃除，洗濯，食事と回答した方が多く，また，将来の介護の方法につい

て，自宅で生活したいと考えている方が，６割を超えていることから，要介護となっ

ても地域で安心して暮らせるよう，引き続き在宅サービスの充実を図りながら，適正

なサービスの提供に努める必要があります。 

 

イ ひとり暮らし要介護者や老老介護への配慮 

   要介護認定を受けている方については，ひとり暮らしの方や老老介護の状況にある

方が相当数にのぼることから，要介護者とその家族の負担を軽減するためのサービス

の提供の充実を図る必要があります。さらに，地域包括支援センターとの連携や介護

相談員の自宅への派遣等の相談体制の強化を行う必要があります。 

 

ウ 介護サービス事業所に対する指導等 

   要介護認定を受けている方については，介護サービス事業所の選択にあたって，介

護職員の質，施設・設備，自宅からの距離を重視しており，これらのことを踏まえ，

介護サービス事業所の指導，地域密着型サービス等の整備を検討する必要があります。 
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(2) 二次予防事業対象者把握調査 
 

① 調査の概要 

 

ア 調査の目的 

要介護状態等になるおそれの高い高齢者（二次予防事業対象者）を把握すること及

び二次予防事業対象者に対し介護予防教室等への参加を勧奨することを目的としま

す。 

 

イ 調査対象者 

2013（平成 25）年４月１日現在，要介護認定又は要支援者認定を受けていない第１

号被保険者 

 

ウ 調査方法 

基本チェックリストによる調査 

 

エ 回答状況 

対象者数  49,231 人 

回答者数  38,828人 

回答率    78.9 ％ 

 

② 主な調査結果 

 

ア 二次予防事業対象者 

回答者数 二次予防事業対象者数 対回答者割合 

38,828 人 10,950 人 28.2％ 

 

イ リスク分野ごとの該当者対象者 

リスク分野 該当者数 対回答者割合 

生活機能 2,527 人 6.5％ 

運動機能 6,543 人 16.9％ 

栄養状態 605 人 1.6％ 

口腔機能 6,338 人 16.3％ 

閉じこもり 3,365 人 8.7％ 

認知症 12,108 人 31.1％ 

うつ 9,406 人 24.2％ 
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③ 調査結果からの現況と課題 

二次予防事業対象者把握調査では，要介護状態となるおそれの高い状態にあると認

められる者が回答者の 28.2％，10,950 人存在することが明らかになりました。 

なお，調査への未回答者の中には，調査対象者の理解力や家庭環境等に困難さがあ

り，回答できる状態にない方がいるものと考えられます。 

今後，超高齢社会が進展する中，医療，介護，生活支援等のサービスの充実を図る

とともに，高齢者の健康の維持や回復を目的とした介護予防の施策をより効果的に進

め，さらに，未回答者の生活実態の把握を強化する必要があります。 
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第第第第３３３３章章章章    計画の基本的方向計画の基本的方向計画の基本的方向計画の基本的方向    

１１１１    基本理念基本理念基本理念基本理念    

高齢化が急速に進行する中，高齢者が住み慣れた地域で可能な限り自立し，健やかに安

心して尊厳ある生活を送ることができるよう，医療，介護，福祉サービス等の充実に努め

るとともに，様々な分野が連携し，地域全体で支援する体制づくりが必要です。さらに，

高齢者自らが，豊富な知識や経験を十分に生かし，社会の担い手となって活躍する環境づ

くりが重要です。 

本計画においては，国等が示す方向性も踏まえ，住まい，医療，介護，予防，生活支援

を一体的に提供する地域包括ケアシステムの構築と健康寿命の延伸を目指し，基本理念を

次のように定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

基基基基    本本本本    理理理理    念念念念    

地域で支えるいきいき健康と地域で支えるいきいき健康と地域で支えるいきいき健康と地域で支えるいきいき健康とあんしん長寿あんしん長寿あんしん長寿あんしん長寿    
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２２２２    基本基本基本基本方針方針方針方針    

 
(1) 介護サービスの充実 

超高齢社会の進展とともに，要支援・要介護状態の高齢者が増加し，今後もさらに介

護保険サービスのニーズは高まるとともに，介護サービスの利用者も増大するものと考

えられます。 

高齢者が要介護状態等になっても住み慣れた地域や住まいで安心して暮らしていく

ために，必要なときに必要な介護サービスが受けられるよう，介護サービスの基盤の確

保を図ることにより，適切なサービスの提供に努めます。また，介護保険給付の適正化

などによる介護サービスの質の一層の向上に努めます。 

 

(2) 介護予防と健康づくりの推進 

要介護状態等になるおそれの高い高齢者をはじめとした全ての高齢者に対して，自立

した生活が長く維持できるよう介護予防をさらに推進します。 

また，高齢者自身が主体的に地域における介護予防の活動の担い手となって活躍でき

る環境の整備を進めます。 

さらに，健康づくりとして，定期的な健康診査等の受診を促進し，個々の身体的状況

に応じた生活習慣づくりに取り組むとともに，現役世代を含め自主的に取り組めるよう

な事業を推進し，健康寿命の延伸を目指します。 

 

(3) 住み慣れた地域で安心して暮らせる環境の実現 

高齢化が進展する中で，介護が必要な方，ひとり暮らしや高齢者のみの世帯などの増

加が見込まれるなど，高齢者の生活状況も大きく変化し，高齢者の抱える課題やニーズ

も多様化，複雑化しています。このような状況の中，誰もが可能な限り住み慣れた地域

でお互いに助け支えあい，その人らしい生き方で自立し安心して生活できるまちづくり

が求められています。 

本市では，地域の特性に応じた医療，介護，介護予防，住まい，生活支援等を包括し

た地域包括ケアシステムの構築に向けて基盤整備や推進体制の強化を図るとともに，地

域一体となった地域福祉の理念のもと，地域住民やボランティア，各種団体と連携しな

がら，地域における見守り活動や支えあいのしくみづくりを推進します。さらに，バリ

アフリー化やユニバーサルデザインの導入，交通弱者対策を図るとともに，交通安全や

防災・防犯体制を強化し，安全で快適な暮らしを支えます。 

 

(4) 社会参加と生きがいづくりの促進 

高齢者がいつまでも住み慣れた地域で心身ともに健やかな生活を送ることができる

まちづくりを進めるためには，高齢者自らが地域で活躍できる場と機会を提供するとと
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もに，長年にわたって培ってきた経験や知識を地域社会へ生かせる環境づくりが必要で

す。地域貢献活動や多世代交流等を通じ，地域との交流や多様な社会参加を促進すると

ともに，スポーツ・レクリエーション活動や就労等を通じた生きがいづくりを支援し，

高齢者が生き生きと暮らせるまちづくりを目指します。 

また，長年にわたり社会に貢献してきた高齢者に感謝の気持ちを表し，長寿をお祝い

する事業を推進します。 
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３３３３    施策の施策の施策の施策の体系体系体系体系    
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４４４４    日常生活圏域日常生活圏域日常生活圏域日常生活圏域    

本市においては，高齢者が住み慣れた地域で，可能な限り自立した日常生活を営むこと

ができるよう，中学校区を基に，地理的状況や人口，交通事情その他社会条件を勘案し，

市域を８つの地域に区分した「日常生活圏域」を 2006（平成 18）年に設定しています。本

計画においてもこの日常生活圏域を踏襲するとともに，圏域ごとに高齢者支援センターを

設置し，地域のニーズや課題を把握するなど，地域における相談支援体制の拡充を図ると

ともに，地域密着型サービス等の介護サービスの充実を図ります。 

 

■日常生活圏域の区分                  （2014（平成 26）年 10 月１日現在） 

 圏域名称 対象中学校区 
人口 

（人） 

高齢者数

（人） 

高齢化率

（％） 

１ 中央 第一中，第二中 36,831 9,834 26.7 

２ 東部 第三中，千波中 39,995 9,612 24.0 

３ 南部第一 第四中 34,930 7,173 20.5 

４ 南部第二 緑岡中，見川中，笠原中 63,569 12,656 19.9 

５ 北部 飯富中，国田中，第五中，石川中 38,618 9,846 25.5 

６ 西部 赤塚中，双葉台中 29,509 8,254 28.0 

７ 常澄 常澄中 14,010 3,182 22.7 

８ 内原 内原中 15,390 4,012 26.1 

合 計 272,852 64,569 23.7 

                        （資料：水戸市住民基本台帳）  

 

39 



 

40 

 
 

 

  



 

41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２編第２編第２編第２編    各各各各    論論論論    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

42 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

第２編 各 論 

 

43 

 

第第第第 1111 章章章章    施策の展開施策の展開施策の展開施策の展開    

    

１１１１    介護サービスの充実介護サービスの充実介護サービスの充実介護サービスの充実    

 

 

 

 

超高齢社会の進展とともに，要支援・要介護認定者が増加し，介護サービスへのニ

ーズは高まっていくことが予測されます。 

高齢者の身体状況やこれまでのサービスの利用状況，事業所の提供体制に留意しな

がら，必要な時に必要なサービスを受けることができるよう必要なサービス量を確保

し，適切なサービスの提供に努めます。 

 

 

 

訪問介護などの各種サービスの充実と要介護認定者に対する利用の支援を図ります。 

 

(1) 居宅介護サービスの充実 

 

① 訪問介護（ホームヘルプサービス） 

ホームヘルパーや介護福祉士などが，入浴，食事等の介護，その他の日常生活

上の支援を行います。 

高齢者人口の増加，ひとり暮らし高齢者及び高齢のみの世帯が増えていること

から，必要に応じたサービス量を見込むとともに，今後もサービス量の確保と質

の向上を図ります。 

 

実績値と計画値 

第 5 期計画 第 6 期計画 

2012年度 

(平成 24 年度) 

2013年度 

(平成 25 年度) 

2014 年度 

(平成 26 年度) 

見込み 

2015年度 

(平成 27 年度) 

2016年度 

(平成 28 年度) 

2017年度 

(平成 29 年度) 

回
数
 

計画（回） 371,569 376,206 379,726 490,052 585,232 650,342 

実績（回） 389,561 401,918 455,514  

人
数
 

計画（人） 23,724 24,156  24,612 27,012 29,364 30,888 

実績（人） 24,243  24,835  26,244  

基本施策１ 介護サービスの充実 

具体的施策１ 介護サービスの充実 
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② 訪問入浴介護 

浴槽を積んだ入浴車で家庭を訪問し，入浴の援助を行い，身体の清潔保持，心

身機能の維持等を図ります。 

家族介護者による在宅介護の負担の軽減を図るためにも必要なサービスであり，

今後もサービス量の確保と質の向上を図ります。 

 

実績値と計画値 

第 5 期計画 第 6 期計画 

2012年度 

(平成 24 年度) 

2013年度 

(平成 25 年度) 

2014 年度 

(平成 26 年度) 

見込み 

2015年度 

(平成 27 年度) 

2016年度 

(平成 28 年度) 

2017年度 

(平成 29 年度) 

回
数
 

計画（回） 8,190  8,229 8,407 8,373 8,939 9,273 

実績（回）  7,761 8,178 8,076                  

人
数
 

計画（人）  1,716 1,716 1,752  1,572 1,572 1,584 

実績（人）  1,638 1,612 1,560    

 

③ 訪問看護    

病状が安定期にあり，主治医が必要と認めた要介護者に，看護師などが居宅を

訪問して，床ずれの手当てや点滴の管理など，療養上の必要な医療行為を行いま

す。 

医療との連携を強化し，居宅での医療が安定的に提供できるよう，今後もサー

ビス量の確保と質の向上を図ります。 

 

実績値と計画値 

第 5 期計画 第 6 期計画 

2012年度 

(平成 24 年度) 

2013年度 

(平成 25 年度) 

2014 年度 

(平成 26 年度) 

見込み 

2015年度 

(平成 27 年度) 

2016年度 

(平成 28 年度) 

2017年度 

(平成 29 年度) 

回
数
 

計画（回）  34,155 35,040 36,263 46,982 50,985 53,582 

実績（回）  38,773 41,619 44,960                  

人
数
 

計画（人）  7,108 7,156 7,378 7,008 7,308 7,644 

実績（人）  6,428 6,497 6,708   
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④ 訪問リハビリテーション 

病状が安定期にあり，主治医が必要と認めた要介護者の居宅を訪問し，心身の

機能の維持回復を図り，日常生活の自立を助けるために理学療法，作業療法，そ

の他必要なリハビリテーションを行います。 

サービス利用は，回数・人数ともに増加しています。在宅生活の継続には，利

用が望ましいサービスであり，十分なサービスを提供できるよう，サービス量の

確保と質の向上を図ります。 

 

実績値と計画値 

第 5 期計画 第 6 期計画 

2012年度 

(平成 24 年度) 

2013年度 

(平成 25 年度) 

2014 年度 

(平成 26 年度) 

見込み 

2015年度 

(平成 27 年度) 

2016年度 

(平成 28 年度) 

2017年度 

(平成 29 年度) 

回
数
 

計画（回）  4,276 4,386 4,924 14,915 15,191 15,581 

実績（回）  12,302 14,035 14,810                  

人
数
 

計画（人）  828 840 904  1,596  1,608  1,632 

実績（人）  1,280 1,475 1,584   

 

⑤ 居宅療養管理指導 

医師，歯科医師，薬剤師，歯科衛生士，管理栄養士などが，通院が困難な要介

護者の居宅を訪問して，心身の状況，置かれている環境などを把握し，療養上の

管理及び指導を行います。口腔ケアや栄養状態の改善など要介護者の身体的機能

の維持を図るうえで重要なサービスであるため，十分なサービスが提供できるよ

う，サービス量の確保と質の向上を図ります。 

 

実績値と計画値 

第 5 期計画 第 6 期計画 

2012年度 

(平成 24 年度) 

2013年度 

(平成 25 年度) 

2014 年度 

(平成 26 年度) 

見込み 

2015年度 

(平成 27 年度) 

2016年度 

(平成 28 年度) 

2017年度 

(平成 29 年度) 

人
数
 

計画（人）  7,224  7,440  7,536 10,200 11,160 11,904 

実績（人）  7,296  8,137  9,132   
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⑥ 通所介護（デイサービス） 

デイサービスセンター等で，在宅の要介護者に入浴及び食事の提供，その他日

常生活上の世話，機能訓練を行い，心身機能の維持とともに，介護者の精神的負

担の軽減を図ります。 

サービスの利用は，利用者やその家族の精神的負担の軽減にもつながることか

ら，十分なサービスを提供できるようサービス量の確保と質の向上を図ります。 

  

実績値と計画値 

第 5 期計画 第 6 期計画 

2012年度 

(平成 24 年度) 

2013年度 

(平成 25 年度) 

2014 年度 

(平成 26 年度) 

見込み 

2015年度 

(平成 27 年度) 

2016年度 

(平成 28 年度) 

2017年度 

(平成 29 年度) 

回
数
 

計画（回） 276,328 281,734 289,806 444,125 333,812 378,569 

実績（回） 304,085 346,487 392,820                  

人
数
 

計画（人）  27,482  28,108  28,958 41,292 30,192 34,380 

実績（人）  30,053  32,907  36,372   

 

⑦ 通所リハビリテーション 

介護老人保健施設，病院，診療所などで，在宅の要介護者に，理学療法，作業

療法，その他必要なリハビリテーションを行い，心身の機能の維持・回復や日常

生活の自立を支援します。 

要介護者の身体状態の維持のためにも重要なサービスであることから，必要な

サービス量の確保に努めます。 

 

実績値と計画値 

第 5 期計画 第 6 期計画 

2012年度 

(平成 24 年度) 

2013年度 

(平成 25 年度) 

2014 年度 

(平成 26 年度) 

見込み 

2015年度 

(平成 27 年度) 

2016年度 

(平成 28 年度) 

2017年度 

(平成 29 年度) 

回
数
 

計画（回）  67,303  67,471  67,713 80,482 91,335 99,900 

実績（回）  65,115  71,020  73,928                  

人
数
 

計画（人）  7,704  7,720  7,751  9,708 10,680 11,676 

実績（人）  7,757  8,487  8,928   
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⑧ 短期入所生活介護（ショートステイ） 

介護老人福祉施設等に短期間入所し，入浴，排せつ，食事などの介護，その他

の日常生活で必要な支援及び機能訓練を行います。利用者の心身の機能維持だけ

ではなく，介護者の身体的・精神的負担の軽減を図ります。 

在宅介護の負担を軽減する効果も大きいことから，必要なサービス量の確保を

図ります。 

 

実績値と計画値 

第 5 期計画 第 6 期計画 

2012年度 

(平成 24 年度) 

2013年度 

(平成 25 年度) 

2014 年度 

(平成 26 年度) 

見込み 

2015年度 

(平成 27 年度) 

2016年度 

(平成 28 年度) 

2017年度 

(平成 29 年度) 

回
数
 

計画（回） 104,488 105,632 106,725 122,510 133,858 139,067 

実績（回） 105,135 113,010 118,184  

人
数
 

計画（人） 7,800 7,824 7,848 8,340 8,856 9,372 

実績（人） 7,180 7,486 7,656  

 

⑨ 短期入所療養介護 

介護老人保健施設に短期間入所し，看護及び医学的管理のもとにおける介護，

機能訓練，その他の医療，日常生活上の介護を行います。 

医療ケアに対するニーズに適切に対応できる体制の確保に努めます。 

 

実績値と計画値 

第 5 期計画 第 6 期計画 

2012年度 

(平成 24 年度) 

2013年度 

(平成 25 年度) 

2014 年度 

(平成 26 年度) 

見込み 

2015年度 

(平成 27 年度) 

2016年度 

(平成 28 年度) 

2017年度 

(平成 29 年度) 

回
数
 

計画（回）  8,429  8,688  8,874 15,433 16,841 19,093 

実績（回） 9,214 11,504 14,182                  

人
数
 

計画（人）  1,056  1,074  1,104 1,764 1,836 1,932 

実績（人） 1,164 1,339 1,656   
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⑩ 特定施設入居者生活介護    

入居者が要介護状態になった場合でも，入居している特定施設（有料老人ホー

ム等）において，身体状況に応じて自立した日常生活を継続できるよう，その他

の日常生活上の世話，機能訓練及び療養上の世話を行います。 

利用者は横ばい状況となっていますが，今後も適切にサービスを提供できるよ

うサービス量の確保に努めます。 

 

実績値と計画値 

第 5 期計画 第 6 期計画 

2012年度 

(平成 24 年度) 

2013年度 

(平成 25 年度) 

2014 年度 

(平成 26 年度) 

見込み 

2015年度 

(平成 27 年度) 

2016年度 

(平成 28 年度) 

2017年度 

(平成 29 年度) 

人
数
 

計画（人）  2,889 2,989 3,114 3,120 3,156 3,216 

実績（人）  2,950  2,979 3,096   

 

⑪ 福祉用具貸与 

福祉用具を貸与することにより，利用者の日常生活上の便宜を図り，その機能

訓練に資するとともに，介護者の負担の軽減を図ります。 

要介護者の自立支援に効果が得られることから，必要な福祉用具が利用者へ適

切に貸与されるようサービス内容の適正化を図るとともに，福祉用具に関する相

談に適切に対応できる体制の確保に努めます。 

 

実績値と計画値 

第 5 期計画 第 6 期計画 

2012年度 

(平成 24 年度) 

2013年度 

(平成 25 年度) 

2014 年度 

(平成 26 年度) 

見込み 

2015年度 

(平成 27 年度) 

2016年度 

(平成 28 年度) 

2017年度 

(平成 29 年度) 

人
数
 

計画（人）  24,324 24,336 24,360 33,840 36,456 39,060 

実績（人） 26,549 28,579 31,356   
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⑫ 特定福祉用具販売 

在宅の要介護者に，福祉用具のうち，入浴や排せつの際に用いられるポータブ

ルトイレや入浴用椅子など，貸与になじまない用具の購入費を支給します。 

要介護者の自立支援に効果が得られることから，サービス内容の適正化を図る

とともに，福祉用具に関する相談に適切に対応できる体制の確保に努めます。 

 

実績値と計画値 

第 5 期計画 第 6 期計画 

2012年度 

(平成 24 年度) 

2013年度 

(平成 25 年度) 

2014 年度 

(平成 26 年度) 

見込み 

2015年度 

(平成 27 年度) 

2016年度 

(平成 28 年度) 

2017年度 

(平成 29 年度) 

人
数
 

計画（人）  804 814 814 1,032 1,128 1,224 

実績（人） 819 877 900   

 

⑬ 住宅改修 

住宅内におけるより安全な生活環境を整えるために，住宅に手すりなどを設置

する費用の一部を支給します。 

サービスの利用促進を図るため，周知活動のほか，手続の簡素化，利便性の向

上に努めます。 

 

実績値と計画値 

第 5 期計画 第 6 期計画 

2012年度 

(平成 24 年度) 

2013年度 

(平成 25 年度) 

2014 年度 

(平成 26 年度) 

見込み 

2015年度 

(平成 27 年度) 

2016年度 

(平成 28 年度) 

2017年度 

(平成 29 年度) 
人
数
 

計画（人）  429 438 447 588 648 672 

実績（人） 510 526 564   
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⑭ 居宅介護支援 

介護サービスの適切な利用がされるよう，介護支援専門員（ケアマネジャー）

が，利用者，家族等に各種サービス情報の提供を行い，居宅サービス計画（ケア

プラン）を作成するとともに，計画に基づいたサービスが適切に提供されるよう

にサービス提供事業所と連絡調整，実施状況の把握・評価等を行います。 

今後も適切なケアプランの作成をケアマネジャーに対し働きかけます。 

 

実績値と計画値 

第 5 期計画 第 6 期計画 

2012年度 

(平成 24 年度) 

2013年度 

(平成 25 年度) 

2014 年度 

(平成 26 年度) 

見込み 

2015年度 

(平成 27 年度) 

2016年度 

(平成 28 年度) 

2017年度 

(平成 29 年度) 

人
数
 

計画（人）  56,052 56,952 57,468 69,408 72,852 76,368 

実績（人） 57,699 60,643 64,320   

 

⑮ 高額介護サービス費 

要介護者が，介護保険における保険給付対象サービスを利用した際に自己負担

（食費，居住費などは除く。）が上限を超えた場合，その超えた分を申請により支

給します。 

 

計画値 

第 6 期計画 

2015年度 

（平成 27年度） 

2016年度 

（平成 28年度） 

2017年度 

（平成 29年度） 

計画（千円） 318,635 352,371 366,466 

 

⑯ 高額医療合算介護サービス費 

要介護者が，介護保険における保険給付対象サービスにあわせて，医療保険サ

ービスを利用したしたときの自己負担（食費，居住費などは除く。）の合算額が上

限額を超えた場合，その超えた分について申請により介護保険及び医療保険から

支給します。 

 

計画値 

第 6 期計画 

2015年度 

（平成 27年度） 

2016年度 

（平成 28年度） 

2017年度 

（平成 29年度） 

計画（千円） 39,602 43,795 45,547 
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(2) 地域密着型サービスの充実 

 

① 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

重度者をはじめとした要介護者の在宅生活を支えるため，日中・夜間を通じて

訪問介護と訪問看護が密接に連携しながら，短時間の定期巡回型訪問と随時の対

応を行うサービスです。 

利用者のニーズを踏まえたサービス量を見込み，適切な供給体制の確保に努め

ます。 

 

実績値と計画値 

第 5 期計画 第 6 期計画 

2012年度 

(平成 24 年度) 

2013年度 

(平成 25 年度) 

2014 年度 

(平成 26 年度) 

見込み 

2015年度 

(平成 27 年度) 

2016年度 

(平成 28 年度) 

2017年度 

(平成 29 年度) 

人
数
 

計画（人） 0 92 102 0 180 228 

実績（人） 0  0  0   

 

② 夜間対応型訪問介護 

夜間を含め 24時間安心して在宅で生活できるよう，夜間の定期的な巡回や通報

により訪問介護を提供します。 

利用者のニーズを踏まえたサービス量を見込み，適切な供給体制の確保に努め

ます。 

 

実績値と計画値 

第 5 期計画 第 6 期計画 

2012年度 

(平成 24 年度) 

2013年度 

(平成 25 年度) 

2014 年度 

(平成 26 年度) 

見込み 

2015年度 

(平成 27 年度) 

2016年度 

(平成 28 年度) 

2017年度 

(平成 29 年度) 

人
数
 

計画（人）  12 13 13 0 180 228 

実績（人） 226 204 0   
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③ 認知症対応型通所介護（認知症デイサービス）    

在宅で生活する認知症の高齢者を対象にデイサービスセンターで介護や趣味活

動，食事，入浴サービス等を提供し，心身機能の維持とともに，介護者の精神的

負担の軽減を図ります。 

サービスの利用は，利用者やその家族の精神的軽減にもつながることから，十

分なサービスを提供できるようサービス量と質の確保を図ります。 

 

実績値と計画値 

第 5 期計画 第 6 期計画 

2012年度 

(平成 24 年度) 

2013年度 

(平成 25 年度) 

2014 年度 

(平成 26 年度) 

見込み 

2015年度 

(平成 27 年度) 

2016年度 

(平成 28 年度) 

2017年度 

(平成 29 年度) 

回
数
 

計画（回）  12,758 13,257 14,171 14,976  17,496  18,752 

実績（回）  12,570  11,791  13,506                  

人
数
 

計画（人）  1,020  1,056  1,127  984  1,068  1,128 

実績（人）  1,063  917  948   

 

④ 小規模多機能型居宅介護 

通いを中心とし，利用者の状態や希望に応じて随時，訪問，泊まりを組み合わ

せて提供し，心身機能の維持とともに，介護者の精神的負担の軽減を図ります。 

利用者のニーズを踏まえたサービス量を見込み，適切な供給体制の確保に努め

ます。 

 

実績値と計画値 

第 5 期計画 第 6 期計画 

2012年度 

(平成 24 年度) 

2013年度 

(平成 25 年度) 

2014 年度 

(平成 26 年度) 

見込み 

2015年度 

(平成 27 年度) 

2016年度 

(平成 28 年度) 

2017年度 

(平成 29 年度) 

人
数
 

計画（人）  1,449  1,793  2,138  1,536  1,596  1,596 

実績（人）  1,231  1,287  1,320   
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⑤ 認知症対応型共同生活介護（グループホーム） 

認知症の状態にある高齢者などを対象に，共同生活を住居（グループホーム）

において，食事，入浴，排せつなどの日常生活上の支援を行います。 

これまでに 27 事業所，定員 519人が整備されていることから，現状のサービス

基盤の中において，利用率の増加を図ります。 

 

実績値と計画値 

第 5 期計画 第 6 期計画 

2012年度 

(平成 24 年度) 

2013年度 

(平成 25 年度) 

2014 年度 

(平成 26 年度) 

見込み 

2015年度 

(平成 27 年度) 

2016年度 

(平成 28 年度) 

2017年度 

(平成 29 年度) 

人
数
 

計画（人）  5,688  5,808  5,928  5,976  6,072  6,168 

実績（人）  5,567  5,699  5,820   

 

⑥ 地域密着型特定施設入居者生活介護 

定員29人以下の介護専用型ケアハウス及び有料老人ホームに入居する居住系サ

ービスです。現在のところサービスの実施は予定しておりませんが，その他のサ

ービスの整備状況を踏まえて検討していきます。 

 

⑦ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護    

身体上・精神上に著しい障害があるために，自宅での生活が困難な要介護者を

対象に，定員 29人以下の小規模の介護老人福祉施設に入所し常時介護を提供しま

す。 

利用希望を適切に把握し，その他のサービスの整備状況を踏まえて適切な供給

に努めます。 

 

実績値と計画値 

第 5 期計画 第 6 期計画 

2012年度 

(平成 24 年度) 

2013年度 

(平成 25 年度) 

2014 年度 

(平成 26 年度) 

見込み 

2015年度 

(平成 27 年度) 

2016年度 

(平成 28 年度) 

2017年度 

(平成 29 年度) 

人
数
 

計画（人） 0 0  0  516 516 516 

実績（人） 0 0  168   

※2011（平成 23）年の改正省令に従い事業所指定されたものです。 
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⑧ 看護小規模多機能型居宅介護 

小規模多機能型居宅介護と訪問看護など，複数の居宅サービスや地域密着型サ

ービスを組み合わせて提供する複合型のサービスで，医療的なサービスのほか心

身機能の維持を図るとともに，介護者の精神的負担の軽減を図ります。 

サービスの利用は，利用者やその家族の精神的軽減にもつながることから，十

分なサービスを提供できるようサービス量と質の確保を図ります。 

 

実績値と計画値 

第 5 期計画 第 6 期計画 

2012年度 

(平成 24 年度) 

2013年度 

(平成 25 年度) 

2014 年度 

(平成 26 年度) 

見込み 

2015年度 

(平成 27 年度) 

2016年度 

(平成 28 年度) 

2017年度 

(平成 29 年度) 

人
数
 

計画（人）  0  268 280 216 252 300 

実績（人）  0  97 168   

 

⑨ （仮称）地域密着型通所介護 

2016（平成 28）年度から新たに創設されるサービスで，18人以下の定員で在宅

の要介護者に入浴及び食事の提供，その他日常生活の世話，機能訓練を行い利用

者の心身機能の維持とともに，介護者の精神的負担の軽減を図る地域密着型サー

ビスです。 

利用者のニーズを踏まえたサービス量を見込み，適切な供給体制の確保に努め

ます。 

 

計画値 

第 6 期計画 

2015年度 

（平成 27年度） 

2016年度 

（平成 28年度） 

2017年度 

（平成 29年度） 

計画（人） － 14,868 16,932 
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(3) 施設ケアサービスの充実 

 

① 介護老人福祉施設    

身体上及び精神上に著しい障害があるために，自宅での生活が困難な要介護者

を対象に，施設に入所することにより常時介護を提供します。 

待機者の解消のため，計画的な整備を進めます。 

 

実績値と計画値 

第 5 期計画 第 6 期計画 

2012年度 

(平成 24 年度) 

2013年度 

(平成 25 年度) 

2014 年度 

(平成 26 年度) 

見込み 

2015年度 

(平成 27 年度) 

2016年度 

(平成 28 年度) 

2017年度 

(平成 29 年度) 

人
数
 

計画（人）  12,600 13,560 14,520 13,644 14,724 15,804 

実績（人） 11,719 11,947 11,844   

 

② 介護老人保健施設 

入院治療の後，要介護者に対して，医学的管理のもとでの介護や看護，リハビ

リテーションなど医療ケアと生活サービスを一体的に行い，在宅復帰を目指す施

設です。 

今後も利用者の増加を見込み，在宅復帰への支援・リハビリテーションの強化

を図ります。 

 

実績値と計画値 

第 5 期計画 第 6 期計画 

2012年度 

(平成 24 年度) 

2013年度 

(平成 25 年度) 

2014 年度 

(平成 26 年度) 

見込み 

2015年度 

(平成 27 年度) 

2016年度 

(平成 28 年度) 

2017年度 

(平成 29 年度) 

人
数
 

計画（人）  10,500 11,100 11,220 12,564 12,564 12,564 

実績（人） 10,019 10,659 10,968   
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③ 介護療養型医療施設    

2011（平成 23）年度末までに特別養護老人ホームや介護老人保健施設等に転換

し，当該サービスは廃止されることとなっていましたが，転換期限が６年延長さ

れました。 

 

実績値と計画値 

第 5 期計画 第 6 期計画 

2012年度 

(平成 24 年度) 

2013年度 

(平成 25 年度) 

2014 年度 

(平成 26 年度) 

見込み 

2015年度 

(平成 27 年度) 

2016年度 

(平成 28 年度) 

2017年度 

(平成 29 年度) 

人
数
 

計画（人）  624 624 624 792 792 792 

実績（人） 631 710 792   

 

④ 特定入所者介護サービス費    

介護保険施設へ入所した場合（短期入所を含む）の食事と居住費（滞在費）に

ついては，所得の状況により，これらの費用の負担限度額（自己負担の上限額）

が定められ，それを超えた分が保険給付の対象となります。 

   今後も適正な支給に努めます。 

 

計画値 

第 6 期計画 

2015年度 

（平成 27年度） 

2016年度 

（平成 28年度） 

2017年度 

（平成 29年度） 

計画（千円） 749,060 762,025 782,102 
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 各サービスについて，サービス提供の充実と要支援認定者に対する利用の支援を図

ります。 

 

(1) 居宅介護予防サービスの充実 

 

① 介護予防訪問介護（ホームヘルプサービス）    

介護予防を目的として，ホームヘルパーや介護福祉士が，入浴，食事等の介護，

その他の日常生活上の支援を行います。 

高齢者人口の増加，ひとり暮らし高齢者及び高齢のみの世帯が増えていること

から，必要に応じたサービス量を見込むとともに，今後もサービス量の確保と質

の向上を図るとともに，要支援から要介護状態にならないよう，効果的なサービ

ス提供に努めます。 

なお，この事業は，2017（平成 29）年度から，介護予防・日常生活支援総合事

業として実施します。 

 

実績値と計画値 

第 5 期計画 第 6 期計画 

2012年度 

(平成 24 年度) 

2013年度 

(平成 25 年度) 

2014 年度 

(平成 26 年度) 

見込み 

2015年度 

(平成 27 年度) 

2016年度 

(平成 28 年度) 

2017年度 

(平成 29 年度) 

人
数
 

計画（人）  7,350 7,488 7,625 8,616 9,132 2,520 

実績（人）  8,001 8,370 7,932 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

具体的施策２ 介護予防サービスの充実 
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② 介護予防訪問入浴介護 

介護予防を目的として，浴槽を積んだ入浴車で家庭を訪問し，入浴の援助を行

い，身体の清潔保持，心身機能の維持等を図ります。 

家族介護者による在宅介護の負担の軽減を図るためにも必要なサービスであり，

今後もサービス量の確保と質の向上を図るとともに，要支援から要介護状態にな

らないよう，効果的なサービス提供に努めます。 

 

実績値と計画値 

第 5 期計画 第 6 期計画 

2012年度 

(平成 24 年度) 

2013年度 

(平成 25 年度) 

2014 年度 

(平成 26 年度) 

見込み 

2015年度 

(平成 27 年度) 

2016年度 

(平成 28 年度) 

2017年度 

(平成 29 年度) 

回
数
 

計画（回）  12 24 36 125 165 215 

実績（回） 2 49 58 
 

人
数
 

計画（人）  6 12 18 48 72 108 

実績（人） 1 13 24  

 

③ 介護予防訪問看護 

介護予防を目的として，病状が安定期にあり，主治医が必要と認めた要介護者

に，看護師などが居宅を訪問して，床ずれの手当てや点滴の管理など，療養上の

必要な医療行為を行います。 

医療との連携を強化し，居宅での医療が安定的に提供できるよう，今後もサー

ビス量の確保と質の向上を図るとともに，要支援から要介護状態にならないよう，

効果的なサービス提供に努めます。 

 

実績値と計画値 

第 5 期計画 第 6 期計画 

2012年度 

(平成 24 年度) 

2013年度 

(平成 25 年度) 

2014 年度 

(平成 26 年度) 

見込み 

2015年度 

(平成 27 年度) 

2016年度 

(平成 28 年度) 

2017年度 

(平成 29 年度) 

回
数
 

計画（回）  921 942 963 3,422 3,932 4,550 

実績（回） 1,276 2,372 3,113                  

人
数
 

計画（人）  233 239 244 588 636 720 

実績（人） 326 451 540   
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④ 介護予防訪問リハビリテーション 

介護予防を目的として，病状が安定期にあり，主治医が必要と認めた要支援者

の居宅を訪問し，心身の機能の維持回復を図り，日常生活の自立を助けるために

理学療法，作業療法，その他必要なリハビリテーションを行います。 

サービス利用は，回数・人数ともに増加しています。在宅生活の継続には，利

用が望ましいサービスであり，十分なサービスを提供できるよう，サービス量の

確保と質の向上を図るとともに，要支援から要介護状態にならないよう，効果的

なサービス提供に努めます。 

 

実績値と計画値 

第 5 期計画 第 6 期計画 

2012年度 

(平成 24 年度) 

2013年度 

(平成 25 年度) 

2014 年度 

(平成 26 年度) 

見込み 

2015年度 

(平成 27 年度) 

2016年度 

(平成 28 年度) 

2017年度 

(平成 29 年度) 

回
数
 

計画（回）  443 465 488 1,293 1,642 2,050 

実績（回） 690 748 897                  

人
数
 

計画（人） 93 96 100 168 192 240 

実績（人） 87 97 120   

 

⑤ 介護予防居宅療養管理指導 

介護予防を目的として，医師，歯科医師，薬剤師，歯科衛生士，管理栄養士な

どが，通院が困難な要支援者の居宅を訪問して心身の状況，置かれている環境な

どを把握し，療養上の管理及び指導を行います。 

口腔ケアや栄養状態の改善など要支援者の身体的機能の維持を図るうえで重要

なサービスであるため，十分なサービスが提供できるよう，サービス量の確保と

質の向上を図るとともに，要支援から要介護状態にならないよう，効果的なサー

ビス提供に努めます。 

 

実績値と計画値 

第 5 期計画 第 6 期計画 

2012年度 

(平成 24 年度) 

2013年度 

(平成 25 年度) 

2014 年度 

(平成 26 年度) 

見込み 

2015年度 

(平成 27 年度) 

2016年度 

(平成 28 年度) 

2017年度 

(平成 29 年度) 

人
数
 

計画（人）  226 248 293 420 492 564 

実績（人） 234 224 360   
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⑥ 介護予防通所介護（デイサービス） 

介護予防を目的として，デイサービスセンター等で，在宅の要支援者に入浴及

び食事の提供，その他日常生活上の世話，機能訓練を行い，心身機能の維持とと

もに，介護者の精神的負担の軽減を図ります。 

サービスの利用は，利用者やその家族の精神的負担の軽減にもつながることか

ら，十分なサービスを提供できるようサービス量の確保と質の向上を図るととも

に，要支援から要介護状態にならないよう，効果的なサービス提供に努めます。 

なお，この事業は，2017（平成 29）年度から，介護予防・日常生活支援総合事

業として実施します。 

 

実績値と計画値 

第 5 期計画 第 6 期計画 

2012年度 

(平成 24 年度) 

2013年度 

(平成 25 年度) 

2014 年度 

(平成 26 年度) 

見込み 

2015年度 

(平成 27 年度) 

2016年度 

(平成 28 年度) 

2017年度 

(平成 29 年度) 

人
数
 

計画（人）  6,317 6,550 6,782 13,392 17,976 8,136 

実績（人） 6,760 9,145 11,076   

 

⑦ 介護予防通所リハビリテーション 

介護予防を目的として，介護老人保健施設，病院，診療所などで，在宅の要支

援者に，理学療法，作業療法，その他必要なリハビリテーションを行い，心身の

機能の維持・回復や日常生活の自立を支援します。 

要介護者の身体状態の維持のためにも重要なサービスであることから，必要な

サービス量の確保に努めるとともに，要支援から要介護状態にならないよう，効

果的なサービス提供に努めます。 

 

実績値と計画値 

第 5 期計画 第 6 期計画 

2012年度 

(平成 24 年度) 

2013年度 

(平成 25 年度) 

2014 年度 

(平成 26 年度) 

見込み 

2015年度 

(平成 27 年度) 

2016年度 

(平成 28 年度) 

2017年度 

(平成 29 年度) 

人
数
 

計画（人）  700 728 744 1,140 1,236 1,320 

実績（人） 731 811 900   
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⑧ 介護予防短期入所生活介護（ショートステイ） 

介護予防を目的として，介護老人福祉施設等に短期間入所し，入浴，排せつ，

食事などの介護，その他の日常生活で必要な支援及び機能訓練を行います。利用

者の心身の機能維持だけではなく，介護者の身体的・精神的負担の軽減を図りま

す。 

在宅介護の負担を軽減する効果も大きいことから，必要なサービス量の確保を

図ります。 

 

実績値と計画値 

第 5 期計画 第 6 期計画 

2012年度 

(平成 24 年度) 

2013年度 

(平成 25 年度) 

2014 年度 

(平成 26 年度) 

見込み 

2015年度 

(平成 27 年度) 

2016年度 

(平成 28 年度) 

2017年度 

(平成 29 年度) 

回
数
 

計画（回）  510 570 600 887 1,238 1,806 

実績（回） 416 523 441                  

人
数
 

計画（人）  102 114 120 144 168 204 

実績（人） 98 102 96   

 

⑨ 介護予防短期入所療養介護 

介護予防を目的として，介護老人保健施設に短期間入所し，看護及び医学的管

理のもとにおける介護，機能訓練，その他の医療，日常生活上の介護を行います。 

医療ケアに対するニーズに適切に対応できる体制の確保に努めます。 

 

実績値と計画値 

第 5 期計画 第 6 期計画 

2012年度 

(平成 24 年度) 

2013年度 

(平成 25 年度) 

2014 年度 

(平成 26 年度) 

見込み 

2015年度 

(平成 27 年度) 

2016年度 

(平成 28 年度) 

2017年度 

(平成 29 年度) 

回
数
 

計画（回）  62 64 66 158 171 218 

実績（回） 52 47 108                  

人
数
 

計画（人） 25 25 26 60 60 60 

実績（人） 10 5 60   
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⑩ 介護予防特定施設入居者生活介護 

介護予防を目的として，有料老人ホーム等に入居している利用者を対象に入浴，

排せつ，食事などの介護，その他の日常生活を送るうえで必要となる支援，機能

訓練及び療養上のサービスを行います。 

要支援から要介護状態にならないよう，効果的なサービス提供と，供給体制の

確保に努めます。 

 

実績値と計画値 

第 5 期計画 第 6 期計画 

2012年度 

(平成 24 年度) 

2013年度 

(平成 25 年度) 

2014 年度 

(平成 26 年度) 

見込み 

2015年度 

(平成 27 年度) 

2016年度 

(平成 28 年度) 

2017年度 

(平成 29 年度) 

人
数
 

計画（人）  340 352 366 324 324 324 

実績（人） 243 242 288 
 

 

⑪ 介護予防福祉用具貸与 

介護予防を目的として，福祉用具を貸与することにより，利用者の日常生活上

の便宜を図り，その機能訓練に資するとともに，介護者の負担の軽減を図ります。 

要支援者の自立支援に効果が得られることから，必要な福祉用具が利用者へ適

切に貸与されるようサービス内容の適正化を図るとともに，福祉用具に関する相

談に適切に対応できる体制の確保に努めます。 

 

実績値と計画値 

第 5 期計画 第 6 期計画 

2012年度 

(平成 24 年度) 

2013年度 

(平成 25 年度) 

2014 年度 

(平成 26 年度) 

見込み 

2015年度 

(平成 27 年度) 

2016年度 

(平成 28 年度) 

2017年度 

(平成 29 年度) 

人
数
 

計画（人）  1,504 1,520 1,536 3,300 3,864 4,428 

実績（人） 1,807 2,326 2,544  
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⑫ 特定介護予防福祉用具販売    

介護予防を目的として，在宅の要支援者に，福祉用具のうち，入浴や排せつの

際に用いられるポータブルトイレや入浴用椅子など，貸与にはなじまない福祉用

具の購入費を支給します。 

要支援者の日常生活の自立を支援する事業として，今後も継続し適正な支給に

努めます。 

 

実績値と計画値 

第 5 期計画 第 6 期計画 

2012年度 

(平成 24 年度) 

2013年度 

(平成 25 年度) 

2014 年度 

(平成 26 年度) 

見込み 

2015年度 

(平成 27 年度) 

2016年度 

(平成 28 年度) 

2017年度 

(平成 29 年度) 

人
数
 

計画（人）  64 68 72 192 240 252 

実績（人） 187 151 144  

 

⑬ 住宅改修（介護予防）    

介護予防を目的として，要支援者を対象に，より安全な生活環境を整えるため

に，住宅に手すりなどを設置する費用の一部を支給します。 

サービス内容の適正化を図るとともに，要支援者数の伸びに対応したサービス

量を見込み，供給体制の確保に努めます。 

要支援者の日常生活の安全な生活を確保する事業として，今後も継続し適正な

支給に努めます。 

 

実績値と計画値 

第 5 期計画 第 6 期計画 

2012年度 

(平成 24 年度) 

2013年度 

(平成 25 年度) 

2014 年度 

(平成 26 年度) 

見込み 

2015年度 

(平成 27 年度) 

2016年度 

(平成 28 年度) 

2017年度 

(平成 29 年度) 

人
数
 

計画（人）  105 107 110 204 204 228 

実績（人） 157 187 192  
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⑭ 介護予防支援 

介護予防サービスの適切な利用がされるよう，介護支援専門員（ケアマネジャ

ー）が，利用者，家族等に各種サービス情報の提供を行い，介護予防サービス計

画（ケアプラン）を作成するとともに，計画に基づいたサービスが適切に提供さ

れるようにサービス提供事業所と連絡調整，実施状況の把握・評価等を行います。 

適切なサービス提供を図るとともに，居宅介護支援事業所等との連携を円滑に

進め，適切なケアマネジメント業務に努めます。 

なお，この事業は，2017（平成 29）年度から，介護予防・日常生活支援総合事業と

して実施します。 

 

実績値と計画値 

第 5 期計画 第 6 期計画 

2012年度 

(平成 24 年度) 

2013年度 

(平成 25 年度) 

2014 年度 

(平成 26 年度) 

見込み 

2015年度 

(平成 27 年度) 

2016年度 

(平成 28 年度) 

2017年度 

(平成 29 年度) 

人
数
 

計画（人）  13,433 13,678 13,922 24,768 27,420 14,700 

実績（人） 14,505 17,070 18,744   

 

⑮ 高額介護予防サービス費 

要支援者が，介護保険における保険給付対象サービスを利用した際に自己負担

（食費，居住費などは除く。）が上限額を超えた場合，その超えた分について申請

により支給します。 

 

※ 高額介護予防サービス費の見込みについては，高額介護サービス費（P50）

を参照 

 

⑯ 高額医療合算介護予防サービス費 

要支援者が，介護保険における保険給付対象サービスにあわせて，医療保険サ

ービスを利用したときの自己負担（食費，居住費などは除く。）の合算額が所得に

応じた上限額を超えた場合，その超えた分について申請により介護保険及び医療

保険から支給します。 

 

※ 高額医療合算介護予防サービス費の見込みについては，高額医療合算介護

サービス費（P50）を参照 
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 (2) 地域密着型介護予防サービスの充実 

 

① 介護予防認知症対応型通所介護（認知症デイサービス） 

在宅で生活する認知症の高齢者を対象に介護予防を目的として，デイサービス

センターで介護や趣味活動，食事，入浴サービス等を提供し，心身機能の維持と

ともに，介護者の精神的負担の軽減を図ります。 

サービスの利用は，利用者やその家族の精神的軽減にもつながることから，十

分なサービスを提供できるようサービス量と質の確保を図るとともに，要支援か

ら要介護状態にならないよう，効果的なサービス提供に努めます。 

 

実績値と計画値 

第 5 期計画 第 6 期計画 

2012年度 

(平成 24 年度) 

2013年度 

(平成 25 年度) 

2014 年度 

(平成 26 年度) 

見込み 

2015年度 

(平成 27 年度) 

2016年度 

(平成 28 年度) 

2017年度 

(平成 29 年度) 

回
数
 

計画（回）  204 205 205 1,066 1,462 2,026 

実績（回） 162 213 1,469  

人
数
 

計画（人）  24 24 24 84 108 132 

実績（人） 28 33 132  

 

② 介護予防小規模多機能型居宅介護 

介護予防を目的として，通いを中心とし，利用者の状態や希望に応じて随時，

訪問，泊まりを組み合わせて提供し，心身機能の維持とともに，介護者の精神的

負担の軽減を図ります。 

利用者のニーズを踏まえたサービス量を見込み，適切な供給体制の確保に努め

るとともに，要支援から要介護状態にならないよう，効果的なサービス提供に努

めます。 

 

実績値と計画値 

第 5 期計画 第 6 期計画 

2012年度 

(平成 24 年度) 

2013年度 

(平成 25 年度) 

2014 年度 

(平成 26 年度) 

見込み 

2015年度 

(平成 27 年度) 

2016年度 

(平成 28 年度) 

2017年度 

(平成 29 年度) 

人
数
 

計画（人）  54 66 78 72 132 144 

実績（人） 21 62 48  
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③ 介護予防認知症対応型共同生活介護（グループホーム） 

介護予防を目的として，身近な地域で，比較的安定状況にある要支援者が共同

生活をし，家庭的な雰囲気の中で，入浴や食事などの介護や機能訓練などを提供

します。 

 

実績値と計画値 

第 5 期計画 第 6 期計画 

2012年度 

(平成 24 年度) 

2013年度 

(平成 25 年度) 

2014 年度 

(平成 26 年度) 

見込み 

2015年度 

(平成 27 年度) 

2016年度 

(平成 28 年度) 

2017年度 

(平成 29 年度) 

人
数
 

計画（人）  48 50 52 12 12 12 

実績（人） 43 17 12  
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高齢者の入所する介護保険施設（介護老人福祉施設，介護老人保健施設，介護療養

型医療施設）については，介護保険利用目標に対応して施設整備の目標を設定します。 

なお，介護療養型医療施設については，2011（平成 23）年度末までに特別養護老人

ホームや介護保健施設等に転換し，当該サービスは廃止されることとなっていました

が，転換期限が６年間延長されました。 

有料老人ホーム（介護付き）については介護保険施設ではありませんが，特定施設

入居者生活介護の給付対象であり，整備床数総量については給付額と密接に関連する

ことから整備床数（枠）を設定します。 

地域密着型サービス施設については，日常生活圏域ごとにバランスの取れたサービ

ス供給に努めます。 

 

(1) 介護老人福祉施設－特別養護老人ホーム 

これまでも計画的に整備を進めてきましたが，待機者も多いことから今後も計画

的に整備を進めていきます。 

また，低所得者層の利用に支障がないよう従来型居室とユニット型居室の割合に

配慮するとともに，耐震基準や老朽化に対応した建替えの推進や，50床以下の施設

については運営の安定化を図るため計画的な増床を行います。 

  

■第５期計画整備状況  

実績値 
2012 年度 

（平成 24 年度） 

2013 年度 

（平成 25 年度） 

2014 年度 

（平成 26 年度） 

整備目標（床） 80 80 80 

整備床数（床） 80 80 80 

延べ整備床数（床） 1,111 1,191 1,271 

 

■第６期計画整備目標  

計画値 
2015 年度 

（平成 27 年度） 

2016 年度 

（平成 28 年度） 

2017 年度 

（平成 29 年度） 

整備目標（床） 70 90 90 

延べ整備床数（床） 1,341 1,431 1,521 

※ 延べ整備床数には，2011（平成 23）年の改正省令に従い事業所指定された地域密着型

介護老人福祉施設の床数を含みます。 

  

具体的施策３ 介護サービス基盤の整備 
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(2) 介護老人保健施設－老人保健施設 

急性期医療を終え病状が安定した方の在宅復帰への支援・リハビリテーションの

強化を図るため，介護老人保健施設の整備を行います。 

 

■第５期計画整備状況  

実績値 
2012 年度 

（平成 24 年度） 

2013 年度 

（平成 25 年度） 

2014 年度 

（平成 26 年度） 

整備目標（床） 100 0 0 

整備床数（床） 100 0 0 

延べ整備床数（床） 938 938 938 

 

■第６期計画整備目標  

計画値 
2015 年度 

（平成 27 年度） 

2016 年度 

（平成 28 年度） 

2017 年度 

（平成 29 年度） 

整備目標（床） 100 0 0 

延べ整備床数（床） 1,038 1,038 1,038 

 

(3) 介護療養型医療施設－療養型病床群 

2017（平成 29）年度末までに特別養護老人ホームや介護保険施設等に転換する必

要があることから，第６期計画期間中においては，整備を行わず，現状の中でのサ

ービスを見込みます。 

 

■第５期計画整備状況  

実績値 
2012 年度 

（平成 24 年度） 

2013 年度 

（平成 25 年度） 

2014 年度 

（平成 26 年度） 

整備目標（床） 0 0 0 

整備床数（床） 0 0 0 

延べ整備床数（床） 66 66 66 

 

■第６期計画整備目標  

計画値 
2015 年度 

（平成 27 年度） 

2016 年度 

（平成 28 年度） 

2017 年度 

（平成 29 年度） 

整備目標（床） 0 0 0 

延べ整備床数（床） 66 66 66 
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(4) 有料老人ホーム（介護付き） 

介護保険制度の開始後，民間施設の整備が進み，11 施設が開設されています。施

設が集中している本市においては，整備(指定)床数に対し入所者数が大幅に下回っ

ている状況であることから，第６期計画においては，現状を維持します。 

 

■有料老人ホーム空き床数                            （各９月１日現在） 

 2011 年度 

（平成 23 年度） 

2012 年度 

（平成 24 年度） 

2013 年度 

（平成 25 年度） 

空き床数（床） 129 129 120 

※ 空き床数＝整備(指定)床数－市内市外利用者数 

 

■第５期計画整備状況  

実績値 
2012 年度 

（平成 24 年度） 

2013 年度 

（平成 25 年度） 

2014 年度 

（平成 26 年度） 

整備目標（床） 0 0 0 

整備床数（床） 0 0 0 

延べ整備床数（床） 691 691 691 

 

■第６期計画整備目標  

計画値 
2015 年度 

（平成 27 年度） 

2016 年度 

（平成 28 年度） 

2017 年度 

（平成 29 年度） 

整備目標（床） 0 0 0 

延べ整備床数（床） 691 691 691 
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(5) ケアハウス 

茨城県全体として入居率が低いことから整備が見送られているため，第６期計画

においては，現状を維持します。 

 

■第５期計画整備状況  

実績値 
2012 年度 

（平成 24 年度） 

2013 年度 

（平成 25 年度） 

2014 年度 

（平成 26 年度） 

整備目標（床） 0 0 0 

整備床数（床） 0 0 0 

延べ整備床数（床） 240 240 240 

 

■第６期計画整備目標  

計画値 
2015 年度 

（平成 27 年度） 

2016 年度 

（平成 28 年度） 

2017 年度 

（平成 29 年度） 

整備目標（床） 0 0 0 

延べ整備床数（床） 240 240 240 

 

(6) 養護老人ホーム 

環境上の理由や経済的な理由によって自宅での生活が困難な高齢者を対象とし

て，措置により入所を行う施設です。2015（平成 27）年３月１日における市立養護

老人ホームの統合に伴い，定員数が変更になりました。 

低所得者の住まい対策，ホームレスや虐待ケースの対応など重要な役割を担って

いることから，今後も養護老人ホームの積極的な活用に努めます。 

 

■第５期計画整備状況 

実績値 
2012 年度 

（平成 24 年度） 

2013 年度 

（平成 25 年度） 

2014 年度 

（平成 26 年度） 

施設数 

（箇所） 

市立 2 2 2 

私立 1 1 1 

定員（人） 200 200 200 

 

■第６期計画整備目標  

計画値 
2015 年度 

（平成 27 年度） 

2016 年度 

（平成 28 年度） 

2017 年度 

（平成 29 年度） 

整備目標（箇所） 0 0 0 

定員（人） 170 170 170 
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(7) 地域密着型サービスの充実 

地域密着型サービスの整備状況については，43 事業所が整備されています。本市

においては，認知症対応型共同生活介護については，整備(指定)床数に対し入所者

数が恒常的に下回っている状況であることから，また，地域密着型特定施設入居者

生活介護については，特定施設入居者生活介護の定員に対し入所者数が大幅に下回

っている状況であることから，地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護につい

ては，介護老人福祉施設入所者生活介護が 250床整備されることから，第６期計画

においては，それぞれ現状の定数を維持します。 

また，定期巡回・随時対応型訪問介護看護，看護小規模多機能型居宅介護等のサ

ービスについては，地域の特性やサービスの整備状況，利用者のニーズ等を見極め

日常生活圏域ごとに適切なサービス提供体制の整備に努めます。 

 

■第５期計画整備状況  

実績値 
2012 年度 

（平成 24 年度） 

2013 年度 

（平成 25 年度） 

2014 年度 

（平成 26 年度） 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護定員（人） 0 0 0 

夜間対応型訪問介護定員（人） 30 30 0 

認知症対応型通所介護定員（人） 75 60 60 

小規模多機能型居宅介護定員（人） 175 175 217 

認知症対応型共同生活介護入所定員（人） 519 519 519 

地域密着型特定施設入居者生活介護（床） 0 0 0 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護（床）  0 0 43 

看護小規模多機能型居宅介護定員（人） 0 25 25 

 

■第６期計画整備目標 

計画値 
2015 年度 

（平成 27 年度） 

2016 年度 

（平成 28 年度） 

2017 年度 

（平成 29 年度） 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護定員（人） 0 20 0 

夜間対応型訪問介護定員（人） 0 20 0 

認知症対応型通所介護定員（人） 0 0 12 

小規模多機能型居宅介護定員（人） 0 29 0 

認知症対応型共同生活介護入所定員（人） 0 0 0 

地域密着型特定施設入居者生活介護（床） 0 0 0 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護（床）  0 0 0 

看護小規模多機能型居宅介護定員（人） 0 0 25 
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ひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯，認知症高齢者等が増加していく中で，多

様で質の高い介護サービスが求められています。サービス利用者や家族からの相談に

応じる介護相談員派遣事業や介護保険サービスの情報発信を充実するなどの支援体制

を強化するとともに，介護サービス事業者への助言，指導を推進します。 

 

(1) 介護保険適正化事業 

介護保険事業を適正に推進するために，次の重点施策について年次の実施計画を

策定し適正化に努めています。 

 

① 要介護認定の適正化 

 

ア 認定調査の適正化 

認定調査の質の確保のために，調査内容のチェック・点検や認定調査員を対象

とした研修会を実施します。 

イ 審査判定の適正化 

審査判定にかかる国からの情報の発信や最新情報の提供を行い，介護認定審査

会の各合議体間の格差是正に向けた取組を実施します。 

 

② ケアマネジメント等の適正化 

 

ア ケアプランチェック 

利用者が最適なサービスを受けられるよう，ケアプランを作成するケアマネジ

ャーに対して技術的助言や法令遵守等の指導を行います。 

イ ケアマネジメント事例研究会 

具体的なケアプラン作成事例について，ケアプラン適正化の観点から，事業者

と協働して研究事業を実施します。 

 

③ 住宅改修等の点検 

在宅で生活する要介護者の生活環境を整える住宅改修について，事前申請によ

る書類審査や改修後の事後調査等を行います。 

 

 

  

具体的施策４ 介護サービスの質の向上 
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④ サービス提供体制及び介護報酬請求の適正化 

 

ア 医療情報との突合と縦覧点検 

「国保連合会介護給付適正化システム」を活用し医療情報との突合や縦覧点検

を行い，疑義のあるものについては，事業者等に対して照会等を行います。 

イ 介護給付費通知 

介護サービス利用者に対して，９月と３月の年２回サービス利用の実績とそれ

にかかる給付額の通知を行います。 

 

⑤ 介護給付要件の明確化 

これまでのケアプランチェック等による適正化の実績等を踏まえ，より詳細か

つ明確な基準を作成し，公表いたします。 

 

(2) 介護保険サービス事業所に対する指導・監査の実施 

介護保険サービス事業所について，人員，設備，運営基準についての介護保険関

係法令，条例の遵守の徹底を図るため，介護保険法に基づき，定期的に実地指導を

行うとともに，架空請求等の違法性が疑われるもの等については，監査を実施しま

す。 

 

(3) 介護相談員派遣事業 

介護保険施設等や利用者宅を訪問し，利用者の話を聞き，相談に応じるなどの活

動を行い，介護サービスの質的な向上を図ります。特に利用者宅への訪問相談につ

いては，全国的にも珍しい取組であり，利用者一人一人に対して，きめ細かく充実

した相談体制の構築を図ります。 

 

(4) 介護保険サービス情報発信の充実 

利用者の円滑なサービス利用を促進するため，介護保険サービス事業所について

の情報発信を行います。 

 

(5) 介護保険サービス提供の地域的バランスへの配慮 

介護保険サービスの地域的偏在に対しては，サービスの特性，日常生活圏域の高

齢者人口，事業所までのアクセス等を考慮しつつ柔軟かつ適切にサービスを提供で

きるよう地域的バランスを図るよう努めます。 
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 利用者が円滑にサービスを利用できるように，客観的で公正な要介護認定等の実施

に努めるとともに，低所得者の負担軽減のための事業等を実施します。 

 

(1) 客観的で公正な要介護等認定の実施 
 

① 申請手続の方法 

介護サービスを利用する場合は，本人又は家族が申請することができるほか，

地域包括支援センター，居宅介護支援事業所，介護保険施設等が代行することも

できます。今後，さらなる利便性の向上に努めます。 

 

② 客観的で公平な訪問調査 

要介護認定に必要な知識と技能を習得した認定調査員の確保と，迅速で適切な

訪問調査の実施を促進します。また，訪問調査は，公平性，客観性の確保が重要

であり，認定調査員の資質向上に努めます。 

 

③ 介護認定審査会 

医療・保健・福祉の各分野で豊富な学識経験のある委員を選任し，多面的な視

点による公正な審査判定の実施に努めます。また，介護認定審査会の運営や審査

判定に関わる正しい理解を図り，要介護認定の適正化に努めます。  

 

(2) 低所得者対策 
 

① 介護保険料の軽減 

保険料の納付が困難であると認められる生活困窮者で，一定の要件を満たす方

を対象に，介護保険料を軽減します。 

 

② 利用者負担の軽減 

低所得者が適正にサービスを利用できるよう，高額介護（予防）サービス事業・

高額医療・高額介護合算サービス事業等の介護保険制度，国補助制度等を活用し

て，負担の軽減を図ってまいります。 

 

(3) 介護人材の確保 

介護サービスの人材の資質の向上，雇用環境の改善に努めるとともに，担い手の

確保等に努めます。 

具体的施策５ 介護保険事業の円滑な推進 
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２２２２    介護予防と健康づくりの推進介護予防と健康づくりの推進介護予防と健康づくりの推進介護予防と健康づくりの推進    

 

 

 

 

要介護状態等になるおそれの高い高齢者をはじめとした全ての高齢者に対して，自

立した生活が長く維持できるよう介護予防をさらに推進します。 

また，高齢者の心身機能の維持・改善を目指すだけでなく，日常生活の活動性を高

め，主体的に地域社会に参加できるような環境整備を進め，地域全体で介護予防活動

の推進に取り組みます。 

 

 

 

要介護状態等になるおそれの高い高齢者（二次予防事業対象者）を把握し，通所又

は訪問により介護予防事業を実施します。 

 

(1) 二次予防事業対象者把握事業 

要介護者等を除く全ての高齢者に対し，生活機能に関する調査票を送付し，二次

予防事業対象者を把握します。 

なお，この事業は，2017（平成 29）年度から介護予防・日常生活支援総合事業と

して実施します。 

 

(2) 通所型介護予防事業 

二次予防事業対象者に対し，運動器の機能向上，栄養改善，口腔機能の向上，認

知症予防等に効果のある事業を複合的なプログラムで実施します。 

なお，この事業は，2017（平成 29）年度から介護予防・日常生活支援総合事業と

して実施します。 

 

実績値と計画値 

第 5 期計画 第 6 期計画 

2012年度 

（平成 24 年度） 

2013年度 

（平成 25 年度） 

2014 年度 

（平成 26 年度） 

見込み 

2015年度 

（平成 27 年度） 

2016年度 

（平成 28 年度） 

2017年度 

（平成 29 年度） 

介護予防 

教室 

回数（回） 142 93 33 60 48  

実人数（人） 191 155 66 100 75  

延人数（人） 1,475 1,301 730 1,200 900  

基本施策１ 介護予防の推進 

具体的施策１ 生活機能の改善に向けた取組の推進 
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(3) 訪問型介護予防事業 

通所が困難な二次予防事業対象者に対し，保健師等が居宅を訪問し，必要な相談

や指導を行います。 

なお，この事業は，2017（平成 29）年度から介護予防・日常生活支援総合事業と

して実施します。 

 

実績値と計画値 

第 5 期計画 第 6 期計画 

2012年度 

（平成 24 年度） 

2013年度 

（平成 25 年度） 

2014 年度 

（平成 26 年度） 

見込み 

2015年度 

（平成 27 年度） 

2016年度 

（平成 28 年度） 

2017年度 

（平成 29 年度） 

訪問指導 

回数（回） 52 66 12 30 30  

実人数（人） 14 16 2 5 5  

延人数（人） 52 66 12 30 30  

 

(4) 二次予防事業評価事業 

介護予防ケアプランで定めた期間経過後，地域包括支援センターの専門職が事業

実施後のアセスメント等の結果を参考に，利用者及び家族との面談等により心身の

状況等を再度把握し，介護予防事業による効果を評価します。 

なお，この事業は，2017（平成 29）年度から介護予防・日常生活支援総合事業と

して実施します。 
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全ての高齢者を対象として，介護予防に資する知識と技術及び介護予防活動の普

及・啓発を図ります。    

本市では，介護予防事業開始以来，多種多様な事業を実施しており，その参加実績

は全国上位となっています。今後は，さらに事業を拡充するとともに，多様なサービ

スの創出に努めます。 

また，介護予防の効果を適切に把握するとともに，より多くの高齢者が自主的に参

加しやすい環境を整え，その活動が継続的に実施されるような地域づくりを推進しま

す。 

なお，この事業は，2017（平成 29）年度から介護予防・日常生活支援総合事業とし

て実施します。 

 

実績値と計画値 

第 5 期計画 第 6 期計画 

2012年度 

（平成 24 年度） 

2013年度 

（平成 25 年度） 

2014 年度 

（平成 26 年度） 

見込み 

2015年度 

（平成 27 年度） 

2016年度 

（平成 28 年度） 

2017年度 

（平成 29 年度） 

元気アップ・ステップ 

運動教室 

回数（回） 1,758 2,000 2,000 2,000 2,000 2,100 

延人数（人） 21,085 23,772 24,000 24,500 24,500 25,000 

いきいき健康クラブ 
回数（回） 665 665 670 670 670 670 

延人数（人） 13,998 13,932 14,000 14,000 14,000 14,000 

脳の健康教室 
回数（回） 385 408 400 400 400 400 

延人数（人） 4,414 4,859 5,000 5,500 5,500 5,500 

シルバーリハビリ 

体操教室 

回数（回） 1,391 1,540 1,600 1,650 1,700 1,750 

延人数（人） 21,732 25,036 27,000 33,000 34,000 35,000 

介護予防講座・講話 
回数（回） 119 80 70 160 160 160 

延人数（人） 2,369 1,511 1,220 4,500 4,500 4,500 

講演会 
回数（回） 1 1 1 1 1 1 

延人数（人） 140 93 312 150 150 150 

    

        

具体的施策２ 介護予防事業の普及・啓発 
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本市では，介護予防活動の普及・啓発に努め，元気アップ・ステップ運動やシルバ

ーリハビリ体操，介護予防教室等，多種多様な事業を実施してきましたが，同時にこ

れらの活動を住民が主体的に実施できるよう，ボランティア等の人材の育成とそれら

の活動を支援してきました。 

今後も高齢者人口の増加及び多様な介護予防サービスの展開が求められるため，ボ

ランティア等の人材育成や介護予防に資する地域活動組織の育成・支援をより一層推

進します。 

なお，この事業は，2017（平成 29）年度から介護予防・日常生活支援総合事業とし

て実施します。 

 

実績値と計画値 

第 5 期計画 第 6 期計画 

2012年度 

（平成 24 年度） 

2013年度 

（平成 25 年度） 

2014 年度 

（平成 26 年度） 

見込み 

2015年度 

（平成 27 年度） 

2016年度 

（平成 28 年度） 

2017年度 

（平成 29 年度） 

元気アップ・ステップ 

運動サポーター養成 

回数（回） 18 19 19 19 19 19 

延人数（人） 101 91 114 150 150 150 

いきいき健康クラブ 

地域指導員養成 

回数（回） 5 5 5 5 5 5 

延人数（人） 895 962 900 930 930 930 

認知症予防活動 

推進員養成 

回数（回） 10 10 10 10 10 10 

延人数（人） 542 484 400 400 400 400 

認知症サポーター養成 
回数（回） 10 10 24 33 36 36 

延人数（人） 1,325 823 1,100 1,300 1,600 1,600 

シルバーリハビリ 

体操指導士養成 

回数（回） 17 19 14 14 14 14 

延人数（人） 232 239 200 280 280 280 

 

  ※ 具体的施策２・３については，適切な手順・経過を経て実施できているかどうかを年度

ごとに検証していきます。 

 

  

具体的施策３ 地域の介護予防活動を担う人材の育成・確保 
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平均寿命が男女とも 80 歳を超えた現在，健康上の問題で日常生活が制限されず生活

できる期間である健康寿命をできるだけ伸ばすことが重要となっています。そこで，

高齢者が健やかで心豊かな生活を営むことができるよう，健康づくりに対する意識の

向上に努めるとともに，壮年期から主体的で継続的な健康づくりに取り組めるよう支

援を行います。    

    

 

 

高齢者一人一人が積極的に健康づくりに取り組めるよう，健康教育，健康相談，健

康診査等の健康増進事業を実施します。 

 

(1) 健康手帳の交付 

市民自らの健康管理を促進するため，健康診査・保健指導の記録等，健康の保持

に必要な事項を記載する健康手帳を交付します。 

 

(2) 健康教育等 

生活習慣病の予防に関わる日常生活上の心得，健康増進の方法，食生活のあり方

等，健康に関する知識の普及・啓発を図る健康教育を実施します。 

また，広報紙，ホームページ等により，がんや生活習慣病などに関する情報提供

に努めます。 

 

(3) 健康相談 

健康な生活習慣の定着を図るため，心身の健康に関する個別の相談に応じ必要な

助言及び指導を行います。 

 

(4) 健康診査 

疾病の早期発見・早期治療を目的としたがん検診や生活習慣病の予防に着目した

健康診査等を実施します。健（検）診の結果，医療機関での受診が必要な方や生活

習慣の改善が必要な方に対しては，個別の保健指導を行います。 

 

 

 

 

基本施策２ 健康づくりの推進 

具体的施策１ 健康の維持・向上の推進 
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(5) 歯と口腔の健康 

口腔機能を維持し向上させることは，望ましい食生活につながるほか，介護予防

や誤えん性肺炎の予防等にも効果があることから，歯科保健計画に基づき口腔機能

の向上の重要性の普及・啓発を図るとともに，むし歯や歯周病等の予防を促進しま

す。 

さらに，水戸市歯科医師会と連携し，在宅の要介護者や家族等が，必要に応じて

口腔ケア等の指導や管理，訪問歯科診療等を円滑に受けられるよう，相談支援体制

を整備するほか，口腔ケア講習会を開催します。 

 

(6) 運動の推進 

身近なところでウオーキングができるよう，ヘルスロードの周知や普及を行うな

ど，ウオーキング等の運動の習慣化に向けて市民の意識啓発に努めます。 

 

(7) こころの健康づくり 

こころの健康に関する知識の普及・啓発に努めるとともに，関係機関と連携し，

相談支援を行います。 

 

(8) 予防接種の推進 

予防接種の普及・啓発や接種費用の負担軽減により，接種率の向上に努め，高齢

者の肺炎やインフルエンザ等感染症の発症の予防を図ります。 
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３３３３    住み慣れた地域で安心して暮らせる環境の実現住み慣れた地域で安心して暮らせる環境の実現住み慣れた地域で安心して暮らせる環境の実現住み慣れた地域で安心して暮らせる環境の実現    

 

 

 

 

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせる環境を実現するため，地域包括支援セ

ンターの機能及び高齢者の権利擁護支援体制を強化し，相談支援体制の充実を図りま

す。 

 

 

 

地域包括ケアシステムを構築する医療，介護，介護予防，住まい，生活支援等の社

会資源をコーディネートしながら，高齢者の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的

に支援することを目的とし，地域包括ケアの実現に向けた中核的な機関として設置す

る地域包括支援センターの機能強化に努めます。 

 

(1) 地域包括支援センターの運営体制の整備 

地域包括ケアの実現に向けた中核的な機関としての機能を強化するため，基幹型

１か所と８か所の高齢者支援センターから構成される地域包括支援センターを設

置します。 

基幹型は高齢者支援センター間の総合調整などの基幹的業務や介護予防支援を

実施し，高齢者支援センターは担当する日常生活圏域を対象として包括的支援事業

を実施します。 

また，地域包括支援センターが適切・公正かつ中立的に運営されるよう，事業実

施方針を提示するとともに，地域包括支援センター運営協議会において評価を行い

ながら効果的な運営を図ります。 

  

基本施策１ 相談支援体制の充実 

具体的施策１ 地域包括支援センターの機能強化 
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■地域包括支援センターの体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

社会福祉士等 保健師等 主任介護支援専門員 

包括的・継続的 
ケアマネジメント 

権利擁護 
総合相談 
支   援 

介護予防 
ケアマネジメント 

 

主任介護支援専門員 社会福祉士等 保健師等 

情報提供 
困難事例等支援 

地域情報の提供 
連携・協力 

高齢者支援センター 

地域包括支援センター 

基幹型 

８か所の高齢者支援センター間の総合調整や介

護予防支援業務を行う。 

身近な地域で，総合的な相談，高齢者虐待の対応，成年後見制度の普

及啓発，介護支援専門員の支援，地域ケア個別会議の開催，ネットワ

ークの構築等を行う。 



 

第２編 各 論 

 

83 

 

 

■水戸市高齢者支援センター一覧 

名称 
担当日常 

生活圏域 
担当中学校区 

中央高齢者支援センター 中央 第一，第二中学校区 

東部高齢者支援センター 東部 第三，千波中学校区 

南部第一高齢者支援センター 南部第一 第四中学校区 

南部第二高齢者支援センター 南部第二 緑岡，見川，笠原中学校区 

北部高齢者支援センター 北部 飯富，国田，第五，石川中学校区 

西部高齢者支援センター 西部 赤塚，双葉台中学校区 

常澄高齢者支援センター 常澄 常澄中学校区 

内原高齢者支援センター 内原 内原中学校区 

※南部第二高齢者支援センターは地域包括支援センター基幹型に併設する。 
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(2) 地域包括支援センターの相談支援機能の強化 

地域包括支援センターに保健師，社会福祉士，主任介護支援専門員等の専門職を

配置し，これらの専門職が次の業務を通じて，介護サービス事業者，医療機関，民

生委員，ボランティア等の地域の社会資源と連携を図りながら，高齢者や地域の課

題に対応し，包括的支援事業の充実に努めます。 

 

① 介護予防ケアマネジメント業務 

要介護状態になるおそれが高いと認められる65歳以上の者が要介護状態等にな

ることを予防するため，その心身の状況等に応じて，対象者自らの選択に基づき，

介護予防事業などが包括的かつ効率的に利用できるよう必要な援助を行います。 

なお，この事業は，2017（平成 29）年度から介護予防・日常生活支援総合事業

として実施します。 

 

② 総合相談支援業務 

地域の高齢者が住み慣れた地域で安心してその人らしい生活を継続していくこ

とができるよう，どのような支援が必要かを把握し，地域における適切なサービ

ス，関係機関および制度の利用につなげる等の支援を行います。 

 

③ 権利擁護業務 

虐待や消費者被害等の権利侵害を受けている，または受ける可能性が高い高齢

者が地域で安心して尊厳のある生活を行うことができるよう，権利侵害の予防や

対応を専門的に行います。具体的には，養護者による高齢者虐待の防止及び対応，

消費者被害の防止及び対応，判断能力が十分でない認知症高齢者などに対して日

常生活自立支援事業や成年後見制度の周知及び利用促進などを行います。（3-1-2

「高齢者の権利擁護支援体制の強化」（P85）に別掲） 

 

④ 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務 

高齢者が住み慣れた地域で暮らすことができるよう，高齢者の状況や変化に応

じて，様々な社会資源を活用しながら（包括的），支援が途切れることなく（継続

的），介護支援専門員がケアマネジメントを実践できるよう，地域の様々な社会資

源とのネットワークを整えるとともに個々の介護支援専門員への助言・指導を行

います。 
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⑤ 多職種協働による地域包括支援ネットワーク 

地域包括支援センターの業務を効果的に実施するために，介護サービスに限らず，

地域の保健・福祉・医療サービスやボランティア活動，インフォーマルサービスな

ど様々な社会的資源が有機的に連携する，多職種協働による地域包括支援ネットワ

ークを構築する必要があります。地域包括支援ネットワーク構築のために地域ケア

会議を設置し，高齢者支援センター及び市が運営します。（3-4「地域ケア会議の構

築」（P89）に別掲） 

 

 

 

ひとり暮らし高齢者や認知症高齢者の増加に伴って，その権利を擁護するための施

策を推進することが，早急に対応すべき課題となっています。 

そのため，高齢者支援センターを中心に，社会福祉協議会，消費生活センター，警

察等と連携を図りながら，高齢者に対する虐待の対応や虐待防止の啓発，消費者被害

に対する支援，未然防止の啓発等を行います。さらに，認知症高齢者の権利を守るた

めに，成年後見制度の普及啓発，利用支援，日常生活自立支援事業の活用を進めるほ

か，成年後見制度の普及や支援体制の強化を目的とし，成年後見センター等の整備の

検討を行います。 

 

(1) 高齢者虐待への対応 

高齢者への虐待の防止，虐待の早期発見につなげるため，市民向けパンフレット

及び「高齢者虐待対応マニュアル」を活用し，事業者説明会や市ホームページに掲

載するなど，高齢者虐待防止についての周知を図ります。 

また，高齢者支援センターと連携し，虐待の防止，虐待の早期発見へ向けた体制

の強化を図ります。 

 

(2) 消費者被害防止の啓発 

高齢者に対する消費者被害防止に向け，消費生活センターによる出前講座や小冊

子等による消費者教育を行うほか，消費者被害に遭った高齢者に対する相談支援等

を消費生活センターと高齢者支援センターが連携し，解消に向けた支援を行います。 

 

(3) 日常生活自立支援事業 

判断能力が不十分な高齢者等が自立して生活できるよう，日常的な金銭の管理，

福祉サービスの利用について援助を行います。 

今後の利用拡大を見据え，実施先である水戸市社会福祉協議会との連携を強化す

るとともに，専門員・生活支援員の確保に努めます。 

 

具体的施策２ 高齢者の権利擁護支援体制の強化 
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(4) 成年後見制度を利用しやすい環境づくり 

認知症高齢者の増加が見込まれる中で，権利を擁護する必要のある高齢者も増加

することが想定されるため，認知症高齢者を介護する家族等からの相談への対応や

成年後見制度の周知，利用促進を図る必要があります。 

そのため，高齢者の権利擁護支援体制の強化を図るために，成年後見制度の後見

業務や利用支援等を専門的に行う成年後見センターの整備を検討するほか，制度の

円滑な運営を図るため後見人として，市民後見人の育成について検討を進めます。

さらに，利用の促進を図るため，親族のいない認知症高齢者等に対して，市長によ

る後見の申立てを行うほか，後見人等に対する報酬の負担が困難な高齢者に対して

は，報酬の一部を助成するなどの支援を行います。 

 

 

    

    

高齢者ニーズ調査においても，回答者の７割（約 24,000 人）が在宅での介護を希望

しています。 

そのため，在宅医療・介護連携体制の構築を進めるとともに，医療と介護の連携推

進のための環境づくりに努めます。    

 

 

 

在宅医療・介護の連携拠点の整備を進め，在宅医療・介護の提供を行う体制を 2018

（平成 30）年度までに構築するように努めるとともに，在宅医療や介護に携わる関係

機関との連携を推進し，多職種間のネットワークを構築します。 

 

(1) 在宅医療・介護連携を支援する拠点の整備 

在宅での療養を希望する高齢者が，訪問診療や介護サービスなど在宅生活の継続

や在宅復帰に必要なサービスを切れ目なく受けられるよう，医療・介護の連携を支

援するための拠点整備を進めます。 

 

(2) 在宅医療・介護に携わる関係機関の連携強化 

在宅医療・介護に携わる人材の育成，地域の資源や課題の把握を目的として，医

師，退院調整等に携わる看護師やソーシャルワーカー，介護支援専門員，介護サー

ビス事業所の看護師や介護福祉士など，多職種を対象とした研修や事例検討会等を

実施し，関係機関の連携を強化します。 

 

 

基本施策２ 在宅医療・介護連携体制の構築 

具体的施策１ 在宅医療・介護連携体制の構築 
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医療と介護の連携に必要な情報を共有するためのしくみづくりや市民に対する普及

啓発を行い，医療と介護の連携のための環境づくりを推進します。 

 

(1) 医療と介護の情報共有のしくみづくり 

医療と介護の連携に必要な情報共有を円滑に行うためのツールやしくみを構築

し，医療と介護の連携を推進します。 

 

(2) 在宅医療・介護に関する市民への普及啓発 

講習会などを通じて，在宅医療・介護に関わる地域の資源や自宅で療養すること

の意義などを市民に周知し，在宅医療・介護に対する関心を高め，在宅医療・介護

が普及するよう啓発に努めます。 

 

 

 

 

厚生労働省によると，全国の高齢者のうち４人に１人が認知症またはその可能性が

あるとされ，超高齢社会の進展の中で，認知症高齢者は今後ますます増加することが

推計されます。 

認知症になった場合でも，できる限り住み慣れた地域で安心して暮らすことができ

る認知症にやさしい社会の実現を目指すため，一人一人が認知症を正しく理解し，予

防活動に取り組み，社会全体で認知症の方やその家族を支えるため，認知症施策のよ

り一層の充実を図ります。 

 

 

 

認知症は誰にでも起こりうる疾患であるため，認知症の正しい知識の普及・啓発を

継続します。また，地域の中で予防活動を実践する人材の育成も継続し，認知症予防

活動の充実を図ります。 

 

(1) 認知症サポーター養成 

中学生をはじめ，広く市民を対象に講座を開催するなど，認知症に関する正しい

知識や理解を持ち，地域や職域で認知症の方や家族を温かく見守る応援者として，

認知症サポーターを養成します。 

 

 

基本施策３ 認知症施策の充実 

具体的施策２ 医療と介護の連携推進のための環境づくり 

具体的施策１ 認知症予防対策の強化 
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(2) 認知症を予防するための活動強化 

認知症を予防するための知識と方法の普及・啓発を目的として，簡単な読み書き

計算等を行う脳の健康教室や生活習慣を見直すきっかけとする脳たっしゃ講座，い

きいき出前講座などの充実を図ります。 

また，認知症予防活動を推進する人材を中心として，予防活動のさらなる普及・

啓発に努めます。 

 

(3) 認知症予防活動推進員の養成・活動支援 

地域の中で認知症予防活動を主体的に普及・啓発する認知症予防活動推進員を養

成するとともに，その活動を支援します。 

 

 

 

認知症を早期に発見し，複数の専門職がチームを組んで認知症の初期段階から積極

的に関与し，適切な支援が提供できる体制などを構築します。 

また，認知症の方の家族の負担軽減を図るための施策を推進します。 

 

(1) 認知症ケアパスの確立及び普及 

高齢者に認知症と疑われる症状が発生した場合に，本人やその家族等が，いつ，

どこで，どのような支援を受ければよいか理解できるよう，地域ごとに，認知症の

状態に応じた適切な医療サービスや介護サービスなどの提供の流れである認知症

ケアパスを確立し，認知症を早期に発見し，どのように認知症の方を地域で支えて

いくかを市民に周知します。 

 

(2) 認知症の早期発見及び初期集中支援体制の構築 

かかりつけ医への受診や高齢者支援センターが実施する実態把握などにより，認

知症が疑われる高齢者を早期に発見し，認知症の初期段階から必要な支援につなぐ

体制を構築するため，認知症初期集中支援チーム及び認知症地域支援推進員を 2018

（平成 30）年度までに配置します。 

保健師や介護福祉士等の複数の専門職から構成される認知症初期集中支援チー

ムは，高齢者の認知機能や家族の負担等についてアセスメントを実施し，必要に応

じて水戸市医師会の物忘れ相談医や認知症疾患医療センター等への受診を勧めま

す。また，認知症地域支援推進員は，認知症高齢者やその家族を支える地域の社会

資源をコーディネートし，認知症高齢者が地域で暮らし続けられるよう支援します。 

  

具体的施策２ 認知症の早期発見体制の構築と認知症ケア体制の確立 



 

第２編 各 論 

 

89 

 

(3) 集いの場の創出 

認知症の方及び家族が孤立することがないよう地域で支援し，介護負担を軽減す

るため，認知症家族の会及び関係機関と連携し，誰もが集える場として，認知症カ

フェを新たに創出します。 

 

(4) 権利擁護の取組 

高齢者支援センターを中心に，判断力が十分でない認知症高齢者などの権利を擁

護する観点から，関係機関と連携し，介護や福祉サービスの利用支援をはじめ，成

年後見制度，消費者被害の防止など関連する制度等の利用を支援します。 

 

(5) 見守り，地域支えあいの推進 

認知症高齢者が徘徊し家族が高齢者の不在に気づいたときは，徘徊高齢者位置探

索サービス又は水戸市安心・安全見守り隊とのネットワーク等を活用し，高齢者の

安全確保を図り，家族の不安感を軽減します。 

地域の中で高齢者やその家族が安心して暮らせるように，見守り，互いに支えあ

う活動を推進します。 

 

 

 

 

地域ケア会議は，多職種が支援困難事例等の検討を通じて，介護支援専門員や適切

な支援につながっていない高齢者の支援を行うとともに，課題分析等を通じて地域課

題を発見し，地域に必要な資源開発や地域づくり，さらには介護保険事業計画に反映

させるための政策形成につなげることを目的として設置するものです。 

 

 

 

高齢者の個別課題の解決などを行うため，地域ケア個別会議を実施します。地域ケ

ア個別会議では，高齢者支援センターが中心となり，介護支援専門員，介護・医療サ

ービス事業者，民生委員，市職員など実務者レベルの多職種が協働して，介護支援専

門員が抱える支援困難事例等を検討することを通じ，地域における自立支援に向けた

適正なケアマネジメントとなるよう支援し，地域課題の把握等を行います。 

また，把握した地域課題を地域ケア推進会議に提示します。 

  

基本施策４ 地域ケア会議の構築 

具体的施策１ 地域ケア個別会議の構築 
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地域課題を解決するための社会基盤の整備のため，地域ケア推進会議を実施します。

地域ケア推進会議では，市が中心となり，主任介護支援専門員，職能団体の代表者，

地域の代表者などの多職種が協働して，地域ケア個別会議や介護給付適正化事業のケ

アプラン点検の結果から明らかになった地域課題を集約し，地域に必要な取組を明ら

かにすることで，政策の提言等を行います。 

 

■地域ケア会議の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

具体的施策２ 地域ケア推進会議の構築 
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高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせる環境を実現するため，行政や介護サー

ビス事業者だけでなく，ボランティア団体や地域住民等もサービスの主体となること

で，生活支援サービスの充実を図ります。 

 

 

 

日常生活を送るうえで何らかの困りごとを抱えるひとり暮らしや高齢者のみの世帯

及び家族介護者に対し，高齢者の生活環境や身体状況に応じた，きめ細かな福祉サー

ビスを提供し，住み慣れた地域での生活を継続することができるよう支援します。 

また，介護予防・日常生活支援総合事業を実施する中で，各サービスの充実につい

ても検討を進めます。（3-5-2「介護予防・日常生活支援総合事業の推進」（P97）に別

掲） 

 

(1) 生活支援サービスの充実 

高齢者が住み慣れた地域で，安心して暮らすことができるよう，高齢者の状況に

応じた適切な生活支援サービスを提供します。 

 

① 軽度生活援助事業 

日常生活上の支援を必要としている虚弱な高齢者を対象として，入院時の洗濯

や敷地内の除草など，介護保険以外の生活援助を行います。 

利用状況を把握し，高齢者の状況の変化に応じた適切なサービス利用を支援し

ます。 

 

② 生きがい活動支援事業（デイサービス） 

家に閉じこもりがちで社会的に孤立感を感じている高齢者や，心身の虚弱等に

より支援を必要としている高齢者の生きがいづくりと社会参加を促進し，介護予

防につなげることを目的として，日帰りで，食事，入浴，日常生活訓練や趣味活

動などの各種サービスを提供するデイサービス事業です。 

 

③ 生活管理指導短期宿泊事業（ショートステイ） 

高齢者の生活習慣や体調の改善を目的として，老人ホームで短期間の宿泊を行

い，自立した生活を継続できるよう支援します。 

また，高齢者虐待等による緊急避難の受け入れとして，地域包括支援センター

との密接な連携のもとに事業を行います。 

 

基本施策５ 生活支援サービスの充実 

具体的施策１ 福祉サービスの充実 
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④ 生活支援配食サービス事業 

調理が困難な高齢者を対象として，食生活の改善と健康増進を図るため，夕食

の配達を行い，あわせて安否の確認を行います。 

高齢者の様々な状況にきめ細やかに対応するため，特別食（食事療法食等）の

実施について検討します。 

 

⑤ 通院等支援サービス事業 

要介護度の高い高齢者を対象に，リフト付きタクシーで医療機関等への送迎を

行います。 

高齢者の日常生活を支える交通手段の確保が課題となっていることから，サー

ビスの拡充についても検討を進めます。 

 

⑥ 介護予防住宅改善助成事業 

手すりの取付けや段差の解消など，簡易な住宅改善の費用を助成することによ

り，自宅での転倒等を防止し，要介護状態になることを予防します。 

アセスメントに基づいた介護予防ケアプランで必要性を確認するとともに，住

宅改善後もモニタリングを行い，効果的な活用を図ります。（3-6-1「暮らしやす

い住まいの確保」（P99）に別掲） 

 

⑦ さわやか理美容事業 

寝たきり等，外出困難な要介護高齢者を対象に，理容師又は美容師が自宅に出

張して理美容サービスを提供し，衛生的な生活の支援を図ります。 

 

⑧ 日常生活用具給付事業 

日常生活上の安全の確保と利便性の向上を図るため，電磁調理器，自動消火器，

安全杖等の日常生活用具を給付します。（3-8-2「地域の安心・安全の確保」（P104）

に別掲） 

 

⑨ 白内障補助眼鏡等購入費用助成 

老人性白内障の治療で水晶体摘出手術を受けた場合，必要な眼鏡等の購入費用

を助成します。 

 

⑩ はり，きゅう，マッサージ施術費助成 

健康の維持と心身の安定を図るため，保険適用外の施術について，施術費用を

助成します。 

 

⑪ 外国人福祉手当 

公的年金を受給していない外国人の方を対象に手当を支給します。 
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■第５期計画実施状況 

実績値 
2012 年度 

(平成24年度) 

2013 年度 

(平成25年度) 

2014 年度 
(平成 26年度) 

見込み 

軽度生活援助事業 利用時間（時間） 1,251 1,280 1,300 

生きがい活動支援通所

事業 
利用日数（日） 236 129 140 

生活管理指導短期宿泊

事業 
利用日数（日） 718 938 1,000 

生活支援配食サービス

事業 
配食数（食） 22,790 22,741 21,532 

通院等支援サービス事

業 
利用回数（回） 396 492 540 

介護予防住宅改善助成

事業 
利用者数（人） 15 14 15 

さわやか理美容事業 利用回数（回） 126 149 180 

日常生活用具給付事業 給付台数（台） 25 11 23 

白内障補助眼鏡等購入

費用助成 
利用者数（人） 82 80 88 

はり，きゅう，マッサージ

施術費助成 
利用回数（回） 4,686 4,334 4,600 

外国人福祉手当 受給者数（人） 8 7 6 
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■第６期計画見込み 

計画値 
2015 年度 

(平成27年度) 

2016 年度 

(平成28年度) 

2017 年度 

(平成29年度) 

軽度生活援助事業 利用時間(時間) 1,300 1,400 1,400 

生きがい活動支援通所

事業 
利用日数（日） 140 140 140 

生活管理指導短期宿泊

事業 
利用日数（日） 1,000 1,000 1,000 

生活支援配食サービス

事業 
配食数（食） 21,000 21,000 21,000 

通院等支援サービス事

業 
利用回数（回） 560 580 600 

介護予防住宅改善助成

事業 
利用者数（人） 15 18 20 

さわやか理美容事業 利用回数（回） 180 200 220 

日常生活用具給付事業 利用者数（人） 25 28 30 

白内障補助眼鏡等購入

費用助成 
利用者数（人） 90 92 94 

はり，きゅう，マッサージ

施術費助成 
利用回数（回） 4,800 5,000 5,200 

外国人福祉手当 受給者数（人） 6 6 6 

 

(2) ひとり暮らし高齢者及び高齢者世帯への支援 

高齢者のひとり暮らしや高齢者のみの世帯は今後も増加が予想されるため，そ 

の生活を支援するきめ細かな施策を実施します。 

 

① 在宅見守り安心システム事業 

高齢者が自宅で突然の病気や不慮の事故にあったときに，緊急通報機器（設置

型・ペンダント型）のボタンを押すと民間の受信センターに通報が入り，すみや

かな状況確認とともに消防本部へ通報します。また，24時間 365 日体制で健康や

介護についての相談に応じるほか，月１回程度，電話による安否確認をあわせて

実施します。近隣の協力者とも連携を取り，高齢者を支援します。（3-7-3「地域

見守り・支えあいの推進」（P103）に別掲） 
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② 訪問ふとん乾燥サービス事業 

ふとん干しが困難な高齢者世帯を対象に，専用のふとん乾燥車で自宅を訪問し

て寝具の乾燥を行い，衛生的で快適な生活を送ることができるよう支援します。 

 

③ 愛の定期便事業 

協力員がひとり暮らし高齢者を訪問し，乳製品を配付しながら安否確認や孤独

感の解消を図ります。（3-7-3「地域見守り・支えあいの推進」（P103）に別掲） 

 

■第５期計画実施状況 

実績値 
2012 年度 

(平成24年度) 

2013 年度 

(平成25年度) 

2014 年度 
(平成 26年度) 

見込み 

在宅見守り安心システム

事業 
設置者数（人） 450 453 500 

訪問ふとん乾燥サービス

事業 
利用回数（回） 485 525 530 

愛の定期便事業 実施回数（回） 113,514 111,370 114,363 

 

■第６期計画見込み 

計画値 
2015 年度 

(平成27年度) 

2016 年度 

(平成28年度) 

2017 年度 

(平成29年度) 

在宅見守り安心システム

事業 
設置者数（人） 540 580 620 

訪問ふとん乾燥サービス

事業 
利用回数（回） 550 570 590 

愛の定期便事業 実施回数（回） 116,000 119,000 122,000 

 

(3) 家族介護への支援の充実 

要介護高齢者を支え，介護を行っている家族等に対して，その負担をできるだけ

軽減するため，家族介護への支援の充実を図ります。 

 

① 家族介護用品給付事業 

紙おむつ等の介護用品を配達により給付し，介護者の負担を軽減します。 

今後もサービス利用者のさらなる増加が見込まれることから，利用者のニーズ

に合ったサービスを提供できるよう努めます。 
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② 家族介護慰労金支給事業 

要介護度の高い高齢者を介護する家族に慰労金を支給します。 

 

③ 徘徊高齢者家族支援サービス助成事業 

認知症等により徘徊のおそれのある高齢者を対象に，高齢者の行方が分からな

くなったときに位置情報システム付き携帯端末機により所在位置を探索し，家族

に知らせます。（3-3-2「認知症の早期発見体制の構築と認知症ケア体制の確立」

（P88）に別掲） 

 

④ 家族介護教室 

高齢者や家族等に介護の方法や知識・情報を提供し，不安の解消や介護技術の

向上を図ります。 

 

■第５期計画実施状況 

実績値 
2012 年度 

(平成 24 年度) 

2013 年度 

(平成 25 年度) 

2014 年度 
(平成 26年度) 

見込み 

家族介護用品給付事業 
利用回数

（回） 
5,208 5,536 5,746 

家族介護慰労金支給事業 
受給者数

（人） 
2 1 1 

徘徊高齢者家族支援サービス

助成事業 

利用者数

（人） 
8 6 6 

家族介護教室 
開催回数

（回） 
16 19 20 

 

■第６期計画見込み 

計画値 
2015 年度 

(平成 27 年度) 

2016 年度 

(平成 28 年度) 

2017 年度 

(平成 29 年度) 

家族介護用品給付事業 
利用回数

（回） 
6,000 6,300 6,600 

家族介護慰労金支給事業 
受給者数

（人） 
10 10 10 

徘徊高齢者家族支援サービ

ス助成事業 

利用者数

（人） 
8 9 10 

家族介護教室 
開催回数

（回） 
32 32 32 
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(4) 高齢者の新たな移動支援策の推進 

交通弱者である高齢者が，住み慣れた地域で安心して生き生きと暮らしていける

よう，日常生活を支える移動手段を確保する必要があります。現在は，リフト付き

介護タクシーを利用した通院等支援サービスや介護保険の通院等乗降介助を実施

していますが，今後は，公共交通基本計画を策定する中で，既存のサービスの拡充

や新たな交通手段の導入等，本市の特性に合った移動支援策について検討するなど，

高齢者の移動支援の推進を図ります。（3-8-1「人にやさしいまちづくり」（P104）

に別掲） 

 

 

 

要支援者や生活機能が低下するおそれがある高齢者に対して，介護予防訪問介護や

介護予防通所介護を市町村の実情に応じた基準で実施するとともに，ボランティア団

体や地域住民等が主体となり多様なサービスを展開する介護予防・日常生活支援総合

事業を 2017（平成 29）年度から実施します。 

  

(1) 介護予防・生活支援サービス事業 

要支援者などを対象として，訪問型サービス，通所型サービス，生活支援サービ

ス，介護予防ケアマネジメントを提供します。 

なお，ボランティア団体や地域住民等が主体となり，地域で高齢者を支えるため

のサービスについては，地域ケア会議を活用して地域の課題等を把握しつつ，2018

（平成 30）年度までに配置する生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）

と市が協働し，サービスを創出するよう努めます。 

 

(2) 一般介護予防事業 

高齢者が可能な限り自立した日常生活を送れるよう，自主的に行われる介護予防

活動を育成・支援するため，全ての高齢者を対象として，地域の実情に応じた介護

予防活動に取り組みます。 

  

具体的施策２ 介護予防・日常生活支援総合事業の推進 
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■介護予防・日常生活支援総合事業 

事 業 内  容 

介
護

予
防
・

生
活
支

援
サ
ー
ビ

ス
事

業
 

訪問型サービス 

・現行の介護予防訪問介護に相当する身体介護や生活援助 

・ボランティア団体や地域住民等が主体となって掃除，洗

濯等を実施する生活支援サービス 

・保健，医療の専門職が短期集中で行うサービス 

通所型サービス 

・現行の介護予防通所介護に相当する機能訓練等 

・ボランティア団体や地域住民等が主体となって提供する

ミニデイサービスやレクリエーションサービス 

・保健，医療の専門職が短期集中で行う，口腔・運動・栄

養改善等のサービス 

生活支援サービス 

・栄養改善を目的とした配食サービス 

・ボランティア団体や地域住民等が主体となって定期的に

行う，ひとり暮らし高齢者等への見守り 

介護予防ケアマネジメ

ント 

心身の状況等に応じて,高齢者自らの選択に基づき,介護予

防・日常生活支援総合事業が包括的かつ効率的に利用できる

よう,地域包括支援センターが必要な援助を行います。 

一
般

介
護
予

防
事
業
 

介護予防把握事業 

地域包括支援センターが行う実態把握等により収集した情

報等を活用し，閉じこもり等の何らかの支援を要する者を

把握し，介護予防活動へつなげます。 

介護予防普及啓発事業 

元気アップ・ステップ運動教室，シルバーリハビリ体操教

室などの実践的な活動や介護予防に関する講演会など，介

護予防活動の普及・啓発を行います。 

地域介護予防活動支援

事業 

ボランティア団体や地域住民等主体の介護予防活動の育

成・支援を行います。 

一般介護予防事業評価

事業 

介護保険事業計画に定める目標値の達成状況等を検証し，

一般介護予防事業の評価を行います。 

地域リハビリテーショ

ン活動支援事業 

介護予防の取組を強化するため，通所型サービス・訪問型

サービス・地域ケア会議・住民主体の通いの場等へのリハ

ビリ専門職等による助言等を実施する体制の整備について

検討します。 
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高齢者の住環境の改善を推進するとともに，身体状況等に配慮した様々なタイプの

住まいを確保します。 

 

 

 

多くの高齢者が，介護が必要になっても，住み慣れた地域や家で暮らし続けていく

ことを，希望しています。また，在宅での生活を支援するため，高齢者の身体機能の

変化に対応できる，高齢者向け住宅の整備や住宅の改修など，生活機能が低下しても

対応できる住宅の整備等が求められています。 

 

(1) 高齢者に配慮した市営住宅の整備及び運営 

本市の整備基準に基づき，新築工事において，全ての住戸で手すりの設置や段差

の解消を図るなど，高齢者に配慮した市営住宅の整備を進めます。また，ひとり暮

らし高齢者等に安否確認を行うなど，高齢者の安心の確保に努めます。 

 

(2) 自宅で暮らし続けられる住宅の整備 

高齢者が住み慣れた住宅で生活を続けられるように，身体状況にマッチした住宅

環境整備の支援を行うため，福祉住環境コーディネーターや介護支援専門員との連

携を図り，介護保険サービスの住宅改修や介護予防住宅改善事業の利用を推進しま

す。（1-1-2「介護予防サービスの充実」（P57），3-5-1「福祉サービスの充実」（P91）

に別掲） 

 

(3) サービス付き高齢者向け住宅 

ひとり暮らし高齢者や夫婦のみ世帯の増加を見込み，安心して生活できる住まい

の安定的な確保を目的として創設された，民間住宅事業者等が供給する住宅で，バ

リアフリー構造等を有し，介護・医療と連携し高齢者を支援するサービスを提供す

るなど一定の基準を満たしています。本市では，入居者の介護保険サービス利用に

当たり，自主尊重の確保を促します。 

 

(4) 住宅型有料老人ホーム 

有料老人ホームのうち，特定施設入居者生活介護を行わない居住施設で，入居者

が介護を必要とする状態となった場合は，訪問介護その他の介護サービスを利用し

て入居を継続することができます。本市では，介護保険サービスの適正な利用や地

域生活との連携に配慮します。 

基本施策６ 地域における住まいの確保 

具体的施策１ 暮らしやすい住まいの確保 
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地域や団体，関係機関が一体となって高齢者を支える地域福祉を推進するとともに，

介護における男女平等や福祉教育等の福祉啓発に努めます。 

 

 

 

核家族化や，ライフスタイルの多様化に伴い，地域のつながりが希薄化する一方，

高齢化により生活上の支援を必要とする人の増加が見込まれます。 

そのため，市民一人一人がお互いの人権を尊重し，ともに支えあう社会を目指し，

地域住民をはじめとした保健，医療，福祉や各分野の連携，協働による地域福祉の推

進に取り組みます。 

 

(1) 地域における福祉活動の活性化 

高齢者をはじめ，誰もが住み慣れた地域で暮らし続けられるよう，市民自らを担

い手とする地域福祉活動への主体的な参加を促進するとともに，その活動が活性化

するよう支援を行います。 

 

① 水戸市社会福祉協議会との連携 

水戸市社会福祉協議会は，地域において様々な福祉事業を展開するとともに，

地域福祉の推進を図る中核的な団体です。水戸市社会福祉協議会との連携を強化

し，変遷する社会情勢や利用者の要望に的確に対応しながら福祉のまちづくりを

推進します。 

 

② 水戸市社会福祉協議会支部活動の充実 

水戸市社会福祉協議会には，市内 32 の地区で活動を展開している支部がありま

す。支部では，高齢者援護活動その他の地域福祉活動を通して，地域に密着した

ネットワークづくりなどの自主活動を行っています。支部の身近な地域福祉活動

をさらに充実させるため，支援を行います。 

 

③ 民生委員との連携 

民生委員は厚生労働大臣から委嘱された非常勤の公務員であり，民間の奉仕者

として地域の実情を熟知した特性を生かした活動を行っています。地域住民の身

近にいる民生委員との連携を強化し，高齢者の生活状況把握や援助活動などの推

進を図ります。 

 

基本施策７ ともに支えあい，助けあう地域福祉の推進 

具体的施策１ 地域福祉の推進 
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(2) ボランティア・ＮＰＯ等の活動の推進 

ボランティア団体，ＮＰＯ等の多様な主体が，それぞれの特性を生かして連携，

協働し，高齢者を支えていくため，ボランティアや協働に対する市民意識の醸成に

努め，団体の育成支援やネットワークの構築を行います。  

 

① 新たなボランティア活動への参加の推進 

高齢者福祉サービスはもちろん，見守りや安否確認をはじめ，身近なところで，

できることからはじめるボランティア活動の推進が重要です。若者や有識者その

他多様な方の参加，市内事業所などの企業ボランティア活動など，斬新で多様な

形態のボランティア活動の創造を重点的に支援します。 

 

② 市民との協働の推進 

市民やボランティア団体，ＮＰＯ等との協働に向けた役割や原則，基本的な施

策を定めた協働推進基本計画（第２次）に基づき，市民，企業及び団体等との協

働を推進します。 

 

③ 福祉ボランティア会館 

福祉ボランティアの拠点である福祉ボランティア会館において，ボランティア

の人材育成や活動支援に努めます。 

 

 

 

ひとり暮らしや高齢者のみの世帯が増加する中，高齢者を支えていくためには，地

域住民の理解と協力が必要です。一人一人の役割は小さくても，ネットワークを組ん

で大きな広がりの中で支えあう事が重要です。 

また，核家族が家庭の６割を占める現在，高齢者との家族生活を経ずに成長する子

どもが増えていることから，今後社会を支えていくことになる若年者について，高齢

者への理解と慈しみの心を育てるため，福祉教育の推進が求められます。 

 

(1) 積極的な情報発信 

市民の福祉への理解と関心を高めるため，「広報みと」をはじめお年寄り便利帳，

水戸市社会福祉協議会広報誌である「みんなのしあわせ」，市のホームページなど

様々な広報媒体による積極的な情報の発信に努めるとともに，その内容の充実を図

ります。 

また，福祉に関する各種講座の開催や，学校教育で用いる福祉副読本の発行を検

討するほか，高齢者や高齢期をテーマにした啓発・広報活動の充実を図ります。 

 

具体的施策２ 市民参加による福祉の推進 
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(2) みとの福祉を考える座談会の開催 

地域において実践的な福祉を担っている水戸市社会福祉協議会支部を中心に，ワ

ークショップ形式の座談会を開催し，市民参加による地域福祉の推進を図り，地域

の福祉コミュニティの充実を目指します。座談会は，水戸市社会福祉協議会支部の

ある全 32地区で順次行います。 

 

(3) コミュニティ活動の活性化 

コミュニティ推進計画（第３次）に基づき，高齢者クラブ，女性会や町内会など

各地区における自主的なコミュニティ活動を支援するとともに，地域の特性を生か

した市民主体の多様な活動の推進を図ります。 

また，市内から推薦された方を対象に地域リーダー研修会を行い，指導者の育成

を図るなど，コミュニティ活動の充実に努めます。 

 

(4) 学校教育などにおける福祉教育 

本市では，人間尊重を第一として「まごころをつくす」ことを基盤として教育を

行っています。子どもたちが，高齢者や社会福祉について関心をもって行動できる

よう，高齢者との交流体験の充実を図り，幼児期からの一貫した福祉教育を実施し

ます。 

また，高齢者との交流を図るため，運動会などの学校行事や学年行事の昔遊び講

師として招いたり，子どもたちが介護体験・ふれあい活動として地域の施設訪問を

行うなど相互のふれあいを大切にします。 

 

(5) 男女平等で支えあう社会の実現 

長期化する寝たきり期間や介護状態の重度化などから，家庭内での介護に対する

負担は深刻な問題となっています。介護の負担がとりわけ女性に集中することがな

いように，男性も役割を果たすことが重要であり，男女が理解と協力をしながらと

もに分かちあい一体となって介護を担う社会の実現を目指します。 

また，ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の実現を目指し，家族を

介護することを理由として離職することなく働き続けられるよう，仕事と介護の両

立支援に取り組みます。 
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プライバシーを重視するライフスタイルが定着し，核家族化など家族の小単位での

個別化が進展するなど，地域の結びつきや地域力の低下が進んでいます。そのため，

介護・福祉・医療等の関係機関や，独自に活動を行っている地域の団体等との連携強

化を図るとともに，専門職と地域住民とが協力しながら，援護が必要な高齢者等への

見守りや支えあいを推進します。 

 

(1) 高齢者地域支援ネットワーク 

高齢者が安心して住み慣れた地域で生活できるよう地域包括ケアシステムの構

築を進めるとともに，地域住民や介護・福祉・医療の関係者と地域包括支援センタ

ーが連携して生活支援等を行う，高齢者地域支援ネットワークの検討を行います。 

 

(2) 水戸市安心・安全見守り隊 

高齢者，障害者や子どもなど支援を必要とする方が住み慣れた場所で安心して暮

らせるように，地域の団体や事業者などが行政と連携しながら，地域をさりげなく，

ゆるやかに見守ります。 

 

(3) 在宅見守り安心システム事業 

高齢者が自宅で突然の病気や不慮の事故にあったときに，緊急通報機器（設置

型・ペンダント型）のボタンを押すと民間の受信センターに通報が入り，すみやか

な状況確認とともに消防本部へ通報します。また，24時間 365 日体制で健康や介護

についての相談に応じるほか，月１回程度，電話による安否確認をあわせて実施し

ます。近隣の協力者とも連携を取り，高齢者を支援します。（3-5-1「福祉サービス

の充実」（P91）に別掲） 

 

(4) 愛の定期便事業 

協力員がひとり暮らし高齢者を訪問し，乳製品を配付しながら安否確認や孤独感

の解消を図ります。（3-5-1「福祉サービスの充実」（P91）に別掲） 

 

(5) 生活支援配食サービス事業 

調理が困難な高齢者を対象として，食生活の改善と健康増進を図るため，夕食の

配達を行い，あわせて安否の確認を行います。（3-5-1「福祉サービスの充実」（P91）

に別掲） 

 

 

 

具体的施策３ 地域見守り・支えあいの推進 



 

第２編 各 論 

 

104 

 

 

 

 

バリアフリー化やユニバーサルデザインの導入で安心して暮らせるまちづくりを進

めるとともに，万一の災害や犯罪から高齢者を守ります。 

 

 

 

高齢者等が安全かつ快適に暮らすことができるよう，日常生活圏等におけるバリア

フリー化やユニバーサルデザインの導入を図るなど，バリアフリー環境づくりを推進

します。また，人と環境にやさしい交通体系の確立を図ります。 

 

(1) バリアフリー環境づくりの推進 

人の集まる施設や設備を，高齢者や障害者が利用しやすいものとするため，高齢

者，障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律，茨城県ひとにやさしいまちづ

くり条例，水戸市福祉環境整備要綱などに基づき公共公益施設の整備・改善を推進

します。 

また，新たなバリアフリー基本構想を策定し，まちなかにおけるバリアフリー化，

ユニバーサルデザインの導入等を推進するとともに，分かりやすい案内表示や誘導

装置の導入を進め，高齢者や障害者にやさしい歩行空間の創出を図ります。 

  

(2) 高齢者の新たな移動支援策の推進 

交通弱者である高齢者が，住み慣れた地域で安心して生き生きと暮らしていける

よう，日常生活を支える移動手段を確保する必要があります。現在は，リフト付き

介護タクシーを利用した通院等支援サービスや介護保険の通院等乗降介助を実施

していますが，今後は，公共交通基本計画を策定する中で，既存のサービスの拡充

や新たな交通手段の導入等，本市の特性に合った移動支援策について検討するなど，

高齢者の移動支援の推進を図ります。（3-5-1「福祉サービスの充実」（P91）に別掲） 

 

 

 

高齢者を標的とした詐欺行為等の悪質な犯罪が増加の一途をたどっていることから，

被害を未然に防止する体制を固めることが大切であり，高齢者自身も犯罪に対する知

識を持つことが必要です。 

また，高齢者が関係した交通事故や火災も増加しており，その防止に努めるととも

に，災害や急病など緊急時の救援対策の整備も急務となっています。 

 

基本施策８ 安心・安全な暮らしへの支援 

具体的施策１ 人にやさしいまちづくり 

具体的施策２ 地域の安心・安全の確保 



 

第２編 各 論 

 

105 

 

(1) 防犯対策 

高齢者を巻き込んだニセ電話詐欺や悪質商法の被害が後を絶たないため，水戸警

察署，防犯協会，消費生活センター等と連携して，より一層の防犯意識の啓発に努

めていきます。自主防犯団体へ高齢者自身が加入することにより，社会に貢献し生

きがい支援ともなるため，加入の促進を図ります。 

また，「広報みと」や出前講座等の様々な機会を捉えて消費者教育の充実を図るとと

もに，ホームヘルパーや民生委員などに対して積極的な情報提供や研修会を行い，悪質

商法の手口やその対処法を伝え被害防止に努めます。 

 

(2) 防災対策 

高齢者や障害者等が災害等に対して日頃からの備えができるよう意識の啓発を

図るとともに，災害時の安否確認と支援体制を円滑・迅速に行うための名簿整備を

促進するとともに，福祉避難所の拡充を図ります。 

 

① 防災意識の向上 

高齢者や障害者等に，防災訓練などを通じて防災意識の普及・啓発を図り，防

災意識の高揚や防災行動力の強化を行います。 

 

② 災害時要配慮者対策 

高齢者や障害者等の災害時要配慮者に対して，災害時要配慮者名簿を作成し全

地区での支援体制の構築を図ります。また，災害時要配慮者関連施設における防

災体制の整備を促進し，施設入所者等の安全の確保を図ります。 

 

③ 福祉避難所の拡充 

災害時に，高齢者や障害者等で特別な配慮が必要な避難者を保護する際の二次

的な避難所である福祉避難所の拡充について，関係機関と連携を図ります。  

 

④ 災害時要援護者安心安全行動マニュアル 

東日本大震災などの経験による教訓から市が作成した水戸市災害時要援護者安

心安全行動マニュアルを活用し，高齢者等の要配慮者の災害に対する備えや，い

ざ発生した時の避難行動等の周知，啓発を図ります。 

 

(3) 防火対策 

75 歳以上のひとり暮らし高齢者世帯及び 65 歳以上の視覚障害者世帯を対象に防

火点検を実施します。また，福祉サービスとして，おおむね 65 歳以上のひとり暮

らしや高齢者のみの世帯を対象に，火災防止のための電磁調理器や火災警報器，自

動消火器など日常生活用具の給付を行います。（3-5-1「福祉サービスの充実」（P91）

に別掲） 
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(4) 交通安全対策 

高齢者の交通死亡事故に占める割合が半数近くになるなど，高齢者が巻き込まれ

る交通事故が増加していることから，高齢者を対象とした交通安全教室や研修会の

開催，高齢者クラブの交通安全教室への講師派遣など，交通事故防止対策を強化し

ます。また，水戸警察署その他の関係機関団体等と連携してさらなる普及・啓発活

動の機会を設け，高齢者の安全対策の強化に努めます。 

 

(5) 運転免許自主返納制度の促進 

運転免許返納制度は，高齢者による交通事故防止対策の一つとして，運転免許証

を自主的に返納する制度です。高齢者の安全を図るため，関係機関と連携して自主

的な運転免許返納の促進を図ります。 

 

(6) ワークステーション型ドクターカーシステム 

救急救命士を救命救急センターに配置し，病院実習などを行うことにより，救急

救命措置の業務拡大に対応するとともに，ドクターカー出動要請の際，医師等が高

規格救急自動車に同乗して医療措置を行います。 
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４４４４    社会参加と生きがいづくりの促進社会参加と生きがいづくりの促進社会参加と生きがいづくりの促進社会参加と生きがいづくりの促進    

 

 

 

 

高齢者の社会参加や生きがいづくりを促進するため，高齢者の就労支援や高齢者ク

ラブ，ボランティア等の地域活動への参加促進を図るとともに，市民センターや老人

福祉センターにおける教養・レクリエーション活動等の機会の充実を図ります。 

 

 

 

高齢者が自らの知識や経験，技術を生かし，ライフスタイルや意欲に応じて働くこ

とのできる生涯現役のまちづくりは，高齢者の生活の充実とともに，地域産業等の活

性化にもつながります。また，団塊の世代が 65歳以上となり，今後，意欲や能力のあ

る高齢者の就労は，超高齢社会を支える大きな力となります。 

そのため，市シルバー人材センターの運営充実を図り，高齢者の雇用を促進すると

ともに，ハローワークをはじめとする関係機関や事業者等と連携しながら，高齢者の

起業や就労支援の充実を図ります。 

 

(1) 水戸市シルバー人材センターの活性化 

水戸市シルバー人材センターは，元気な高齢者の継続的な社会参加を支えるため，

高齢者に適した臨時的・短期的な仕事を受注するとともに，就業に必要な知識や技

能向上に関する講習会を実施するなど，高齢者自らの経験や能力を生かした就労機

会を広げ，地域社会への貢献を目指しています。 

引き続き，シルバー人材センターを高齢者の就業を通じての生きがいづくりと社

会参加の拠点と位置付け，その活動を支援するとともに，会員活動組織の強化や受

注の拡大，高齢者世帯サポート事業「おたすけ隊」をはじめとした事業の推進とあ

わせ，地域安全・安心サポート事業等の新たなサービスの展開を図るなど，さらな

る活性化の促進に努めます。 

 

(2) 起業・就労の支援 

水戸市内において起業を目指している方のためにみと創業支援塾を開催すると

ともに，雇用促進と拡大に向けて，関係機関と連携した就職面接会，企業訪問を実

施するほか，水戸市就労支援・企業情報発信サイト「わーく・さいと・みと」等に

よる情報を積極的に発信し，意欲や能力のある起業希望者や求職者を支援します。 

 

基本施策１ 社会参加と生きがいづくりの促進 

具体的施策１ 就労支援 
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高齢者が生きがいを持って生活することは，健康の維持・増進につながるとともに，

社会や地域を支える原動力にもなることから，高齢者自らが社会における役割を見い

出し，積極的に社会参加できる環境づくりが必要です。また，高齢者の持つ経験や知

識は，本市や地域を支える貴重な財産でもあります。 

そのため，生きがいづくりや地域貢献活動を行う高齢者クラブの活動を支援すると

ともに，多世代交流やボランティア活動等をはじめとした多様な社会活動の場の提供

や情報発信の充実に努めます。 
 

(1) 高齢者クラブ活動の支援 

高齢者同士が身近な地域で親睦を深められる場であるとともに，水戸市安心・安

全見守り隊の一員としてのひとり暮らし高齢者や子どもたちへの見守り活動，地域

の美化，戦争体験の伝承等，多様な地域貢献活動の担い手である高齢者クラブの活

動を支援します。 

また，ひとり暮らし高齢者や虚弱な高齢者の孤立化防止を目的とした「お達者ク

ラブ」や地域における多世代交流事業である「高齢者と子どものふれあい事業」を

支援するなど，高齢者クラブが展開する各種事業の促進を図ります。 

さらに，2015（平成27）年には団塊の世代が全て高齢者の仲間入りをし，高齢者

のセカンドライフの過ごし方に関する意識が変容していくものと考えられることか

ら，魅力ある事業や地域貢献活動等の新たな事業展開を図るなど，会員増強に向け

た団塊世代の加入促進を図ります。 
 

(2) 多世代交流の促進 

高齢者の持つ経験や知識を次の世代に伝え，ふれあいを通して子どもたちの豊か

な心を育むとともに，高齢者の孤立防止にもつながる地域コミュニティの強化を図

るため，老人福祉センターや子育て支援・多世代交流センターをはじめとする公共

施設において，多世代交流事業を促進します。 
 

(3) ボランティア活動等の促進 

高齢者が自らの経験や知識を生かしながら，ふれあい電話など，地域におけるボ

ランティア活動等へ積極的に参加できるよう，活動内容の周知や参加の呼びかけを

進めるとともに，活動への参加意欲の高揚に努めます。 
 

(4) 自らの経験や知識を生かせる環境づくり 

特技や知識，技術を持つ方々が市民センターや小中学校で講師として教える「あ

なたも師・達人制度」や生涯学習の成果を地域づくりに生かす生涯学習サポーター

等の活動促進を図り，高齢者自らの持つ経験や知識を生かせる環境づくりを進めま

す。 

具体的施策２ 社会参加の促進 
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団塊の世代の方々が 65歳を超え，今後，高齢者のライフスタイルや価値観が大きく

変化することが予想されます。高齢者の自主的な活動を促し，心身ともに豊かな老後

を過ごすことができる環境づくりとして，多様なニーズに対応したスポーツ・レクリ

エーションや文化・生涯学習活動等の機会の充実に努めます。 

 

(1) 老人福祉センター 

老人福祉センターは，健康増進や教養の向上，レクリエーション活動等を通じ，

高齢者の生きがいづくりや交流，社会参加を促進するための施設です。今後は，多

世代交流事業や介護予防事業等の推進を図るなど，さらなる運営の充実を図るとと

もに，新たな老人福祉センターの整備に向け，整備場所やスケジュールの検討を進

めます。 

 

(2) スポーツ・レクリエーション活動の推進 

シニア向け水泳教室や健康づくり教室をはじめ，年齢を限定しないスポーツ・レ

クリエーション教室，イベント等を開催し，高齢者同士や世代間の交流促進，健康

増進等を目的としたスポーツ・レクリエーション活動の充実に努めます。 

 

(3) 文化・生涯学習活動の推進 

高齢者が生涯にわたって楽しく生きがいを持って過ごせるよう，高齢者自らが経

験や知識等を生かし，地域などで様々な活動を行えるよう，文化・生涯学習活動の

機会や情報の提供を行います。 

 

① 学びの環境づくり 

高齢者のニーズを把握しながら，寿大学や各種講座等の学習機会や内容の充実

を図るとともに，高齢者が必要とする学習情報を手軽に得られるよう，みと好文

カレッジを中心とした学習情報の収集・提供や学習相談を行うなど，インターネ

ット等を活用しながら学習情報を分かりやすく提供し，生涯学習に参加しやすい

環境づくりを進めます。 

 

② 学びの成果を生かせる環境づくり 

学びを通して蓄積される人材やノウハウ等の成果を活力ある地域づくりに生か

すため，「あなたも師・達人制度」の活用や生涯学習サポーター等の活動促進を図

ります。 

 

 

具体的施策３ 教養・レクリエーション活動等の支援 
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③ 芸術・文化にふれる機会の充実 

水戸芸術館を活用し，高齢者が質の高い芸術・文化にふれる機会を提供するほ

か，水戸市芸術祭をはじめとした市民の主体的な芸術文化活動を支援し，高齢者

が芸術文化に親しむことができる環境の充実を図ります。 

 

(4) 生きがい農業等の推進 

定年退職者の就農支援やふるさと農場等市民農園について，講習会の開催や技術

指導等の各種サポート，情報提供の強化などにより，高齢者の生きがい農業の推進

を図ります。 

 

 

 

 

長年にわたり社会に尽くされてきた高齢者に対し，その長寿を称えるための各種事

業を実施し，高齢者を敬い，大切にする心の醸成を図ります。 

 

 

 

高齢者に対し敬愛の心をもって長寿をお祝いするとともに感謝の意を表すため，敬

老会の開催や高齢者お祝金，100 歳達成者への褒状の贈呈などを行います。 

 

(1) 敬老会事業の実施 

毎年９月 15 日現在で満 75 歳以上になる方を対象として，各地区の水戸市社会福

祉協議会支部や女性会などが中心となって，敬老の日の前後に敬老会を開催し，長

寿をお祝いします。 

 

(2) 高齢者お祝金贈呈事業 

88歳，100 歳になられた方及び 101 歳以上の方に，お祝金を贈呈します。 

 

(3) 100 歳達成者への褒状の贈呈 

100 歳の誕生日を迎える方に対し，長寿をたたえる褒状等を贈り，長寿を祝うと

ともに，高齢者を敬愛する意識の啓発を図ります。 

 

 

基本施策２ 長寿を称える事業の推進 

具体的施策１ 敬老事業 
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第２章第２章第２章第２章    推進体制と進行管理推進体制と進行管理推進体制と進行管理推進体制と進行管理    

 

１１１１    推進体制推進体制推進体制推進体制    

本計画の基本理念である「地域で支えるいきいき健康とあんしん長寿」の実現の

ため，市や事業者，地域，市民等が協働し，それぞれ次のような役割を果たしなが

ら，計画の推進を図ります。 

 

(1) 水戸市の役割 

国等における制度改正や高齢者を取り巻く環境の変化，ニーズの多様化など，時

代に応じた様々な課題への対応が求められています。そのため，今後も，高齢者の

ニーズの的確な把握に努めるとともに，事業者，地域，市民等との連携を強化しな

がら，施策の推進を図ります。 

 

(2) 事業者の役割 

超高齢社会の進展に伴い，介護（予防）サービスや各種高齢者福祉施策の充実が

より一層求められることとなります。そのため，地域の一員として，行政や関係機

関等との連携を図りながら，介護・福祉サービスの充実に努めます。 

 

(3) 地域の役割 

高齢者ができるだけ住み慣れた地域で生活を続けられるようにするためには，地

域の主体的な取組に基づいた支援やサービスの提供が必要です。そのため，地域の

支え合い活動等を通し，地域全体で高齢者の安心・安全な暮らしを支援します。 

 

(4) 市民の役割 

要介護状態にならないよう，自ら健康づくりや介護予防に取り組むとともに，要

介護状態になった場合でも，有する能力の維持向上に努めます。また，地域住民の

一員として，互いに見守り，支えあいながら，高齢者が安心・安全に暮らせる地域

づくりに努めます。 

 

２２２２    進行管理進行管理進行管理進行管理    

水戸市高齢者保健福祉推進協議会（保健医療機関，学識経験者，福祉関係機関，

関係団体により構成）において，本計画の進捗状況を検証・評価して本計画の推進

を図るとともに，水戸市地域包括支援センター運営協議会などと連携して適切な進

行管理を図ります。 
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また，計画の推進に当たっては，高齢者の保健福祉・介護保険事業計画のあるべ

き姿の実現に向けた目標の達成状況や各施策の進捗状況を把握し，Plan（計画の策

定・見直し），Do（施策の実施・運用），Check（施策の評価），Action（検討・改善）

による PDCAサイクル手法により進行管理を行います。 

    

■ 計画の進行管理（ＰＤＣＡサイクルのイメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＰＬＡＮ（計画） 

 

○水戸市第６期高齢者保健福

祉計画・介護保険事業計画 

ＤＯ（実行） 

○計画の内容を踏ま

え，各事業を実施

する。 ＣＨＥＣＫ（評価） 

○「水戸市第６期高齢者保健

福祉計画・介護保険事業計

画」関連施策の実績評価 

○水戸市高齢者保健福祉推進

協議会等に報告・確認 

ＡＣＴＩＯＮ（改善） 

○実績等を踏まえ，必

要に応じて施策，予

算または計画を見直

す。 
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平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成32年度 平成37年度
（１）介護予防サービス

介護予防訪問介護 給付費（円） 147,839,758 156,527,124 44,210,801 0 0
人数（人） 718 761 210 0 0

介護予防訪問入浴介護 給付費（円） 959,615 1,261,067 1,645,837 2,288,152 2,267,332
回数（回） 10.4 13.7 17.9 24.2 24.0
人数（人） 4 6 9 13 17

介護予防訪問看護 給付費（円） 20,450,798 23,467,110 27,078,692 38,899,357 52,177,990
回数（回） 285.1 327.6 379.1 531.8 713.9
人数（人） 49 53 60 83 103

介護予防訪問リハビリテーション 給付費（円） 3,784,230 4,802,005 6,099,365 8,300,173 12,067,756
回数（回） 107.7 136.8 170.8 233.2 339.6
人数（人） 14 16 20 25 29

介護予防居宅療養管理指導 給付費（円） 3,754,188 4,461,546 5,034,787 6,023,608 6,809,696
人数（人） 35 41 47 56 63

介護予防通所介護 給付費（円） 461,972,414 623,156,663 268,720,362 0 0
人数（人） 1,116 1,498 678 0 0

介護予防通所リハビリテーション 給付費（円） 49,261,988 53,707,436 58,219,187 65,920,511 71,369,635
人数（人） 95 103 110 119 129

介護予防短期入所生活介護 給付費（円） 5,318,688 7,442,941 10,662,915 20,474,115 41,016,007
日数（日） 73.9 103.1 150.5 287.5 583.9
人数（人） 12 14 17 22 29

介護予防短期入所療養介護（老健） 給付費（円） 627,312 664,156 824,774 1,288,827 2,080,976
日数（日） 8.2 8.3 10.3 16.0 26.0
人数（人） 3 3 3 3 3

介護予防短期入所療養介護（病院等） 給付費（円） 372,697 431,477 621,281 961,154 1,995,493
日数（日） 4.9 5.9 7.8 12.6 24.8
人数（人） 2 2 2 2 2

介護予防福祉用具貸与 給付費（円） 15,128,138 17,734,153 20,309,299 27,420,099 34,321,217
人数（人） 275 322 369 498 624

特定介護予防福祉用具購入費 給付費（円） 10,043,667 18,460,477 20,044,310 20,803,837 25,078,567
人数（人） 16 20 21 24 26

介護予防住宅改修 給付費（円） 24,161,812 24,520,187 27,461,706 28,572,778 37,636,009
人数（人） 17 17 19 19 25

介護予防特定施設入居者生活介護 給付費（円） 36,498,086 37,923,441 39,419,305 49,163,332 53,195,764
人数（人） 27 27 27 36 39

（２）地域密着型介護予防サービス
介護予防認知症対応型通所介護 給付費（円） 33,450,164 44,634,435 60,261,265 98,077,341 156,652,028

回数（回） 88.8 121.8 168.8 270.6 431.8
人数（人） 7 9 11 14 16

介護予防小規模多機能型居宅介護 給付費（円） 5,192,865 9,459,431 10,401,269 16,770,430 17,069,002
人数（人） 6 11 12 20 20

介護予防認知症対応型共同生活介護 給付費（円） 2,608,592 2,707,695 2,733,730 2,649,184 2,649,184
人数（人） 1 1 1 1 1

（３）介護予防支援 給付費（円） 104,369,890 115,305,979 61,777,328 79,137,336 90,803,653
人数（人） 2,064 2,285 1,225 1,529 1,755

合計 給付費（円） 925,794,900 1,146,667,321 665,526,215 466,750,235 607,190,311

１１１１    介護保険料算定ワークシート（抜粋）介護保険料算定ワークシート（抜粋）介護保険料算定ワークシート（抜粋）介護保険料算定ワークシート（抜粋）    

※端数処理をしているため，算式と合わない場合があります。 

(1) 介護予防給付の給付費及びサービス量の見込み 
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平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成32年度 平成37年度
（１）居宅サービス

訪問介護 給付費（円） 1,212,641,526 1,449,315,917 1,612,166,636 1,983,785,523 2,449,225,639

回数（回） 40837.6 48769.3 54195.1 64869.5 79692.1
人数（人） 2,251 2,447 2,574 2,849 3,005

訪問入浴介護 給付費（円） 95,220,114 101,512,879 105,432,410 119,478,789 137,239,669
回数（回） 697.7 744.9 772.7 853.3 978.0
人数（人） 131 131 132 140 148

訪問看護 給付費（円） 292,338,536 316,564,843 332,385,098 382,837,041 466,095,516
回数（回） 3915.1 4248.7 4465.1 5014.9 6129.4
人数（人） 584 609 637 712 817

訪問リハビリテーション 給付費（円） 43,572,280 44,506,577 44,860,355 45,251,330 50,241,274
回数（回） 1242.9 1265.9 1298.4 1304.9 1446.2
人数（人） 133 134 136 140 146

居宅療養管理指導 給付費（円） 84,576,481 92,166,068 98,074,055 117,497,111 136,845,958
人数（人） 850 930 992 1,193 1,385

通所介護 給付費（円） 3,418,353,421 3,816,183,602 4,309,447,997 5,744,286,206 6,751,503,242

回数（回） 37010.4 41518.8 47085.7 62354.3 73304.3
人数（人） 3,441 3,754 4,275 5,902 6,949

通所リハビリテーション 給付費（円） 663,502,579 746,395,520 808,813,477 949,158,833 1,062,594,131

回数（回） 6706.8 7611.2 8325.0 9739.8 11142.2
人数（人） 809 890 973 1,165 1,300

短期入所生活介護 給付費（円） 981,956,835 1,069,598,702 1,107,765,144 1,267,291,147 1,388,355,266

日数（日） 10209.1 11154.8 11588.9 13048.4 14463.3
人数（人） 695 738 781 904 1,017

短期入所療養介護（老健） 給付費（円） 151,727,361 165,014,320 186,180,824 226,509,495 292,177,044
日数（日） 1224.6 1340.5 1511.1 1814.3 2338.0
人数（人） 140 146 153 164 177

短期入所療養介護（病院等） 給付費（円） 6,976,459 7,112,953 8,819,537 11,522,470 19,160,323
日数（日） 61.4 62.9 79.9 103.8 171.6
人数（人） 7 7 8 8 10

福祉用具貸与 給付費（円） 394,908,005 418,636,598 442,839,234 469,380,419 522,463,838
人数（人） 2,820 3,038 3,255 3,583 3,953

特定福祉用具購入費 給付費（円） 24,144,409 26,477,502 28,798,047 32,231,366 37,111,105
人数（人） 86 94 102 114 132

住宅改修費 給付費（円） 51,023,563 56,102,305 59,183,623 63,240,332 69,196,914
人数（人） 49 54 56 60 66

特定施設入居者生活介護 給付費（円） 623,980,677 629,284,919 641,280,801 707,455,830 760,583,117
人数（人） 260 263 268 290 312

（２）地域密着型サービス
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 給付費（円） 0 30,812,339 38,096,967 75,993,464 84,167,752

人数（人） 0 15 19 35 39
夜間対応型訪問介護 給付費（円） 0 38,835,613 48,285,543 95,269,000 105,718,043

人数（人） 0 15 19 35 39
認知症対応型通所介護 給付費（円） 151,282,536 176,054,909 188,498,594 266,692,166 347,125,330

回数（回） 1248.0 1458.0 1562.6 2149.5 2773.4
人数（人） 82 89 94 114 118

小規模多機能型居宅介護 給付費（円） 295,416,075 310,560,637 315,164,017 351,751,607 372,941,432
人数（人） 128 133 133 142 150

認知症対応型共同生活介護 給付費（円） 1,490,718,496 1,516,913,317 1,545,764,819 1,641,934,729 1,642,392,358

人数（人） 498 506 514 536 536
地域密着型特定施設入居者生活介護 給付費（円） 0 0 0 0 0

人数（人） 0 0 0 0 0
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 給付費（円） 131,164,788 132,806,202 134,989,795 133,977,127 133,977,127

人数（人） 43 43 43 43 43
複合型サービス 給付費（円） 48,722,295 55,463,993 68,183,041 78,343,076 91,725,024

人数（人） 18 21 25 28 31
（３）施設サービス

介護老人福祉施設 給付費（円） 3,314,689,014 3,573,281,685 3,842,981,893 4,968,538,748 5,180,329,236

人数（人） 1,137 1,227 1,317 1,667 1,737
介護老人保健施設 給付費（円） 3,227,835,104 3,230,248,393 3,238,897,425 3,590,995,080 3,904,069,739

人数（人） 1,047 1,047 1,047 1,147 1,247
介護療養型医療施設 給付費（円） 293,831,083 298,319,616 300,847,703 277,231,361 277,231,361
（平成32年度以降は転換施設） 人数（人） 66 66 66 66 66

（４）居宅介護支援 給付費（円） 856,450,596 900,179,980 941,277,279 1,066,673,854 1,184,075,363

人数（人） 5,784 6,071 6,364 7,065 7,847
合計 給付費（円） 17,855,032,232 19,202,349,390 20,449,034,314 24,667,326,102 27,466,545,803

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成32年度 平成37年度
総給付費 18,780,827,132 20,349,016,711 21,114,560,529 25,134,076,337 28,073,736,114

(2) 介護給付の給付費及びサービス量の見込み 
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0.000%

平成27年度 平成28年度 平成29年度
61円 61円 61円

(3) 所得段階別加入者数・基準額に対する割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 保険料基準額に対する割合の弾力化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 財政安定化基金拠出 

 

 

(6) 審査支払手数料１件当たり単価 
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5,957円 5,905円

0円 0円

0円 0円

（参考）第５期→第６期の増減率（保険料の基準額） 20.8% 19.8%
（参考）第５期→第６期の増減率
（保険料基準額に対する弾力化をした場
合の保険料額）

　（再掲）準備基金取崩額の影響額 　（再掲）準備基金取崩額の影響額

第６期の１号被保険者の介護保険料の基準額；保険料（月額）
第６期の第１号被保険者の介護保険料基
準額に対する弾力化をした場合の保険料
額；保険料（月額）

　（再掲）財政安定化基金償還金の影響額 　（再掲）財政安定化基金償還金の影響額

平成27年度 平成28年度 平成29年度 合計
第1号被保険者数 67,142人 68,273人 69,431人 204,846人

前期(65～74歳) 34,421人 34,611人 34,916人 103,948人
後期(75歳～) 32,721人 33,662人 34,515人 100,898人
所得段階別加入割合

第1段階 20.0% 20.0% 20.0% 20.0%
第2段階 6.0% 6.0% 6.0% 6.0%
第3段階 5.7% 5.7% 5.7% 5.7%
第4段階 17.4% 17.4% 17.4% 17.4%
第5段階 10.9% 10.9% 10.9% 10.9%
第6段階 10.9% 10.9% 10.9% 10.9%
第7段階 12.6% 12.6% 12.6% 12.6%
第8段階 9.3% 9.3% 9.3% 9.3%
第9段階 7.2% 7.2% 7.2% 7.2%
合計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

所得段階別被保険者数
第1段階 13,417人 13,643人 13,874人 40,934人
第2段階 4,037人 4,105人 4,174人 12,316人
第3段階 3,823人 3,888人 3,954人 11,665人
第4段階 11,709人 11,906人 12,108人 35,723人
第5段階 7,332人 7,455人 7,582人 22,369人
第6段階 7,306人 7,431人 7,556人 22,293人
第7段階 8,435人 8,578人 8,723人 25,736人
第8段階 6,265人 6,371人 6,480人 19,116人
第9段階 4,818人 4,896人 4,980人 14,694人
合計 67,142人 68,273人 69,431人 204,846人

所得段階別加入割合補正後被保険者数（C） 67,794人 68,935人 70,105人 206,835人
弾力化をした場合の所得段階別加入割合補正後被保険者数（C'） 68,455人 69,607人 70,788人 208,850人

標準給付費見込額（A） 19,800,002,000円 21,349,248,960円 22,144,586,161円 63,293,837,120円
地域支援事業費（B） 432,000,000円 440,000,000円 890,000,000円 1,762,000,000円
第1号被保険者負担分相当額（D） 4,451,040,440円 4,793,634,771円 5,067,608,955円 14,312,284,166円
調整交付金相当額（E） 990,000,100円 1,067,462,448円 1,134,229,308円 3,191,691,856円
調整交付金見込交付割合（H） 4.70% 4.70% 4.70%

後期高齢者加入割合補正係数（F） 0.9908 0.9914 0.9967
所得段階別加入割合補正係数（G） 1.0088 1.0088 1.0088

調整交付金見込額（I） 930,600,000円 1,003,415,000円 1,066,176,000円 3,000,191,000円

財政安定化基金拠出金見込額（J） 円
財政安定化基金拠出率

財政安定化基金償還金 円 円 円 円
準備基金の残高（平成26年度末の見込額） 円
準備基金取崩額 円
審査支払手数料1件あたり単価 61.00円 61.00円 61.00円
審査支払手数料支払件数 349,146件 386,100件 401,544件
審査支払手数料差引額（K） 円 円 円 円
市町村特別給付費等 円 円 円 円
市町村相互財政安定化事業負担額 円
市町村相互財政安定化事業交付額 円
保険料収納必要額（L） 14,503,785,022円

予定保険料収納率

保険料保険料保険料保険料のののの基準額基準額基準額基準額
年額 71,554円
月額 5,963円

保険料基準額保険料基準額保険料基準額保険料基準額にににに対対対対するするするする弾力化弾力化弾力化弾力化をしたをしたをしたをした場合場合場合場合のののの保険料額保険料額保険料額保険料額
年額 70,863円
月額 5,905円

0.000%

98.00%

(7) 第１号被保険者の保険料の推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8) 財政安定化基金償還金・準備基金取崩額・財政安定化基金取崩しによる

交付額の影響・第５期と第６期の第１号被保険者の保険料の基準額(月

額)の比較 
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２２２２    第１号被保険者介護保険料の設定第１号被保険者介護保険料の設定第１号被保険者介護保険料の設定第１号被保険者介護保険料の設定 

介護保険給付費と地域支援事業費の見込みから，2015（平成 27）年度から 2017

（平成 29）年度までの第１号被保険者の各所得段階別の介護保険料は，以下の表の

とおりとなります。 

所得段階 対象となる方 
保険料 

調整率 月額 年額 

第１段階の方 

●生活保護受給者の方 

●世帯全員が市町村民税非課税で老齢福祉年金

受給者※１又は本人の前年の合計所得額と課税年

金収入額の合計額が80万円以下の方 

×０.４５ 2,650 円 31,800 円 

第２段階の方 

世帯全員が市町村民税非課税の方で，前年の合計

所得金額※２と課税年金収入額の合計が80万円を

超え120万円以下の方（第１段階の方を除く） 

×０.７５ 4,420 円 53,040 円 

第３段階の方 
世帯全員が市町村民税非課税の方で，第１・第２

段階に該当しない方 
×０.７５ 4,420 円 53,040 円 

第４段階の方 

世帯の誰かに市町村民税が課税されているが，本

人は市町村民税非課税で前年の合計所得金額と

課税年金収入額の合計が80万円以下の方 

×０.９ 5,310 円 63,720 円 

第５段階の方 
世帯の誰かに市町村民税が課税されているが，本

人は市町村民税非課税の方（上記以外） 

×１.０ 

（基準額） 
5,900 円 70,800 円 

第６段階の方 
本人が市町村民税課税で，前年の合計所得金額が

120万円未満の方 
×１.２ 7,080 円 84,960 円 

第７段階の方 
本人が市町村民税課税で，前年の合計所得金額が

120万円以上190万円未満の方 
×１.３ 7,670 円 92,040 円 

第８段階の方 
本人が市町村民税課税で，前年の合計所得金額が

190万円以上290万円未満の方 
×１.５ 8,850 円 106,200 円 

第９段階の方 
本人が市町村民税課税で，前年の合計所得金額が

290万円以上400万円未満の方 
×１.７ 10,030円 120,360 円 

第10段階の方 
本人が市町村民税課税で，前年の合計所得金額が

400万円以上500万円未満の方 
×１．８ 10,620円 127,440 円 

第11段階の方 
本人が市町村民税課税で，前年の合計所得金額が

500万円以上600万円未満の方 
×１．９ 11,210円 134,520 円 

第12段階の方 
本人が市町村民税課税で，前年の合計所得金額が

600万円以上の方 
×２.０ 11,800円 141,600 円 

※１ 1911（明治44）年４月１日以前に生まれた方，又は1916（大正５）年４月１日以前生ま

れで国民年金を受給できない方が受けている年金です。 

※２ 「所得」とは，実際の「収入」から「必要経費の相当額」を差し引いた額です。 
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３３３３    地域支援事業費地域支援事業費地域支援事業費地域支援事業費    

地域支援事業費は，被保険者が要介護状態又は要支援状態となることを予防する

とともに，要介護状態等となった場合においても，可能な限り，地域において自立

した日常生活を営むことができるよう支援するための事業に係る経費で，介護予防

事業費，包括的支援事業費，任意事業費の３つの事業費からなります。 

なお，この事業費の財源として，国，県の交付金のほか，被保険者の保険料が充

てられています。 

    

(1) 介護予防事業費 

介護予防事業費は，一般高齢者向けの介護予防の事業（一次予防事業）や要支

援・要介護状態になるおそれの高い高齢者を把握し，介護予防に対する意識付け

や啓発を行う事業（二次予防事業）の実施に係る経費のほか，介護予防に対する

啓発やボランティア等の人材育成を行うための経費です。 

なお，新たに導入を予定している介護予防・日常生活総合支援事業に係る経費

は，この事業費に含まれます。 

 

(2) 包括的支援事業費 

包括的支援事業費は，高齢者の身近な相談窓口として，生活全般に関する相談

支援を行うほか，高齢者の権利擁護に必要な事業の実施や多職種との連携，ケア

マネジャーに対する支援を行うための経費です。 

地域包括支援センターや高齢者支援センターの運営に係る経費が大きな割合を

占めています。 

 

(3) 任意事業費 

任意事業費は，介護保険事業の運営の安定化を図り，被保険者及び要介護被保

険者を現に介護する者等に必要な支援を行うための経費であり，地域の実情に応

じて様々な事業の形態が認められています。 

本市においては，介護給付費等の適正化を目的としたケアプランの点検や介護

給付費通知の送付に係る経費，家族介護用品や家族介護慰労金の支給，要介護者

を介護する家族を支援するための経費，配食サービスや在宅見守り安心システム

等，高齢者の自立生活を支援するための経費，更には，成年後見制度の利用支援

に係る経費等が含まれています。 
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(4) 地域支援事業費の見込み 

第６期計画における地域支援事業費の見込みは以下のとおりです。  

計画値 
2015 年度 

（平成 27 年度） 

2016 年度 

（平成 28 年度） 

2017 年度 

（平成 29 年度） 

地域支援事業費 432,000 千円 440,000 千円 890,000 千円 

介護保険給付費に占める割合 2.18％ 2.06％ 4.02％ 

内
訳

 

介護予防事業 91,000 千円 95,000 千円 540,000 千円 

包括的支援事業 265,000 千円 265,000 千円 270,000 千円 

任意事業 76,000 千円 80,000 千円 80,000 千円 

 

 

 

  



 

資 料 編 

 

122 

 

■地域支援事業の体系図 

        ＜二次予防事業＞ 

   二次予防事業対象者把握事業 

   ・基本チェックリスト（圏域ニーズ調査）の実施 

   通所型介護予防事業 

 ・介護予防教室 

訪問型介護予防事業 

 ・訪問指導 

二次予防事業評価事業 

 

＜一次予防事業＞ 

介護予防普及啓発事業 

・元気アップ・ステップ運動教室 

・いきいき健康クラブ 

・脳の健康教室 

・シルバーリハビリ体操教室 

・介護予防講演会 

   地域介護予防活動支援事業 

・元気アップ・ステップ運動サポーター養成 

・認知症予防活動推進員養成 

・いきいき健康クラブ地域指導員養成 

・シルバーリハビリ体操指導士養成 

・認知症サポーター養成 

   一次予防事業評価事業 

  ※ 介護予防・日常生活支援総合事業（予定） 

＜地域包括支援センター及び高齢者支援センター関係＞ 

   総合相談支援事業 

   権利擁護事業 
   包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 
   介護予防ケアマネジメント事業 

   介護給付等費用適正化事業 

・ケアプランの点検 

・介護給付費通知の送付 

家族介護支援事業 

・徘徊高齢者家族支援サービス事業 

・家族介護用品給付事業 

・家族介護慰労金の支給 

  その他の事業 

・成年後見制度利用支援事業 

・生活支援配食サービス事業 

・在宅見守り安心システム事業 

・介護相談員派遣事業 

介

護

予

防

事

業 

任

意

事

業 

地

域

支

援

事

業 

包

括

的

支

援

事

業 
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４４４４    水戸市高齢者保健福祉推進協議会条例水戸市高齢者保健福祉推進協議会条例水戸市高齢者保健福祉推進協議会条例水戸市高齢者保健福祉推進協議会条例    

 

（設置） 

第１条 高齢者の総合的な保健福祉の向上を図るため，水戸市高齢者保健福祉推進協議

会（以下「協議会」という。）を置く。 

（所掌事項） 

第２条 協議会は，次の各号に掲げる事項を所掌する。 

(1) 高齢者保健福祉施策の総合的な推進に関すること。 

(2) 老人福祉計画に関すること。 

(3) 老人保健計画に関すること。 

(4) 介護保険事業計画に関すること。 

(5) その他必要と認める事項に関すること。 

（組織） 

第３条 協議会は，関係機関，団体の役職員及び学識経験者のうちから，市長が委嘱又

は任命する20人以内の委員をもって組織する。 

（任期） 

第４条 委員の任期は，２年とする。ただし，補欠により委嘱又は任命された委員の任

期は，前任者の残任期間とする。 

（会長及び副会長） 

第５条 協議会に，委員の互選により会長及び副会長を置く。 

２ 会長は，協議会の会務を総理する。 

３ 副会長は，会長を補佐し，会長に事故あるとき，又は会長が欠けたときは，その職

務を代理する。 

（会議） 

第６条 協議会は，会長が招集し，会長は，会議の議長となる。 

２ 協議会は，委員の２分の１以上の出席がなければ開くことができない。 

３ 協議会の議事は，出席委員の過半数をもって決し，可否同数のときは，議長の決す

るところによる。 

（庶務） 

第７条 協議会の庶務は，保健福祉部において行う。 

（補則） 

第８条 この条例に定めるもののほか，必要な事項は，別に定める。 

付 則 

この条例は，平成10年４月１日から施行する。 
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５５５５    水戸市高齢者保健福祉推進協議会委員名簿水戸市高齢者保健福祉推進協議会委員名簿水戸市高齢者保健福祉推進協議会委員名簿水戸市高齢者保健福祉推進協議会委員名簿    

（敬称略，順不同，役職名は委員委嘱時のもの）    

区分 氏 名 所属機関等 備 考 

保
健

医
療
機

関
 

原  毅 水戸市医師会 会長 会 長 

山 田  裕 之 水戸市医師会 理事  

小 暮  雅 人 水戸市歯科医師会 副会長  

山 本  大 水戸薬剤師会 副会長  

田 上  惠 子 水戸市保健推進員連絡協議会 会長  

相川  三保子 茨城県看護協会 常任理事  

上 甲  宏 水戸市医師会 会長 旧委員 

磯 嵜  禮 子 水戸市保健推進員連絡協議会 会長 旧委員 

福
祉

関
係
機

関
 

菊 池  晃 水戸市社会福祉協議会 常務理事  

冨田  たま子 水戸市民生委員児童委員連合協議会 副会長 副会長 

清 水  昭 郎 水戸市高齢者クラブ連合会 会長  

武 藤  邦 彦 水戸市老人福祉施設連絡会 代表  

山 川  庫 水戸市高齢者クラブ連合会 会長 旧委員 

関
係

団
体
 

金 成  滋 水戸市住みよいまちづくり推進協議会 常任理事  

久信田もと子 水戸市地域女性団体連絡会 会長  

渡 邉  妙 子 水戸商工会議所 女性会会長  

藤 田  絹 代 水戸女性フォーラム 前会長  

佐 々 城  昭 三の丸こだまの会 会長  

大 槻  義 光 水戸市住みよいまちづくり推進協議会 常任理事 旧委員 

学
識

経
験
者
 

土 屋  和 子 茨城大学人文学部 講師  

澤  則 子 水戸市国民健康保険運営協議会 委員  

田 口  文 明 水戸市議会 議長  

細 谷  春 幸 水戸市議会文教福祉委員会 委員長  

中 庭  次 男 水戸市議会文教福祉委員会 委員  
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６６６６    水戸市第水戸市第水戸市第水戸市第 6666 期高齢者保健福祉計画期高齢者保健福祉計画期高齢者保健福祉計画期高齢者保健福祉計画････介護保険事業計画策定検討会要項介護保険事業計画策定検討会要項介護保険事業計画策定検討会要項介護保険事業計画策定検討会要項  

 

（設置） 

第１条 水戸市第６期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（以下「第６期計画」

という。）を策定するため，水戸市第６期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策

定検討会（以下「検討会」という。）を置く。 

 （所掌事項） 

第２条 検討会は，次の各号に掲げる事項を所掌する。 

(1) 第６期計画の策定に係る調査及び検討に関すること。 

(2) その他必要と認める事項に関すること。 

 （組織） 

第３条 検討会は，会長，副会長及び委員をもって組織する。 

２ 会長には，保健福祉部長をもって充てる。 

３ 副会長には，保健福祉部副部長をもって充てる。 

４ 委員には，次に掲げる者をもって充てる。 

  政策企画課長，地域振興課長，行政改革課長，財政課長，市民生活課長，地域安

全課長，福祉総務課長，生活福祉課長，障害福祉課長，子ども課長，国保年金課

長，商工課長，農政課長，建設計画課長，都市計画課長，建築指導課長，住宅課

長，消防総務課長，教育企画課長，生涯学習課長，スポーツ課長 

 （会長及び副会長） 

第４条 会長は，必要に応じて検討会を招集し，検討会の事務を掌理し，会議の議長

となる。 

２ 副会長は，会長を補佐し，会長に事故あるとき，又は会長が欠けたときは，副会

長がその職務を代理する。 

 （関係職員の出席） 

第５条 検討会は，必要があると認めるときは，関係職員の出席を求め，説明又は意

見を聴くことができる。 

 （事務局） 

第６条 検討会の庶務は，保健福祉部介護保険課，高齢福祉課，保健センターにおい

て行う。 

 （補則） 

第７条 この要項に定めるもののほか，必要な事項は，別に定める。 

 

   付 則 

 この要項は，平成 26年４月 17 日から施行する。 
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７７７７    水戸市第水戸市第水戸市第水戸市第 6666 期高齢者保健福祉計画期高齢者保健福祉計画期高齢者保健福祉計画期高齢者保健福祉計画････介護保険事業計画策定検討班要項介護保険事業計画策定検討班要項介護保険事業計画策定検討班要項介護保険事業計画策定検討班要項    

 

（設置） 

第１条 平成27年度から施行が予定されている介護保険法等の一部改正事業の実務上の

課題及び対応策を検討し，円滑な事業の導入を図るため，水戸市第６期高齢者保健福

祉計画・介護保険事業計画策定検討班（以下「検討班」という。）を置く。 

  （所掌事項） 

第２条 検討班は，次の各号に掲げる事項を所掌する。 

(1) 介護保険制度の改正に関すること 

(2) 介護保険制度改正に伴う現行諸制度との検討に関すること 

(3) 水戸市第５期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の達成状況の把握に関する

こと 

(4) 水戸市第６期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の検討に関すること。 

(5) 推進組織の検討に関すること。 

(6) その他必要と認める事項に関すること。 

（組織） 

第３条 検討班は，班長，副班長及び班員をもって組織する。 

２ 班長には，介護保険課長をもって充てる。 

３ 副班長には，高齢福祉課長・保健センター所長・福祉総務課長をもって充てる。 

４ 班員には，次に掲げる課の長の推薦を得た者をもって充てる。 

   介護保険課 高齢福祉課 保健センター 福祉総務課 

（班長及び副班長） 

第４条 班長は，必要に応じて検討班を招集し，会議の議長となる。 

２ 副班長は班長を補佐し，班長に事故あるとき又は班長が欠けたときは，その職務を

代理する。 

（庶務） 

第５条 検討班の庶務は，保健福祉部介護保険課において行う。 

（補則） 

第６条 この要項に定めるもののほか，必要な事項は別に定める。 

 

付 則 

この要項は，平成 26 年４月 11 日から施行する。 
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８８８８    計画策定の経過計画策定の経過計画策定の経過計画策定の経過    

年月日 内  容 

2014年 

(平26) 

4月18日 第１回水戸市第６期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画検討班 

・水戸市第６期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定基本方針

について 

4月25日 第２回水戸市第６期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画検討班 

・水戸市第６期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定基本方針

について 

5月13日 政策会議 

・水戸市第６期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定基本方針

について 

5月22日 第１回水戸市地域包括支援センター運営協議会 

・水戸市第６期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画における地域

包括支援センターの役割と今後の運営について 

5月23日 第１回水戸市高齢者保健福祉推進協議会 

・水戸市第６期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定基本方針

について 

7月29日 第２回水戸市高齢者保健福祉推進協議会 

・水戸市第５期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の実施状況に

ついて 

8月11日 第３回水戸市第６期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画検討班 

・水戸市第６期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画について 

9月1日 第４回水戸市第６期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画検討班 

・水戸市第６期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画について 

9月18日 第５回水戸市第６期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画検討班 

・水戸市第６期高齢者保健福祉計画･介護保険事業計画(素案)について 

10月2日 第３回水戸市高齢者保健福祉推進協議会 

・水戸市第６期高齢者保健福祉計画･介護保険事業計画(素案)について 

12月12日 第６回水戸市第６期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画検討班 

・水戸市第６期高齢者保健福祉計画･介護保険事業計画(素案)について 

12月19日 第７回水戸市第６期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画検討班 

・水戸市第６期高齢者保健福祉計画･介護保険事業計画(素案)について 

12月24日 第１回水戸市第６期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画検討会 

・水戸市第６期高齢者保健福祉計画･介護保険事業計画(素案)について 

2015年 

(平27) 

 

 

 

 

 

 

1月8日 第４回水戸市高齢者保健福祉推進協議会 

・水戸市第６期高齢者保健福祉計画･介護保険事業計画(素案)について 

1月14日 第８回水戸市第６期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画検討班 

・水戸市第６期高齢者保健福祉計画･介護保険事業計画(素案)について 

1月20日 第９回水戸市第６期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画検討班 

・水戸市第６期高齢者保健福祉計画･介護保険事業計画(素案)について 

1月23日 第10回水戸市第６期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画検討班 

・水戸市第６期高齢者保健福祉計画･介護保険事業計画(素案)について 
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年月日 内  容 

2015年 

(平27) 

1月29日 政策会議 

・水戸市第６期高齢者保健福祉計画･介護保険事業計画(素案)について 

2月5日～ 

3月6日 

意見公募手続 

・水戸市第６期高齢者保健福祉計画･介護保険事業計画(素案)について 

2月27日 第11回水戸市第６期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画検討班 

・水戸市第６期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画(案)について 

3月10日 第12回水戸市第６期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画検討班 

・水戸市第６期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画(案)について 

3月19日 第５回水戸市高齢者保健福祉推進協議会 

・水戸市第６期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画(案)について 

3月20日 第２回水戸市第６期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画検討会 

・水戸市第６期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画(案)について 

3月25日 庁議 

・水戸市第６期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画(案)について 
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９９９９    用語解説用語解説用語解説用語解説    

行 用 語 説  明 

あ行 運動器 骨，関節，筋肉，神経など身体を動かす組織，器官の総称 

か行 
介護支援専門員（ケアマ

ネジャー） 

要介護者・要支援者からの相談に応じ，心身の状況等に応じ

適切なサービスを受けられるように，ケアプランを作成した

り，サービス事業者等との連絡調整等を行う専門職 

か行 介護認定審査会 

介護保険制度において，一次判定と主治医の意見書をもとに，

保健，医療，福祉の専門家が話し合いをして，どれくらいの

介護が必要なのかを判定（二次判定）する会議 

か行 介護福祉士 

寝たきりの高齢者や身体障害者に対して，入浴，排せつ，食

事などの生活上必要な介護を行うほか，要介護者やその家族

に対して介護に関する指導を行う専門職 

か行 
介護療養型医療施設（療

養型病床群） 

病状は安定しているものの，長期間にわたり療養が必要な方が対

象の医療施設 

か行 
介護老人福祉施設（特別

養護老人ホーム） 

寝たきりや認知症のために常時の介護が必要であり，自宅で

の介護が困難な方が入所する施設 

か行 
介護老人保健施設（老人

保健施設） 

病状が安定し，リハビリテーションに重点をおいた，介護が

必要な方が対象の施設 

か行 居宅介護支援事業所 
在宅の要介護者についてのケアプランの作成等のケアマネジ

メントサービスを提供する事業所 

か行 ケアハウス 

軽費老人ホームともいい，無料または低額な料金で老人を入

居させ，食事の提供等，日常生活上の便宜の提供を目的とす

る施設 

か行 健康寿命 
健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期

間 

か行 交通弱者 

年少者や高齢者，障害者など，自分で運転することができず，

公共交通機関に頼らざるをえない人。特に公共交通機関が整

備されておらず，買い物等の日常的な移動に不自由を強いら

れている人を指す。 

か行 高齢者虐待 

高齢者を養護する家族やサービス事業所の従事者による高齢

者に対する行為で，身体に外傷を負わせる身体的虐待，衰弱

させるほど長時間放置する介護放棄，暴言を浴びせたり拒絶

的に対応して心理的外傷を与える心理的虐待，わいせつな行

為の対象としたりわいせつな行為をさせたりする性的虐待，

財産を不当に処分する経済的虐待がある。 

さ行 災害時要配慮者 
災害時に自力で避難することが困難な高齢者や障害者，その

他支援が必要と認められる方 



 

資 料 編 

 

130 

 

行 用 語 説  明 

さ行 作業療法 

身体又は精神に障害のある方，またそれが予測される方に対

し，その主体的な生活の獲得を図るため，諸機能の回復，維

持及び開発を促す作業活動を用いて，治療，指導及び援助を

行うこと 

さ行 社会福祉士 
高齢者，障害者等の福祉に関する相談に応じ，助言，指導，

その他の援助を行う社会福祉の専門職 

さ行 成年後見制度 

判断能力が不十分な方の財産管理や身上監護を，代理権・同

意権・取消権が与えられた後見人等が行う制度。家庭裁判所

が後見人等を選任する法定後見制度とあらかじめ自分が代理

人（任意後見人）を選んでおく任意後見制度からなる。 

た行 第１号被保険者 

介護保険法で定められた被保険者の一つで，65 歳以上の方が

対象。保険料は所得に応じて支払うこととなり，一定額以上

の年金受給者は年金から天引きされ，一定額以下の年金受給

者は市町村が徴収することとなる。 

た行 第２号被保険者 

介護保険法で定められた被保険者の一つで，40歳以上 65 歳未

満の方で医療保険（国民健康保険や会社の健康保険など）の

加入者が対象 

た行 超高齢社会 
65歳以上の高齢者の占める割合が全人口の21％を超えた社会

（国連及び世界保健機構による定義） 

な行 日常生活圏域 

平成 18年４月の介護保険法の改正により，介護保険事業計画

において，高齢者が適切なサービスを受けながら住み慣れた

地域で生活を続けられるよう，地理的条件や人口，交通事情，

施設の整備状況等を勘案し，市町村内に設けられている圏域 

な行 認知症 

一度獲得した知能が，後天的に脳や身体疾患を原因として慢

性的に低下をきたした状態で，社会生活，家庭生活に影響を

及ぼす状態。認知症の原因となる疾病は様々であるが，その

大部分はアルツハイマー型認知症と脳血管性認知症とされて

いる。 

な行 認認介護 
認知症の家族を介護している人もまた認知症を患っている状

態 

は行 
福祉住環境コーディネー

ター 

高齢者などに適した住環境を整備するため，建築と介護・医

療等の部門間を調整する役割を持つ者。２級以上の資格で，

介護保険の住宅改修が必要な理由書の作成ができる。資格管

理は東京商工会議所で行っている。 

は行 ヘルスロード 

豊かな自然や歴史に親しみながら身近な環境で健康づくりに

取り組むことができるよう，安全性や環境に配慮されたウォ

ーキングコース 
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行 用 語 説  明 

は行 保健師 

厚生労働大臣の免許を受けて，保健指導に従事することを業

とする者であり，集団検診，健康相談を行ったり，地域住民

に病気の予防や健康に関するアドバイスや指導，訪問活動な

どを行う。 

や行 有料老人ホーム 

高齢者を入居させて，入浴・排せつ・食事等の介護の提供，

食事の提供，その他日常生活上の便宜としての洗濯・掃除等

の家事，健康管理を行う施設 

や行 ユニット型 

入所者の生活を，ユニットケアで対応する施設形態。ユニッ

トケアとは，自宅に近い環境での共同生活で，個性や生活リ

ズムに応じたサポートを行う介護手法。特別養護老人ホーム

では，概ね 10室までの個室に共同生活室を併置し，この単位

で生活ケアを行う。 

や行 要介護認定 

被保険者や家族の申請に対し，介護認定審査会が訪問調査の

結果とかかりつけ医の意見書に基づき，要介護状態か要支援

状態か自立かの判定を行うもの 

や行 養護老人ホーム 
環境上の理由及び経済的理由により自宅で生活する事が困難

な高齢者が入所する施設 

ら行 理学療法 

身体に障害のある方に対し，主としてその基本的動作能力（起

き上がる・すわる・立つ・歩くなど）の回復を図るため，治

療体操その他の運動を行わせるほか，電気刺激，マッサージ，

温熱その他の物理的手段を加える治療法 

ら行 リフト付きタクシー 
リフトが付いており，車いすやストレッチャーのままで利用

することができるタクシー 

ら行 老老介護 高齢者の介護を高齢者が行うこと 
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